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はしがき

人々の所得や資産の分配状況に、税制はさまざまな影響を与える。とりわけ、近年実施されて

きたような、所得課税を中心とする税体系から消費課税を中心とする税体系への移行は、家計間

の税負担構造の変化を余儀なくする。税制改革による家計間のミクロ的な影響の違いは、家計間

の利害得失を浮き彫りにし、既得権益を侵される人々の抵抗を生み出す。「旧税」は「良税」なりと

される理由はまさにここにある。抵抗を排除するためには、改革による影響をあきらかにしたうえで、

政治的な調整をおこなう必要がある。だが、その一方で家計間のミクロ的な影響を正確に把握す

ることは意外と難しい。第 1に、改革による税負担の変化を調べるためには、税法に関する正確な

知識が必要とされる。第2に、課税の影響は家計行動や企業行動の変化を通じて、単に直接租

税を負担する経済主体に止まらず、他の経済主体にも波及するからである。

仮にその困難を克服できたとしても、それだけでは改革が望ましい方向でおこなわれたかどう

かを判断することはできない。それは、改革前の所得分配状況や社会の公平性への価値判断に

依存している。したがつて、価値判断を提示した上で、税制改革が社会的厚生を改善するものか

どうかが検討されねばならない。

以上のような点を意識した税制改革に関する研究は、これまで主として理論的な側面からなさ

れてきた。そのひとつは、税制改革が最終的には各経済主体にどのような影響を及ぼすことにな

るかをあきらかにしようとするポジティブ (実証的)な分析としての、「租税帰着論」である。いまひと

つは、税制改革は社会的厚生の観点からはどのような要件を備えるべきかをあきらかにしようとす

るノーマティブ (規範的)な分析としての、「最適課税論」である。「租税帰着論」の理論的な分析

は、税体系が変化したときの効果は、直接的な影響に止まらず、間接的な影響をもたらすこと我

々に教えてくれる。また「最適課税論」の理論的な分析からは、社会的厚生水準を最大化するよう

な税体系は、その社会の所得分配の状態、家計や企業の租税に対してどのように行動を変化さ

せるか、などに依存して決まってくることがわかった。

これらの理論分析は、現実の税制改革を評価するための様々なツールを我々にもたらしてくれ

た。だが、依然として理論的な分析と現実の政策提言の間には、埋めるべき溝が存在することも

事実であろう。たとえば、「最適課税論」の理論分析においては、分析の複雑さゆえに政府が操

作可能な税体系が所得税や消費税などの一部の税に限定されることが多い。本論文では、シミュ

レーション分析を採用することにより、税制改革の影響を数量的に把握し、現実的な政策提言と

理論分析との間の架け橋となることをめざしている。



税制改革による影響を数量的に把握しようとする試みは、消費税が導入された竹下税制改革

の際におこなわれた政策構想フォーラムによる税制改革のシミュレーション分析を契機として、数

多く行われるようになつた。しかし、それらの多くでは、主としてある一時点における家計間の税負

担配分の変化に関心が寄せられてきた。しかし、税制改革により短期的には不利な状況となる家

計であつても、長期的には異なる影響を受ける可能性もある。また、従来の分析では税制改革が

及ぼす 1次的な影響のみを考慮したものが多かった。だが、税制改革は、家計や企業の行動に

影響を与え、市場の需給関係にも影響を与えるという意味で、2次的な影響をもたらすことになる。

この問題を意識した分析として、近年我が国においても経済の相互依存関係を提えたうえで、税

制改革の影響を調べようとする数量的な一般均衡モデルを用いた分析が行われるようになってき

た。

本論文でも、租税政策評価のための数量的一般均衡モデルを構築した。ただし、従来のモデ

ルが日本全体のマクロデータを再現するような大型のモデルであるのに対して、本論文では税制

改革に問題を特化した小型の応用一般均衡モデルを作成した。税制に問題を特化することで、

より現実的な租税制度を組み込んだものとなつている。本論文ではこの数量的一般均衡モデル

を用いて、税制改革が市場の需給関係を通じて、家計部門にどのような影響を及ぼすかというポ

ジティブ (実証的)な側面と税制改革は如何に行われるべきかを社会的厚生最大化という立場か

ら解明しようとするノーマティブ (規範的)な側面からの分析を行う。

さらに、この数量的な一般均衡モデルを世代重複型のライフサイクルー般均衡モデルに拡張

した。現実の世界は複数の世代が重複しながら成長を続けていく。これは世代重複モデルとして

定式化されてきた。従来の分析では、単一の財と生年月 日をのぞくと同質的な代表的家計で構

成される重複世代のもとでシミュレーション分析が行われてきた。そこでは、一人当たりの変数が

すべて同一になるという条件を利用して、定常状態における市場均衡条件を満たす形でのシミュ

レーション分析がおこなわれている。一方、本論文では第5章で構築する静学的な一般均衡モデ

ルを逐次的に解くことで、長期的な分析をおこなっている。本論文で構築したモデルの特徴は、

第 1に生産部門の多部門化が可能であること、第2に、移行過程の計算が容易であることである。

本論文の全体的な構成は3部 8章からなつており、第1部では、現行税制の仕組みと近年実施

された税制改革の概要を説明したうえで、現行税制のもとでの家計の税負担の現状と税制改革

による直接的な影響をあきらかにする。第2部では、労働供給の変化を可変にし、さらに生産部

門を明示的に導入する。第3部では、税制改革の影響が長期に及ぶことを考慮して多期間モデ

ル介拡張する。



各章の主要な結論は以下のようにまとめられる。第1章では、1986年の「抜本的税制改正答申」

は、給与収入600万 円前後を境にして相対的に低所得層に増税、高所得層に減税をもたらすこと

があきらかにされた。さらに、1989年度の税制改正については、平均的世帯のほぼ全所得階層

で所得税 0住民税の減税が消費税による増税を上回ることが指摘される。世帯類型別にみると、

共稼ぎ世帯よりも、片稼ぎ世帯やパート世帯に税制改革のメリットをより多くもたらすことになる。

第2章では、消費税導入が産業別価格と消費者物価に与える影響を計測した。消費者物価ヘ

の影響としては、最小では1.29%の上昇、最大では1.95%の上昇が予想されることがわかった。

第3章では、政府の利用可能な税制が線型所得税に限定されるケースについて、最適課税の

シミュレーション分析をおこなった。分析の結果、功利主義的な価値判断のもとでは政府による所

得再分配政策が不要になる可能性があり、々 キシミン基準のもとでは社会的無差別曲線が傾き

ゼロの直線となり、人頭補助金最大の点と一致することが確認された。

第4章では、税体系が所得税に限定されるとした3章の仮定をゆるめて所得税と消費税代替の

厚生分析をおこなった。このシミュレーションでは、消費税による物価上昇が1.95%で、かつ公平

性への指向が高い場合を除けば、社会的厚生水準が改善され、税制改革にプラスの評価が与え

られる。一方、不平等尺度による分析では、中堅所得層の分配を考慮する場合には、税制による

再分配効果が弱められ、税制改革にマイナスの評価が与えられる。

第5章では、前章までの分析を踏まえて、生産部門を明示的に考慮した数量的一般均衡モデ

ルを構築した。このモデルのもとで、消費税に複数税率を導入すべきかどうか最適課税の立場か

ら検証した。改革前に社会的に容認されていた3%の均一税率が如何なる価値判断のもとで成

立するかを逆算した。その改革前に成立していた価値判断を固定した場合には、最適複数税率

が改革後の税制のもとでほぼ均一税率となることがわかった。

第6章では、税制改革が世代間の税負担構造に及ぼす影響を代表的家計からなるライフサイ

クル。モデルを用いて分析した。竹下税制改革以前の制度が継続するとした場合、厚生分析にお

いては、若い世代ほど厚生水準が高く、公的便益/負担比率の分析においては比較的古い世

代と若い世代のその比率が高いことが示された。これに対して、税・年金改革による影響を厚生

分析と公的便益/負担比率の分析でみると、いずれも税制改革が若い世代をより優遇し、年金

改革の影響は世代間の負担構造をあまり変えないことがわかった。

第7章では、同一世代内にも所得格差が存在することを考慮して、複数家計から構成されるラ

イフサイクルモデルを構築した。税制改革による影響として、大企業のサラリーマンには減税によ

るメリットが生じるがほとんどの中小・零細企業のサラリーマンの恩恵は少ない。中小 0零細企業の



サラリーマンでも若い世代では、壮年期に税制改革による負担率が軽減される。生涯を通じての

総実質税負担額を比較してみると、若い世代に有利な税制改革が実施されても、依然として若い

世代ほど税負担が重くなっている。一方、所得分配の観点から税制改革を評価すると、若い世代

に対しては分配状況を改善することが分かつた。

第8章では、数量的一般均衡モデルを世代重複型成長モデルヘ拡張した。この章では、従来

の分析とは異なり、静学的な一般均衡モデルを逐次的に解くことで、長期的な分析をおこなって

いる。モデルの特徴は、第 1に生産部門を多部門化し、第2に初期定常状態から出発するのでは

なく、現実の初期値を与え、移行過程の計算をおこなつたところにある。本章の結論としては、所

得税中心の税体系から消費税体系への移行は、資本蓄積を促進することにつながり、各世代の

厚生を改善すること、また、消費税の増税を避けるために利子課税を増税した場合は、資本蓄積

を阻害し、各世代の厚生水準を低下させることがわかった。



第1章 税制改革と家計間負担配分

第1節 はじめに

税制改革は、たとえ増減税中立型でおこなわれたとしても、家計間の税負担配分に変化を与

える可能性が高い。税負担配分の変化は家計間の利害得失を明確にするために、税制改革は

国民からの反発を受けることが多い。「1日 税は良税なり」とされる理由は、まさにそこにある。1986

年に成立したアメリカのレーガン税制改革では、「税収中立」に加えて階層間の「税負担中立性」

の考え方を採用することで、人々の税制改革に対する抵抗感を抑えていた。

だが、近年我が国で実施されてきた税制改革では、所得税中心の税体系から消費税を中心と

する税体系への移行が図られてきている。所得税制の枠組みの中での税制改革であったレーガ

ン税制改革と違い、税体系の根本的な移行を図ろうとする我が国の税制改革においては、家計

間の税負担配分において「税負担中立性」を維持することは不可能に近い。それゆえに、税制改

革にともなう家計の税負担配分の変化を計算することが、税制改革の評価の際の客観的な情報

を提示し、議論の材料とするという重要な意味を持っているのである。税制改革による家計の税

負担配分の変化を計算することは、改革により不利益を被る人々を浮き彫りにする。だが、税制

改革によってある程度の利害対立が生じることはやむ得ないことである。改革前税制のもとで不

当に優遇されている人がいた場合には、これらの人々に負担を課すことが公平な課税につながる

ことになろう。

この章では、税制改革が家計の負担配分に与える影響を家計部門にのみから構成される部分

均衡分析の枠組みで分析することにしたい。分析対象を家計部門にのみ限定することは、税制

改革による家計の消費行動の変化などにより、消費財市場などの需給関係の変化が生産部門に

影響を与え、生産部門における労働要素需要などの変化が家計の賃金所得へ与える影響や、

生産物価格の変化が消費に与える影響を無視することになる。だが、分析を単純化することによ

り、租税制度についてはかなり忠実に現実の制度を組み込むことが可能になる。また、公平性の

観点から家計の税負担配分の変化を提える際には、部分均衡分析の枠組みでの結果と生産部

門を組み込んだ一般均衡分析のもとでの分析結果にそれほどの差は生じないと考えられる。

税制改革が家計間の税負担配分に与える影響を分析する際には、いくつかの切り口が考えら

れる。ここでは、ある一時点だけを提えたデータであるクロスセクション・データを利用した分析を

おこなう。家計間の負担配分の変化を計測する際に、最もよく利用されているのが所得階層別に

集計された家計データである。ところがこの所得階層別の集計データだけでは、税制改革が家計

の税負担に与える影響を正しく捉えることはできない。我が国の税制は、個人単位の課税を原則



としているが、専業主婦を配偶者とする納税者には配偶者控除、配偶者特別控除が認められる

などの世帯単位の課税の考え方が混在するものとなっている。そこで、本章では個票データを世

帯類型別に再集計したデータを利用した分析もおこなうことにしたい。

本章の具体的構成は、以下の通りである。第2節 においては1987年度に予定されていた「抜本

的税制改革案」にもとづき、所得階層間の租税負担配分の変化を計測する。第3節 においては、

1989年 4月 から実施された消費税の導入を中心とする竹下税制改革のもとで、世帯類型別の租

税負担配分の変化を計測する。

第2節  1987年度改革案の概要

政府税制調査会は、1985年 9月 20日 に内閣総理大臣から「最近における社会経済情勢の推移

と将来の展望を踏まえつつ、公平かつ公正な国民負担の実現、簡素で分かりやすい制度の確立

及び活力ある経済社会の構築を目指し、かつ、国民の選択の方向を十分くみとり納税者の理解と

協力を得られるような望ましい税体系のあり方」についての諮問を受け、1986年 10月 28日 に「抜本

的税制改正答 申」を発表した。この答申は、「公平」、「公正」、「簡素」、「選択」、「活力」を基本理

念とし、同時に「中立性」と「国際性」にも配慮するとしている。そしてこのような複数の目標をでき

るだけ矛盾なく達成するために「広く薄い負担」を求めている。

この答申は、諮問の中にもあるように、当時の経済社会情勢の推移を踏まえたものとなつている。

そこで、1986年以前の経済社会の動きを振り返つてみよう。1960年代から1970年代にかけては、

高度成長を背景として、福祉政策の充実や財政規模の拡大を継続的に生じた時代であった。国

と地方を純計した財政規模の対GNP比は、1965年度の19.0%から1975年度には24.5%まで上

昇している。それにもかかわらず、高度成長にともなう国民所得の上昇は、所得税の自然増収を

もたらし、毎年のような所得税減税を可能にしたため、税制に対する不満も今 日はど表面化して

いなかった。

しかしながら、1973年 10月 のオイル・ショックによって状況は一変する。すなわち低成長時代の

到来により税収の伸びが低下したにもかかわらず、財政構造は依然として拡大を続けた。その結

果、1980年度における国と地方を純計した財政規模の対GNP比 は29.0%に達した。このような状

況のもとで1970年 代後半には、高度成長期に実施されたような名 目所得の上昇に応じた所得税

の減税が十分におこなわれていない。また法人税に関しては税率の引き上げによって明確に増

税がおこなわれている。1965年度に40%であった法人税の基本税率が1981年度には42%、 1984

年度以降には43.3%に引き上げられたため、その実効税率は50%を上回つた。
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このようにみてみると、1987年度改革案の目標は、1970年代後半から1980年代前半にかけて

発生した直接税に偏つた負担増とその中で生じた負担感、不公平感の除去、法人部門での国際

競争力の相対的な低下の回避、および高齢化社会の到来に備えた安定した税収確保にあつたと

考えられる。もちろん、財政状況の改善のために歳出の非効率を是正していく努力が必要である

ことはいうまでもない。しかし、現在の公共サービス水準を低下させることなく財政再建を進めるた

めになんらかのかたちで国民の負担増が必要であるならば、既存の税体系の中でそれを行うこと

が現在のひずみ、ゆがみを一層増大させる結果につ,ながることは容易に予想される。このような

将来の動向に対応するためにも、抜本的税制改革が必要だつたと考えられる。

第 1項 1987年度改革案の概要

以下では、1987年度に予定されていた抜本的税制改革案としての政府税制調査会ならびに

自民党税制調査会による税制改革案の概要を説明しよう。

政府税調答申の基本的なねらいは、前述したような偏った負担増を是正し、「広く薄い」税負担

配分を実現することにあつた。そのための具体的な改革として、税率表のフラット化による所得税

。住民税の減税と法人税の最高税率引き下げによる法人税の減税を行い、その財源として非課

税貯蓄制度の廃止と新型間接税の導入を行おうとするものであつた。

政府の税調答申は、このような枠組みの中で個別の税 目についてはいくつかの代替案を提示

している。まず、所得税については表 1‐ 1に示されるような4タイプの税率表を提示している。各タ

イプにおいて税率表の刻みは改革前の15段 階から6段階に減らされ、最高税率も70%から50%

にまで引き下げられている。このような税率構造のフラット化は低所得層の相対的な税負担の増

加を伴うため、アメリカの税制改革でなされたように課税最低限の大幅な引き上げが必要となる:

しかし、基礎・配偶・扶養の人的控除を引き上げることはかなりの税収減を生じる。そこで答 申で

は、基礎 。配偶。扶養控除を据え置き15万 円の配偶者特別控除を新設している。この配偶者特別

控除は、専業主婦と一定の収入以下のパート主婦にのみ認められるため減税規模を圧縮できる。

個人住民税についても所得税と同様に4タイプの税率表が提示されている(表 1-2)。 課税最低限

の引き上げについては所得税と異なり基礎 0配偶。扶養控除が引き上げられており、配偶者特別

控除は12万 円である。自民党税調は、政府税調の提示した4タイプの中でタイプⅢを採用した。

利子課税についても政府税調は、一律分離課税、低率分離課税、少額利子申告不要制度お

よび総合課税の4つの方式をあげている。自民税調はこの代替案の中から20%の一律分離課税

を採用している。
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表 1‐ 1 所得税の税率表

改革前 (1986年 ) タイプ I タイプⅡ タイプⅢ タイプⅣ
祝 挙 -50  10.5%

50-120  12
120-200  14
200-300  17
300-400  21
400-600  25
600-800  30
800-1000 35
1000-1200 40
1200-1500 45
1500-2000 50
2000-3000 55
3000-5000 60
5000-8000 65
8000-     70

- 120 12%

120- 500 15

500- 700 20

700-1000 30

1000-1500 40

1500-     50

- 100 10%

100- 500 15

500- 700 20

700-1000 30

1000-1500 40

1500-     50

700-1000 30

1000-1500 40

1500-     50

Ｅ
υ500

ｎ
ｕ

り
ι

20

700

120-

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

Ｅ
Ｕ

100-600  10

680-800  20

800-1100  30

1100-1500  40

1500-      50

lUU

給与所
得控除

最低保証57万円

-165  40%

165-330  30
330-600  20
600-1000 10
1000-      5

-200

30%+40万 円

200-600  20%
600-1000 10
1000-     5

-110 57フラP5

110-300  30 %
300-600  20
600-1000 10
1000-     5

最低保証57万 円

-165  40

165-330  30
330-600  20
600-1000 10
1000-      5

-67067万 円
670-1000  10
1000-      5

人 LrtJ世

除
各 33カ 円 ?,33ノワH 各 出 力 円 各 出 力 円 2,33ノワH

特別控
除

15カ 円 15カ 円 lb力 円 lb力 円

表 1‐2 住民税の税率表

改革前

タイプA タイプB

タイフ
DI

タイフ'Ⅱ タイプⅢ タイプⅣ

税 率 -20    4.5%

20-45    5
45-70    6
70-95    7
95-120   8
120-150   9
150-220  11
220-370  12
370-570  13
570-950  14
950-1900 15
1900-2900 16
2900」4900 17
4900-     18

-50 5%

50-110 7

110-500 10

500-    15

-60 5%

60-120 7

120-450 10

450-    15

-60 5%

60-130 7

130-500 10

500-    15

-120 4%

120-300 7

300-700 10

700-    15

人的控除
配偶者特
別控除

各26万 円 各26万 円
12万 円

各28万円
12万 円

各28万 円
12万 円

各30万円
12万 円

注)課税所得の単位は万円。
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新型間接税について政府税調の答申は、日本型付加価値税、製造業者売上税、事業者間免

税の売上税の3案を併記している。自民税調ではこの中で 日本型付加価値税を採用したが、非

課税品 目を増やし、企業の免税点を1億 円に引き上げられ、「売上税」への名称の変更がなされ

た。

このような改革案が提案された背景としては、以下のような点が指摘される。所得税に関しては、

勤労者の間で高い累進度を持つ税率表に対する不満が高まっていた。当時の税率表の段階は

15と多く、最高税率も70%と 高かつた。このような税率表は、インフレによるブラケット0クリープ

(bracket creep)を頻繁に生じさせることになる。さらに、きびしい累進構造を持つ税率表の存在は、

所得分割が可能な納税者と不可能な納税者の間に著しい不均衡を生じる。その典型として事業

所得者に対するみなし法人課税の存在や家族労働者に対する専従者給与の支払いによる所得

分割の問題がしばしば指摘されている。

次に法人税に関しては、有名な大蔵省VS経団連の法人実効税率論争に代表されるように、

わが国の法人税の実効負担が諸外国に比べて著しく高いという不満が産業界に高まってきたと

いう状況がある
°
。当時、アメリカではレーガン大統領による抜本的税制改革が成立し、アメリカの

法人税の最高税率は大幅に引き下げられた。

以上のような背景のもとで所得税・法人税の減税が求められているのだが、問題はその財源を

どこに求めたら良いのかということである。わが国と同じく所得税のフラット化と法人税率の引き下

げをおこなつたアメリカの税制改革においては個人所得税と法人税の課税ベースの拡大により、

減税財源 が調達されている。特に、税収の面では1981年 の経済再生租税法 (Economic

Recovery Tax Act)により導入された投資税額控除の廃止が大きく、ネットでみると法人部門の増

税、個人部門の減税となつている。このため個人所得税は各所得階層を通じて減税となつている。

これに対して、わが国では課税ベースの拡大は余り検討されなかつた。わが国ではすでに多くの

租税特別措置が整理されており、改革前の企業関係の租税特別措置による減収額は1986年度

において4,060億 円にすぎず、かりに全廃した場合にも減税財源を賄うことはできない。そこで浮

上してきたのが、非課税貯蓄制度の廃止と新型間接税の導入である。マル優・郵貯等の非課税

制度には不正利用が絶えず、脱税の温床となつているとの批判が多い。また改革前の間接税は

特定品 目に偏つており、EC型の付加価値税を導入すべきであるという議論が繰り返しおこなわ

1)大蔵省と経団連の論争については戸谷(1990が 詳しい。
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れてきた。このような状況の中で政府税調は、非課税貯蓄制度の廃止と新型間接税の導入を提

案したのである。

第2項 税負担の計算

ここでは、税制改革がもたらす税負担の変化に関する計測方法を説明しよう。

各家計は給与所得と利子。配当所得のみを稼得するものとする。なお、これらの所得は外生的

に固定する。家計は、直接税として所得税・個人住民税を支払うことになる。この直接税負担は、

今回の税制改革によって所得税と住民税の税率表の緩和と非課税貯蓄廃止にともなう利子所得

の一律分離課税の導入によつて変化する。この段階で家計の所得税・住民税の負担率が求めら

れる。このようにして求められた所得税・住民税負担額を各家計の給与所得と利子配当所得から

差し引けば課税後所得が得られる。この課税後所得は税制改革が行われれば、当然、増減する

ことになる。

さらに、単純化のために価格効果を無視し所得効果のみを考え、税制改革後も各家計の課税

後所得に対する税込みの消費性向が一定に維持されるとする。これにより家計の消費と貯蓄は

課税後所得の増減額の一定比率だけ増減することになる。また、積み増しされた貯蓄からの利子

は翌年以降に発生するものと考え、それによる税額の変化は生じないものとする。したがつて、最

終的な消費支出額は新型間接税による間接税負担の増加、利子課税の強化、給与所得・住民

税の減税の効果を総合して決定され、既存間接税と新型間接税の負担額が計算される。 このよ

うにして求められた間接税負担率と先に求めた所得税 0住民税負担率から租税負担率が計算さ

れる。

次に、所得税、間接税の個別の計算方法を説明しよう。所得税については図1-1のフロー 0チャ

ートにもとづいて改革前の税額と改革後の税額が計算される。各家計は給与収入と利子配当収

入のみを得ていると考える。利子。酉己当収入は1983年の『貯蓄動向調査』にもとづき推計した。ま

ず各金融資産の収益率を通貨性預金 1.5%、 定期性預金 (銀行 5。 5%、 郵貯4.5%)、 株式2%,信託

5.95%、 と想定して利子・酉己当収入を求める。次に改革前の利子所得については、マル優枠を家

計調査の世帯人員分とし、財形は全ての人が信託銀行において利用していると仮定して推計し

た。マル優は信託の内、財形の非課税貯蓄額を超える額にまず使用し、その残りは定期預金に

おいて使用すると仮定した。

抜本的税制改革前の税制は建前として総合課税の原則が採られていた。しかし、実際には利

子配当の源泉分離課税や少額配当の申告不要制度等の分離課税もおこなわれており、総合課
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税と分離課税が錯綜したものとなつていた。源泉分離選択課税が認められるケースにおいて各家

計は税額が最小になるように総合課税ないし分離課税を選択するものとした。なお税制改革後に

は利子所得の源泉分離選択課税は廃止され一律分離課税がなされる。

図 1-1所得税の計算手順

給与収入

!

給与所得控除
!

給与所得

利子収入

|

非課税貯蓄制度
|

利子所得

配 当収入

配当所得

総合課税

所得控除

×20%

源泉分離課税
×35%

普通預金 の申告不要制度

×20%

l

課税所得金額

!

税率表の適用

|

税額控除の適用

所得税額

注
*その他の所得控除 (小規模共済、生保、損保)は、税務統計より求めた階層ごとの控除利用率を用いて推計した。
**社会保険料控除は収入が500万 円まで7%、 500万 円超2%、 1,000万 超45万 円として推計した。
***所 得階層別の負担の計算においては配当税額控除のみを考慮した。なお分離課税を利用した場合には配当税額控除は認めら

れない。

住民税については、課税所得が給与所得のみと想定したことを除けば、基本的な計算プロセ

スは所得税と同じであり、税率表と人的控除が異なつている。ただし住民税については均等割り

も考慮しており、その税額は市町村と都道府県をあわせて一世帯当たり2,700円 であるとした。

政府税調答申における税制改革案の大きな特徴は、税体系全体に影響すると考えられる間接

税の改革である。これまでのわが国の間接税が、個別の財を特掲するかたちで課税していたのに

対して、新しい間接税は、財。サービスの種類を問わず全ての消費に対して課税される。

このような間接税の改革によって、家計の税負担がどのように変化するかを推計するためには、

まず、改革前における間接税負担率の推計から始める必要がある。そのために、1984年 の『家計

調査年報』より、消費項 目毎 (食料品、住居、光熱 0水道、家具・家事用品、被服・履物、保健医

Ｆ

Ｉ

Ｌ

少額配当申告不要制度



療、交通通信、教育、教養娯楽、その他)に、1984年 3月 31日 現在の総世帯数3,794万世帯を乗

じることによつて消費項 目毎の家計総消費支出額を算出する。続いて、物品税、酒税、たばこ税

(国 。地方 )、 砂糖消費税、揮発油・地方道路税、石油ガス税、自動車関係諸税、入場税、通行税、

娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、電気税・ガス税の1984年度決算額を、『家計調査年報』

に基づく消費項 目に対応させて、項 目毎の間接税負担率を推定する
の
。

一方、所得階層別には、200～ 3,000万 円の各階層に応じて、『家計調査年報』の勤労者標準

世帯の年間収入別表より、実収入に合わせて消費パターンを作成する。そして、この所得階層別

の各消費項 目に、先の消費項 目別改革前間接税負担率を適用して、間接税の負担額を推計す

る。

税制改革後の間接税負担は、改革前の可処分所得に対する平均消費性向を利用して、所得

税減税によつて可処分所得が上昇したときの間接税込みの消費総額を算出し、消費項 目毎に、

継続する改革前間接税、売上税と税引き消費額に分割することによつて改革後の間接税負担を

求める。なお、既存間接税との調整は、酒税、たばこ税、揮発油。地方道路税、自動車関係諸税、

料理飲食等消費税、電気 0ガス税を継続し、その他の間接税は廃止するものとして推計している。

ただし、たばこ税、揮発油。地方道路税、自動車関係諸税については、改革前の負担額に売上

税を上乗せする形態をとつた。さらに売上税は、食料費、光熱・水道費、修繕・維持費以外の住

居費、保健医療費、補修教育以外の教育費は非課税とした。

第3項 税制改革の効果

以下では、われわれのおこなったシミュレーションの結果をまとめることにしよう。最初に、所得

階層別にみて税制改革が家計の負担にどのような影響をもたらすのかをあきらかにしよう。

表 1‐ 3は、給与所得者の標準世帯 (夫婦子供2人の4人世帯で有業人員1人 )を想定し、自民党

税調案にもとづいて税制改革による税負担の変化を計算したものである。表によると、自民党税

調案による所得階層別の総税負担は給与収入600万 円を境に低所得層に増税、高所得層に減

税となつている。このような階層間の利害の対立は、税制改革が個人部門にネットで増税となつて

2)揮発油・地方道路税、自動車関係諸税、物品税のうち自動車分、電気税。ガス税については、産業連関表を用いて

家計消費分を算出した。



いることを考えれば、当然の結果である
3し

また仮に個人部門での税収が中立的であったとしても

所得税のフラット化と利子所得の一律分離課税並びに新型間接税の導入という税制改革の組み

合わせは相対的に低所得層にとつて不利になる傾向を持つ。

表1-3 税制改革による税負担の変化 (単位 :万 円)自 民税調案

400   500   600   700   800   900  1000  2000  3000
12.8  16.5  19。 1  24.2  32.0  48.8  46。 7  99。 2 148。 7
0.6   0。 7   1.0   1.4   2.6   4。 8   4。 6  16。 9  25。 3

24.5  40.3  61.5  85.5 115。 7 147.4 185。 9 226.4 765。 4 1434.3
7。 9%  9。 8% 11.9% 13.8% 16.0% 17.7% 19.5% 21.5% 36.2% 45。 2%
3.9  12.0  21.9  34.5  51.2  70。 9  92.9 115。 3 484。 1 982.4
3.6   9.0  16.6  25.8  36.5  47.9  59。 3  71.4 213.4 363.8
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0。 1  0.0  3.8  5。 8
0.0  0。 1  0。 1  0。 2  0。 3  0.5  1.0  0。 9  5.3  8.0

17.0  19。 3  23.0  25。 2  28.0  28.6  33.6  39。 7  64.1  82.3

26.2  41.4  62。 9  86.0 112.7 137.9 171.7 209.1 723.6 1372.8
8.4% 10.0% 12.2% 13。 9% 15。 5% 16.5% 18.0% 19。 9% 34.2%  43.3%
2.2   9。 1  18.5  30。 2  43.4  56.6  70.0  87.6 417.7  891.1
2.5   7.1  13.8  21.6  30.4  39。 2  49。 4  62.6 204。 2  346.2
2.1   2.6   3.3   3.8   4.8   6.4   9。 8   9。 3  19.8   29。 7
0.0  0。 1  0。 1  0。 2  0。 2  0。 4  0。 9  0.9  5。 3   8.0

19。 4  22.6  27.3  30.4  34。 1  35。 7  42.5  49。 6  81.9  105。 8
13.6  15。 1  17.8  20.0  22.2  22.7  25。 6  31。 1  51.3   66.3
5。 8   7.5   9.5  10。 4  11.9  13.0  16。 9  18.5  30.6   39。 5

-1.7  -1.1  -1.4  -0.5   3.1   9。 7  14.2  17.4  41。 9   61.5
1.7   2.9   3.4   4.3   7.8  14。 3  22.9  27.7  66.4   91.3
1.1  1。 9  2.8  4.2  6。 1  8。 7  9。 9  8.8  9。 2  17.6

-2.1  -2.6  -3.3  -3.8  -4.8  -6.4  -9。 7  -9。 3 -16.0  -24.0
0.0  0.0  0.0  0.0  0。 1  0。 1  0。 1  0.0  0。 0   0.0

-2.4  -3.3  -4。 3  -5。 2  -6。 1  -7.1  -8。 9  -9。 9 -17.8  -23.5

給与収入額 200
利子収入額 5。 5

配当収入額 0。 2

０

５

２

０

　

ｏ

　

・

３

０

０

<改革前税制>
総税額  12.5
負担率  6。 1%

給与所得税 0.0
住民税   0。 4

利子税額  0.0
配当税額  0.0
間接税  12.1
<改革案>
総税額  14。 9

負担率  7.2%
給与所得税 0.0
住民税   0.3
利子税額  1。 1

配当税額  0.0
総間接税 13.5
間接税額  9。 9

売上税   3.6
減税額
総税額  -2.4
給与所得税 0.0
地方住民税 0。 1

利子税額  1.1
配当税額  0.0
間接税額  1.4

このような利害対立を総収入に対する総税負担率でみると、給与収入600万 円の損益分岐点

以下の納税者についての税負担率の上昇は、200万 円の納税者を除けば、それほど大きくない。

600万円以上の納税者についてはかなりの税負担率の低下がみられる。

次に、税制改革による個別税 目の税負担の変化についてみてみよう。給与所得税と地方税に

ついては全所得階層を通じて減税となっている。この税負担の軽減割合をみたのが表 1-4である。

減税率が高いのは給与収入300万円から400万 円の低所得層と中堅所得層の中で比較的給与

収入の高い800万 円から1,000万 円の家計である。これに対して中堅所得層の中で最も分布の厚

3)個 人部門では、所得税、住民税の減税が2兆 7,000億円であり、利子課税の増税が1兆 6,000億、売上税の増税が実

質2兆 9,000億円であるので、ネットで1兆8,000億円の増税となる。



い500万 円から6oO万 円の家計は、減税率が抑えられている。この階層の減税率が低いのは税率

表の影響によるところが多い。表 1‐ 1に示されているように、タイプⅢの税率表は改革前の税率表

と比べると課税所得で120万から200万 円の間で限界税率が逆転している。これは給与収入でみ

るとほぼ500万から600万 円の所得階層である。このように500万から600万 円の所得階層の減税

率が比較的低く抑えられたのは、税収減を防ぐねらいがあつたと推測される。

表 1‐4 階層別減税率 (単位 :%)

給与収入額
(万円) 300  400  500  600  700  800  900  1000  2000 3000

給与所得税
地方住民税

42.9 24.2  15。 5 12.5 15。 2  20.2 24.7  24.0  13.7  9.3
30。 6 21.1  16.9 16.3 16。 7  18.2 16。 7  12.3   4.3  4.8

さて、非課税貯蓄制度の廃止と一律20%の分離課税の採用により、改革前の高額所得者の利

子所得に対する35%の 一律分離課税は廃止されることになるので、高額所層者は減税になると

いう主張がみられた。しかし、表 1…3で示されるように改革前税制下で35%の源泉分離課税を選

択していた2,000万 円、3,000万 円の高所得層も非課税貯蓄廃止による影響の方が大きく、利子

に関して増税となつている。

第4項 不平等度の変化

続いて、この税制改革によつて所得の不平等度がどのように変化するかをタイル係数とジニ係

数の2つの尺度を用いて計沢1しよう
°
。

表 1‐5 所得不平等度の比較

タイル係数 ジニ係数

課税前 0.10112 0.2409

課税後
改革前
自民税調案

0.07139
0.07525

0。 2086
0.2131

まず、表 1‐ 5によつて自民税調案にもとづく改革が、税制全体の不平等是正に及ぼす効果をみ

る。ここでは総収入から総税額を差し引くことで課税後のタイル係数とジエ係数を計算した。表 1‐ 5

4)タイル係数もジニ係数もゼロに近付くほど平等度が高くなる。詳しくは Sen(1973)を参照されたい。



からわかるようにタイルとジニのいずれの尺度を用いても、税制全体として所得分配の不平等を

是正する効果は改革後も存在する。しかしながら、課税後の不平等度は改革後の方が高くなつて

いる。

表 1…6 政府税調案の所得税の税率表による所得不平等度の比較

タイル係数 ジニ係数

タイプI

タイプⅡ
タイプⅢ
タイプⅣ

0.08063
0.08048
0.08066
0.08232

0:2192
0.2190
0。 2193
0.2215

次に、政府税調において提示された4タイプの税率表の再分配効果についてみてみよう。今度

は、所得税の税率表の効果のみを知るために給与収入から給与所得税のみを差し引いた額を課

税後所得とする。表 1¨6によれば、4タイプの税率表のうち最も所得平等化が強いのはタイプⅡの

税率表であり、最も弱いのがタイプⅣである。タイプIとタイプⅢの所得の平等化をくらべるとわず

かにタイプIの方が強いことがわかる。

第3節 世帯類型別の負担配分

前節で分析対象とした抜本的税制改革案は、所得税。法人税を減税し、その財源として非課

税貯蓄制度の廃止と売上税の導入を実施しようとするものであつた。この税制改革案は、特に「売

上税」に対する拒否反応から挫折し、中曽根内閣のもとで所得税・法人税の小規模な減税と非課

税貯蓄制度の廃止のみが実施された。「売上税」の挫折をうけて、抜本的税制改革は、竹下内閣

に引き継がれることになつた。この節では、竹下内閣による税制改革の影響分析をおこなう。ここ

では前節までの分析に加えて世帯類型別の税負担の変化を計測する。中曽根内閣のもとでの小

規模の税制改革において、専業主婦による内助の効を評価するという名 目で配偶者特別控除が

新設された。この配偶者特別控除の存在は、世帯類型の違いにより税負担配分を大きく変えるこ

とになる。そこで以下では、世帯類型別の税負担の変化を計測しよう。

税制改革による税負担の変化の計測方法は、基本的には前節と同じである。だが、竹下税制

改革により導入された「消費税」の負担額を求めることは、消費税が事業者に課税し、事業者がそ

の納税額を消費者価格に転嫁する“間接税"であるためそれほど簡単ではない。本節では、その

第一段階として、物品税等の既存間接税の廃止による価格の下落と「消費税」による価格の上昇



を産業連関表から求めた橋本(1989)に示されているような計算結果を利用した'。

消費の10大項 目の価格上昇が得られれば、『 家計調査』から入手できる各家計の10大消費項

目のシェアとさきほど求めた税制改革後の税込み消費支出額から、勤労者世帯における給与収

入階級別の間接税負担の増加額を計算できる。この間接税負担の増加額と所得税・住民税の減

税額をくらべることで、給与収入別に勤労者が実質減税となるのか増税となるのかがわかる。

第 1項 1989年度改正の概要

1989年 4月 から実施された竹下税制改革は、1987年度に予定されていた抜本的税制改革の流

れを汲むものだが、前回の失敗の反省からいくつかの修正がはかられている。

第1に、売上税では、非課税品目が多く、しかも企業の免税点が1億 円と高すぎたという反省か

ら、消費税では原則非課税なしで企業の免税点も売上税よりは低めに抑えられた。また、税率に

ついても3%に抑えられることになつた。さらに企業の納税コストを低下させるために、伝票を伴わ

ない帳簿型の付加価値税と仕入れを売上の一定比率とみなして売上高に課税する簡易課税が

広く認められることとなつた。

第2に、前節で示したように、中曽根内閣時の改革案は、所得税減税案に売上税による増税分

を加えると勤労者の標準世帯について年収600万 円以下の階層で増税となつていた。一方、竹下

税制改革では、配偶者特別控除と最低税率適用課税所得の大幅な引き上げによつて、低所得

層にも手厚い配慮をしたものとなつている。

竹下税制改革の概要は、表 1‐7のようにまとめられる。所得税・住民税は、税率表の簡素化と人

的控除の引き上げにより約3兆 円減税される。税率表の簡素化に伴い所得税の最低税率が適用

される課税所得は、300万 円まで引き上げられている。課税所得で300万 円は、給与収入のほぼ7

00万 円超に相当する。したがつて、平均的なサラリーマンの多くは最低税率の10%で課税される

ことになり、税負担の累増感は緩和される。控除制度について基礎 。西己偶者・扶養の人的3控除

が、各2万 円引き上げられる。1987年から新設された配偶者特別控除は、所得税で16.5万円(198

8年度適用分)から35万 円に、住民税で14万 円から30万 円にそれぞれ大幅に引き上げられてい

る。また、16-22歳 の扶養者がいる世帯には、所得税で10万 円、地方税で5万円の扶養割増し控

除制度が新設された。

所得税・住民税の減税財源を調達するための「消費税」については、「売上税」の税率が高す

5)詳細は第2章を参照されたい。
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1… 7竹下

。土地取引、金融保険、社会保険医療、社会福祉、

教育の一部は非課税
。課税売上高3,000万 円以下の業者は非課税
。課税売上高6,000万 円以下の業者には限界控除
を適用
。課税売上高5億 円以下は簡易課税を適用
*既存間接税の調整
。物品税、砂糖消費税、電気税 0ガス税、通行税、木
材引取税、入場税、トランプ類税は廃止
・娯楽施設利用税はゴルフ場利用税に名称を変更
し消費税を併課
・料飲税は特別地方消費税に改め、税率を3%に引
き下げたうえで、消費税を併課
0たばこ消費税は負担調整のうえ消費税を併課
。酒税の級別を廃止し、従価税を廃止

*税率表の簡素化
。所得税は10‐50%の 5段階に
。住民税は5… 15%の 3段階に
*課税最低限の引き上げ
。基礎、配偶、扶養の人的控除を所得税・住民税と

もに各2万円引き上げ
0配偶者特別控除を所得税35万 円、住民税30万 円
に引き上げ
・16‐ 22歳の子供には扶養控除を所得税 10万 円,住
民税5万円割増し

-3ツК4,000イ意円

小計+2兆 円
-1兆 5,000億 円

-1兆 6,000イ意円

所
得

ｏ
住
民
税

*有価証券譲渡益 (キャピタルゲイン)を原則譲渡益 (キャピタルゲイン)

税から全面課税に
・実際の利益に20%課税するか、利益率を5%とみな
して売却額の1%を源泉徴収するか一回ごとに選択

公
平
税
制

の
是
正

ぎたという反省から、非課税品目を原則的に認めず税率3%の帳簿式の付加価値税を導入すると

した。また、不公平税制の是正のひとつとしては、申告分離の選択を認めつつみなし課税方式に

よる株式のキャピタルゲイン課税が提案された。

竹下税制改革を1987年度抜本的税制改革案と比較して最も大きく異なる点は、個人部門では

実質5,000億 円の減税となっていることである。1987年度の改革案が、所得税・住民税の減税2兆

7,000億 円、利子課税の増税1兆6,000億 円、売上税による増税から既存間接税の廃止を差し引

くと2兆9,000億円であつたため、個人部門全体では1兆 8,000億 円の増税となっており、個人部門

の増税分をだれが負担するのかが問題となつた。竹下税制改革では、個人部門の減税をどのよ
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うに配分するかが問題となる。

第2項 世帯類型別の所得分布

さて、竹下税制改革は扶養割増し控除、配偶者特別控除といった選別的な控除の新設や拡

大をはかつているため、世帯類型によってかなり異なる影響が生じると予想される。しかし、わが

国の家計のうち片稼ぎ世帯、共稼ぎ世帯、高齢者世帯などの世帯の所得分布は以外と知られて

いない。そこで、あらかじめこれらの世帯類型別の所得分布を明らかにしたうえで、税制改革によ

る税負担の変化をみていくことにしよう。

まず、各世帯類型のシェアからみていこう。統計データは『全国消費実態調査』を使用した
゛
。

世帯類型としては、片稼ぎ世帯、共稼ぎ世帯、パート世帯、高齢者夫婦世帯 (給与収入ありの世

帯と年金生活世帯 )、 独身者世帯に分類した。なお、妻の収入が90万 円以下の世帯はパート世

帯、90万 円超のときは共稼ぎ世帯であると定義した。妻の収入の90万 円という金額は1986年度税

制のもとでのパート労働に対する課税最低限であり、この金額を超えた場合には夫に配偶者控

除の適用が認められなくなるためにパート収入が90万 円を超えることはまれである。

表 1-8の世帯類型別世帯分布をみると、妻が働いていない片稼ぎ世帯は、全世帯の54.9%を 占

めており、最も多い。パート世帯と共稼ぎ世帯は、それぞれ17.5%と 16.6%を 占めている。高齢者

夫婦世帯は、3.6%を 占めており、そのうち給与収入がある世帯と年金収入のみに依存している

6)『全国消費実態調査』の個票データを再集計した各種データは、大竹文雄大阪府立大学講師 (現大阪大学社会経済

研究所助教授)に提供して頂いた。

表 1-8

τ〒日丁  ~ZUU  ~6UU  ~4UU  ~OUU  ~OUU  ~rUU   ~ё uu  ―uUU -lUUU lUUU―

首 起 匹 需

妻無業
パ‐― ト

共稼ぎ
高齢者世帯

給与収入有
年金のみ

独身者世帯
男
女

合計

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

ｂ

０

８

２

４

７

１

０

０

０

０

０

９

０

５

２

４

０

０

０

０

６

Ｍ

Ｍ

協

似

協

脳

泌

協

協

鰯

鰯

３

３

１

５

０

１

０

０

０

０

２

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

１

７

１

２

８

５

２

０

０

０

７

ｂ

４

２

０

０

１

０

０

０

０

４

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

Ｚ

３

０

９

９

５

４

０

０

０

７

７

６

６

２

１

３

０

０

０

０

６

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

ｂ

０

６

２

９

５

４

０

０

０

７

Ｕ

８

１

９

１

３

０

０

０

０

９

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

ｄ

３

０

０

１

９

２

０

０

０

７

４

１

３

０

５

７

２

０

０

０

３

１

１

２

２

　

　

　

　

　

　

１

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

ｂ

３

８

３

９

９

７

２

３

０

９

Ｕ

６

８

７

８

２

４

０

４

６

７

１

１

２

１

　

１

　

１

１

　

１
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％
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％

％
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７

５

８

８

７

９

６

８

３

７

９

９

８

８

０

６

４

１

７

７

１

１

１

　

１

２

１

１

２

　

１

訪

酬

鋼

硼

鰯

鰯

鰯

脳

弼

脇

協

１

４

６

１

９

３

６

９

８

０

２

１

１

　

　

２

２

３

２

３

２

１

動
鋼
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鋼
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鰍
鋼
馴

ｂ

７

０

０

９

０

８

５

５

５

８

２

２

３

４

２

６

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

Ｚ

５

７

７

４

２

２

８

４

４

０

Ｕ

５

１

１
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世帯は1.8%で 同じである。以上の2人以上の世帯人員をもつ普通世帯は、全世帯の92.5を 占め

ており、残りの7.5%が独身者世帯である。独身者世帯の内訳は、男性が全世帯の3.8%、 女性が

3.7%である。

さらに、世帯類型別の世帯分布を収入階級別にみると、収入200万 円以下の世帯に占める比

率が大きいのは、妻が無業の片稼ぎ世帯の47.7%と独身者世帯の40.0%である。共稼ぎ世帯と

パート世帯のシェアは、収入が低いときには小さい。収入が1000万 円超の高所得層に占めるシェ

アは、妻無業の片稼ぎ世帯が82.1%と大きく、残りのシェアのほとんどを共稼ぎ世帯が占めている.

表 1… 8に示されている世帯類型のうち片稼ぎ世帯、パート世帯、共稼ぎ世帯の所得分布をみる

と、片稼ぎ世帯の所得分布のピークは、300万 円から400万 円にかけて生じており、比較的低所得

層の分布が厚い。パート世帯は、400万 円から500万 円の世帯がパート世帯の28。 8%を 占めており、

比較的ちらばりが小さい。共稼ぎ世帯の所得分布のピークは、500万 円から600万 円の20.0%であ

り、他の世帯類型より高い所得階層で生じている。

表 1‐ 9は収入階級別に片稼ぎ世帯、共稼ぎ世帯等の世帯類型が全世帯に対してどのくらいの

比率を占めているのかを示している。各世帯類型が全世帯に対する比率を収入階級毎に積み上

げれば、全体としての所得分布が得られることになる。全体としての所得分布は、400万円から50

0万 円をピークとしていることがわかる。

第3項 税制改革による税負担の変化

以下では、世帯類型別に税制改革による税負担の変化を示そう。まず、片稼ぎの標準世帯 (夫

婦子供2人の世帯)の税負担の変化からみていこう。図1-2は 、物価上昇率の違う4ケースについ

て給与収入階級別の減税率を示したものである。物価上昇率は、ケース1では1.29%、 ケース2で

は1.62%、 ケース3では1.83%、 ケース4では1.95%と 想定している。なお、減税率は特に断らない

1-9 彗級月U対全世帯比率
縞 与 収 入 判FZヨ   ー200  -300  -400  -500  -600 -700  -800 -900 -1000 1000-
首 週 匹 需

妻無業
パー ト

共稼ぎ
高齢者世帯

給与あり
年金のみ

独身者世帯
男
女

合計

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

Ｕ

９

１

９

１

１

０

０

０

０

０

ｂ

４

０

０

０

０

０

０

０

０

６

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

Ｕ

７

３

９

０

０

０

０

０

０

９

２

１

０

０

０

０

０

０

０

０

２

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

７

６

４

７

０

０

０

０

０

０

７

４

２

０

１

０

０

０

０

０

０

４

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

７

４

０

１

１

１

０

０

０

０

７

ｂ

３

１

２

０

０

０

０

０

０

６

慟

似

鰯

蒻

鰯

鰯

鰯

鰯

鰯

鰯

協

９

４

２

３

０

０

０

０

０

０

９

％

％

％
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％
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％
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％
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７
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３

２
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０
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限り、1987年税制と比較したものである。図 1…2では、どの物価上昇率を想定しても、年収700万 円

から1000万 円までのアッパー・ミドルが高く、この階層に手厚く配慮がなされていることがわかる。

これに対して、ロウワー 0ミ ドルである400万から600万円の階層は若干減税率が低い。これらの物

価上昇のなかで、以下ではケース1の物価上昇についての計算結果を紹介しよヂ。

図1-2 収入階級別減税率

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

300   400   500   600   700   800   900  1000  2000  3000  5000

年間収入

以上の結果は、片稼ぎで標準世帯を対象とするものである。しかし、子供がない世帯や 1人し

かいない世帯では、扶養控除の金額が異なるため年収の低い世帯が増税となる可能性がある.

そこで、片稼ぎで子供がいない世帯と子供が1人の世帯について税負担の変化を調べたものが

表 1-10である。表によると、年収300万 円までの世帯が減税となつており、片稼ぎの標準世帯より

税制改革の恩恵が大きいことがわかる。なお、片稼ぎの標準世帯でも扶養割増し控除の対象とな

る16歳から22歳までの子供を持つ世帯では、当然、税制改革の恩恵は大きくなる。

以上の片稼ぎ世帯についての分析結果を世帯類型別の所得分布にあてはめると次のことが言

える。まず、表 1-8の世帯類型別分布から税制改革によつて実質減税となる年収300万 円超の世

帯は、片稼ぎ世帯の78.2%を 占めていることがわかる。さらに、表 1… 9からはその減税となる世帯が

全世帯の42.9%を 占めていることが読み取れる。このように、片稼ぎ世帯についてはほとんどの世

帯に減税の恩恵が生じるが、これは今回の改革案が配偶者特別控除の引き上げや16歳から22

歳までの扶養割増し控除の創設に見られるように片稼ぎの給与所得者に手厚いものとなっている

ためである。このような特殊な控除の引き上げは、共稼ぎ世帯、高齢者世帯、独身世帯に不利に

作用することは容易に想像できる。そこで以下ではその他の世帯類型について税制改革の影響

7)ケース1以外の物価上昇を想定した場合の計算結果については、本間・齊藤・跡田。橋本(1988)に掲載されている。
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を検討する。

では、世帯類型別の税制改革の影響をみていこう。世帯類型別に税制改革の影響を調べると

きに最も注意しなければならなぃのは、共稼ぎ世帯の税負担の計算方法である。共稼ぎ世帯の

税負担は、夫と妻の収入比率によつて変わってくるからである。既存の研究では、夫と妻の収入

の 変 イに :

世 帯 人 員    2人   2人   2人    3人  3人  3人
編号収八
利子収入
配当収入
総収入
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０
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０
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比率を仮説的に1対 1や2対 1にしたものと、『消費実態調査』の平均的な共稼ぎ世帯の収入比率

を使用したものがある。しかし、仮説的に収入比率を設定するのは恣意的すぎる。また、平均的な

データより収入比率を設定することもわが国の共稼ぎ世帯には常勤でなく収入の低いパート労働

が含まれているため、共稼ぎ世帯の影響を分析するには不十分である。というのは、妻の収入が

少ないパートの場合と夫と妻の収入の差が少ない真の共稼ぎ世帯では、配偶者特別控除の影響

により、税制改革の影響にかなりの差異が生じることが予想されるからである。

そこで以下では、『全国消費実態調査』の個票データより妻の収入が90万 円以下の標準世帯

(パート世帯 )と 90万 円超の標準世帯 (共稼ぎ世帯)を収入階級別に再集計したデータを使用し

た。90万 円という区分は、1988年時点における妻の収入についての課税最低限である。表 1‐ 11は、

このデータよる収入階級別の夫と妻の収入比率をまとめたものである。パート世帯については、夫

と妻の収入比率は夫と妻の給与収入の合計が300万円の世帯で1.4対 1であり、収入が高くなるに

つれて妻の収入比率が低下し、給与収入1000万 円の世帯では13.6対 1となつている。これに対し

て、妻の収入が90万 円超の共稼ぎ世帯では、給与収入階級別にみた収入比率の違いはあまりな

く、夫と妻の収入の差が最も少ないときで1.4対 1、 最も大きいときで2.1対 1となっている。

表1…11 夫と妻の収入比率(夫の収入/妻の収入)

給与収入 (万 円) 300   400   500   600  700   800    900    1000

共稼ぎ世帯
パート世帯

1.4    1.8    2。 1    2.1    2.1    1.7    1.4     1.7

3.3    5。 5    6.9   7.4   9。 2  11.4  12。 1    13.6

図 1‐ 3は、世帯類型別に収入階級別の減税率を比較したものである。減税率が最も大きいのは、

すべての収入階級について片稼ぎ世帯であることがわかる。次に、妻の収入が90万 円以下のパ

ート世帯について収入階級別の減税率についてみると、パート世帯は夫と妻の給与収入の合計

が400万円のときほぼ増減税ゼロとなり、それ以上の収入を得ている世帯は実質減税となることが

わかる。減税率の水準は、片稼ぎ世帯に比べて低くなつている。この結果を表 1‐ 8の世帯類型別

の所得分布と照らし合わせるとパート世帯のうち実質減税となるのは73。 9%の世帯であることがわ

かる。また、パート世帯は全世帯数の17.5%を 占めているが、実質増税となるパート世帯は全世帯

数の4.55%にすぎない。さらに、妻の収入が90万 円以上の共稼ぎ世帯についてみると、年収が80

0万 円以上にならないと実質減税とならないことがわかる。これは、妻の収入が高いために配偶者

特別控除の恩恵を受けられないためである。その結果、税制改革によつて実質減税となるのは、

共稼ぎ世帯の20。 7%にすぎない。全世帯に対する比率でみると、増税となる共稼ぎ世帯は13.1%



である。

図1-3 世帯類型別収入階級別減税率
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図 1…4 世帯類型別の税負担率の変化 :片稼ぎ世帯 vs 共稼ぎ世帯
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以上のように、今回の税制改革は片稼ぎ世帯とパート世帯を共稼ぎ世帯と比べて優遇している

ものと言える。しかし、共稼ぎ世帯は所得税の分割によるメリットを受けているために改革前の税

負担率が、片稼ぎ世帯より低いということも言える。そこで、共稼ぎ世帯の税制改革前後の総税負

担率を片稼ぎ世帯のそれと対比させたのが図 1‐4である。図によると、改革前後ともに年収500万

円以上の世帯では共稼ぎ世帯の負担率は、片稼ぎ世帯の負担率よりかなり低い。これに対して

年収500万 円以下の世帯では、改革前の税負担率自体が片稼ぎ世帯より高くなっている。真に配

慮が必要な共稼ぎ世帯は、これらの給与収入の低い世帯であろう。

………片稼ぎ(改 革前 )

一一― 片稼ぎ(改 革後 )

…0-共 稼ぎ(改 革前 )

-0-共 稼ぎ(改 革後 )

700     800     900    1

給与収入 (万 円 )



年金のみ 給与あ り
1986
年金収入 0.0     0.0   247.2     140.0
給与収入   252.9 189。 7  0,0  307.2
利子収入
配当収入

地方税
間接税

地方税
間接税

利子

3.7     6。 4     3.7
0。 2     0.4     0。 2

13.9

3.7
0。 2

消費支出   192.5 166。 1 193.2  231.3
1987年度税制
利子所得税   0.0  0.0  0.0   0.0
配当所得税   0.0  0.1  0.0 0.0

給与所得税   12.4  7.6  0.0   15.5

総税額     33.8  21.2  11.8   39。 9~10こ
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利子所得税   0。 7   1。 3  0.0   0.0
配当所得税   0.0   0.1  0.0   0.0
給与所得税  H.5   7.3  0.0   6。 5

7.1   4。 1   0.0    10.0
14.2     9.4    11.7      14.4

6.8    4.0   0.0    4。 3

14.3      9.5    11.7     14.9
総税額    32。 9  21。 6  ■.8  25。 7
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『
T羽 電 1記 已 反

垂
百
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利子所得税   0。 7   1.3  0.0
配当所得税   0.0   0。 1  0.0
給与所得税  10.8   6.8  0.0
地方税 5。 6    3.6   0.0
既存間接税  12.6   7.9  0.0
新型間接税   4:2   3.8  13.9
総間接税   16。 9  H。 6  13.9
総税額

0.0
0.0
4.0
2.8

12。 7

4.4
17.0
23.9総税額    34.1  23.5  13

1037年度税制どあ比較
~~~~~~‐

利子所得税  0.0   0.0  0 0.0 0.0

配当所得税   0.0   0.0  0.0   0.0
給与所得税   0。 7   0.5  0.0   2.5
地方税 1.2    0。 4   0.0    1.5
総間接税   -2.5   2.2  2.1  -2.1
総税額 -0.6    -1.2   -2.1     1.9

浙丸羽毛コ
=         -1。

9%    -5。 7%  -18.0%     7.2%~1036年
度税予Iどあ比較

~~~~~~~~一 一一一――一―

利子所得税   0。 7  -1.3  0.0   0.0
配当所得税   0.0   0。 0  0.0   0.0
給与所得税   1.6   0。 8  0。 0  11.5
地方税     1.5   0.5  0.0   7.2
総間接税   -2.6   2.2  2.1   2.6
総税額     0。 3  -2.2  2.1  16.0
減税率    0.8%  10。 6% 18。 1%  40。 2%

次に、高齢者世帯に対する影響を検討しよう。『全国消費実態調査』の全世帯のうち高齢者夫

婦世帯は3.6%を 占めているが、そのうち給与収入がある世帯が半分あり、残り半分は年金のみで

生活している世帯である。表8の第4列 は高齢者夫婦世帯のうち有業者が存在し給与収入を得て

いる世帯の平均的な税負担の変化を示したものである。高齢者夫婦世帯のうち給与のある世帯



は、物価上昇を1.29%と 見積もつた場合に、減税の恩恵を享受できる。これに対して、表 1… 12の 第

3列 に示されている年金生活者の場合には、改革前税制のもとで所得税を支払つていないため、

消費税導入による間接税負担の増大のみを被ることになる。

最後に、配偶者特別控除も扶養割増し控除のいずれの恩恵も得られない独身者世帯の全世

帯に占める比率は、7.5%であり、そのうち男性は3.8%、 女性は3.7%である。表 1… 12の第1列と第2

列には、それぞれ平均年収252。 9万 円の男子と平均年収 189。 7万 円の女子における税負担の変

化が示されている。男性と女性では平均年収は、男性の方が高く、利子配当収入は女性の方が

高い。また消費性向は、女性の方が高い。その結果、税制改革後の税負担額は1987年度の税負

担額と比較して、男性では5.6%、 女性では10.7%増大するが、増税率は女性の方が高くなつてい

る。

以上の結果から世帯類型別に減税となる世帯の比率をまとめたものが、表1-13である。この数

字は、我々のシミュレーションが基本的には個票データを再集計したデータによるものであるため

に、誤差が生じることは否定しがたいが、おおよその目安にはなるであろう。表によると1987年度

税制との比較においては、妻が無業の片稼ぎ世帯とパート世帯についてはほとんどの世帯で減

税の恩恵を享受できるものの、その他の世帯類型の減税割合が低いために、全体としては減税

世帯比率は60.8%と なる。ただし、1986年度税制のもとでの税負担と比較すると全体の74.9%の

世帯が税制改革の恩恵を享受できることになる。

第4節 むすび

本章の分析では、税制改革の影響を所得階層間・世帯類型間について家計の租税負担の変

化を推計することで示してきた。最後に、このようなシミュレーション分析のもつ意味について触れ

妻無業
パ‐―ト
共稼ぎ

高齢者世帯
給与あり
年金のみ

独身者世帯
男
女

合計

64.1%
78.2%
73.9%
20。 7%
18.00/0

35.5%
0.0%

21.30/0

35。 9%
6.0%

60。 8%

78.7%
92.6%
93.60/0

33.60/0

18.00/0

35。 5%
0.0%

25。 1%
35.9%
13.80/0

74.70/0



ておこう。税制改革案に対するシミュレーション分析は、政策構想フォーラムによる一連のシミュレ

ーションを契機として、各政党、学者グループ、大蔵省などの手によつてさまざまな形で発表され

ている。このような分析が多く発表されるようになつたことは、とかく抽象的なレベルで留まってい

たわが国の税制改革論議を高めた点では基本的には望ましいことと言えよう。しかし、その一方

で計算の前提を明確にしないものや 自らの計算の結果を絶対視し、増税となるか減税となるかだ

けで税制改革を評価しようとする風潮がみられることは憂慮すべき事態である。現時点より増税と

なる税制改革が、絶対に許されないのならば、改革前税制のもとで優遇されている人々の税負担

を変えることもできないことになる。

さらに、シミュレーション分析では評価しえない問題もある。たとえば、今回の提案では新型間

接税として帳簿型の付加価値税である消費税が採用されたが、消費税の欠点といわれる転嫁の

不透明性や、税額票をともなわないために事業者の所得捕捉に役立たないといつた問題を評価

することはできない。

最後に、本章では取り扱わなかつた課題を示しておこう。

第1に、税制改革がおこなわれる現時点での所得階層間。世帯属性間での負担の変化という

短期的な視点からの分析に加えて、ライフサイクルを通じての税負担のあり方を分析するという長

期的な視点からの分析が必要である。特に、現時点ですでに老年期にさしかかつている世代と若

年期の世代では、過去に支払つてきた税負担とこれから将来に支払うことになるであろう税負担

がことなつていることに注意して分析を進めていく必要がある。

第2に、税制改革を評価する際には、公平性の観点からの分析だけでは不十分であり、効率性

の観点からの分析も必要である。

これらの問題点については、後の章で克服されることになる。
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第2章 消費税と物価

第1節 はじめに

我が国では、1989年 4月 より消費税が導入されている。消費税は、多段階で課税され、累積課

税を排除する仕組みを内蔵した付加価値税の一形態である。消費税の導入は、消費者物価の上

昇という形で間接的に各家計の税負担を増大させることになる。家計の税負担の増大の程度を

把握するためには、消費税による価格上昇の程度を推計しなければならない。しかし、流通の各

段階で課税されていく付加価値税としての消費税がもたらす消費者物価への影響を予測するこ

とには、困難がつきまとう。そのひとつの理由は、消費税が企業を納税義務者とする間接税として

実施されているところにある。かりに、生産者が税率分だけの価格の引き上げを実施した場合、当

該商品の需要量の減少を生じるならば、結果的には100%の価格転嫁ができないことは経済学の

教えるところである。消費税による諸費者物価への影響の予測を困難にするいまひとつの理由は、

現行の消費税が原則としてはすべての財 0サービスに課税するとしているものの、例外的に非課

税品 目が存在しているところにある。すべての産業に課税し、企業が税率分だけ価格を引き上げ

るならば生産者価格は税率分だけ上昇する。しかし、非課税産業が存在するならば、課税産業

の仕入れに非課税産業からの仕入れがある場合には、物価上昇の度合いが異なることになる。こ

の章では、後者の原因によつて消費税が消費者物価に与える影響について分析する。

消費税導入による価格分析には、産業連関表の価格分析が有用である。産業連関表を利用

すれば、経済における投入と産出の相互依存関係から各産業ごとに納税することになる消費税

負担額が生産者価格にどのように波及していくかを調べることができる。このような産業連関表の

特徴を提えた価格分析としては、能勢(1975)、 中井(1978)、 金子(1981)の 先駆的な研究が存在す

る。この章では、基本的には金子(1981)のモデルを踏襲した分析をおこなっている。

本章の具体的な構成は以下の通りである。まず第2節では、消費税の転嫁の仕組みについて

数値例を用いながら説明する。消費税の転嫁の仕組みを正確に把握することが、消費税を産業

連関表の価格方程式に組み込む際のポイントを理解することにつながる。さらに産業連関表によ

る価格分析の手法についてもあらかじめ示される。つづいて、具体的に消費税を組み込んだ産

業連関表にもとづく価格方程式が提示される。最後に価格方程式に適用するデータについて解

説する。第3節では、前節で提示したモデルにもとづく計算結果を紹介する。この節では、消費税

による各産業での生産者価格の上昇と生産者価格の上昇がもたらす消費者物価への影響があ

きらかにされる。第4節では、本章で得られた結果をまとめて、今後の課題が述べられる。
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第2節 消費税の産業連関分析

第 1項 価格転嫁の仕組み

わが国の消費税は課税ベースの広い間接税の中で、多段階課税であり、付加価値税の一種

である。同じく多段階課税である取引高税とは違い、付加価値税では租税の累積をツト除するシス

テムが採用されている:ヨ ーロッパで実施されているEC型付加価値税では、インボイス方式 (前

段階税額控除方式)が採用され、消費税では帳簿方式 (仕入控除方式)が とられている。図2-1は、

この仕入控除方式による消費税の仕組みを説明したものである。この図は、(α)消費税導入前の

取引状況、(b)消費税導入後の取引状況、(θ)中 間段階が免税業者である場合の消費税導入後の

取引状況についての数値例である。消費税導入前には、A、 B、 Cの各事業者の粗利益 (付加価

値額)は、それぞれ5,000円、2,000円 、2,000円 、消費者価格は12,000円 だつたとしよう。

図2-1 消費税の仕組み

(α)消費税導入前の取引状況
A           B

程夫儒籍 :|::: ~Ll:|::: ~L
粗利益  5,000     2,000

(b)消費税導入後の取引状況

C      小売価格
12,000 -――――――- 12,000
10,000

2,000

A

暑姜[秦君[ :|::| ~L
(仕入税額)   90
納税額
粗利益

150
5,000

B
10,300

300
8,240

240
60

2,000

A
税込売上価格 8,240
税抜売上価格 8,000

売上税額  240
税込仕入価格   0
税抜仕入価格   0

仕入税額   0
納付税額  240

粗利益    8,000

I]Li霧
9,942

298
60

2,000          2,000

小売価格
―――――- 12,360

小売価格~L   12,36o

C
~][…

…… i:|:||
300
60

2,000
360

下線部の合計が税額360円 に等しい。

納税額 =税込み売上額×3/103-税込み仕入額 ×3/103

(θ)消費税導入後の取引状況 :中 間段階で免税のケース

300

まず、消費税導入後の取引状況から説明しよう。Aは 自らの売上8,000円 に税率3%をかけて、
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消費税導入後はBに対して税込みの売上として8,240円 を請求することになる。消費税導入による

請求額の上昇は240円である。しかし、Aが 240円 を納税すれば税の累積が生じることになる。とい

うのは、240円 には仕入れの段階での税額が含まれているからである。そこで、Aは仕入のさいに

前段階で支払われた税額 (3,000円 ×3%=90円 )を差し引いて、150円 を納付すればよい。この

納税額は、Aの粗利益5,000円 に税率3%をかけた金額に等しくなる。B、 Cの納税額も同様にし

て計算される。各段階での売上に対する税の価格転嫁が完全に行われる限り、最終的に消費者

の支払う価格は、消費税導入前の12,000円 から税率3%の分だけ上昇し、12,360円 となる。なお、

仕入にさいして前段階の税額が明記されたインボイス(仕送り状)や税額票が発行されない仕入

控除方式の消費税の場合、納税額の計算は帳簿上で行うことになる。

次に、中間段階に免税業者が存在するケース(c)について説明しよう。事業者Aについてはω

のケースと変わらない。事業者Bは免税業者であるため、消費税の納税を免除される。ただし、消

費税の納税義務がないかわりに前段階で仕入れに課された税額を控除することもできない。した

がつて、Bは消費税導入前と同じ粗利益を確保するためには、8,240円 に2,000円 を加えた10,240

円をCに対して請求する必要がある。Cは、消費税導入前と同じ粗利益を確保するには、税込み

の売上価格を12,300円 に設定し、60円 を納税すればよい。最終的な消費者価格は、300円 だけ

上昇し、ケース0より60円低くなる。

以上の数値例は、免税業者を想定したものであるが、同様のことは非課税産業が存在する場

合にも成立することになる。消費税において、免税業者や非課税産業が存在する場合には、免

税業者や非課税産業の付加価値に課税されない分だけ価格上昇が小さくなるのである。この点

は、廃案となった中曽根内閣における「売上税法案」と大きく異なる特徴である。「売上税」におい

ては、税額票による前段階税額控除をおこなうこととしたため、税額票を発行できない非課税産

業や免税業者からの仕入れには前段階税額控除は適用されないとされていた。一方、現行の消

費税は、帳簿上で一括して計算するために非課税産業や免税業者からの仕入れについても仕

入れ控除が認められるのである。

第2項 消費税の価格分析

いま、需要側の要因を無視し、消費税は消費者に完全転嫁されるとしても、コストアップ要因と

しての消費税が物価水準に与える効果は経済全体の生産構造および消費財、投資財の比率、

輸出入財の比率などによって違ってくる。そこで消費税の価格上昇メカニズムを正しく記述するた

めには、経済全体の投入。産出の技術的関連を描写する産業連関表が不可欠である。
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表2-1

産出/投入 l産業 1 産業2 消費 投資 総生産額

産業 1

産業2
ρゴЙ年″  ρガF″

ρダFち′  p2r″
ρ′θち ρ′κち

ルσち ルκ
*2 〆

〆
付加価値 うだ′ ル/*2

総生産額 ρガFち   p2r2

そこでまず、簡単に『 産業連関表』の構造と価格分析の枠組みについて説明しよう。表2-1に お

いて′iは第i産業の価格、C*、 χ
*、

κ
*は

それぞれ第 ′産業の消費量、生産量、投資量を示

している。またχ *1は
、第 ′産業から第ノ産業への産出量である。したがつて、産業連関表を行に

ついてみれば、第 ′産業の生産物ρiχ i*が各産業の投入と消費、投資に使われたことがわかる。

このときχ ちをχ
*jで

割つたものを α
*1と

すると、それは第j産業の産出量1単位の生産に必要な

各財の投入量を示すことになる。これは一般に物的投入係数と呼ばれている。

次に、『産業連関表』を列でみていこう。 /ちは第j産業の付加価値 (その内訳は営業余剰十雇

用者所得十配当所得+間接税―補助金である)を示し、χ
*"は

第j産業における第 ノ産業からの

中間投入財の購入量を示している。したがつて産業連関表を列についてみれば、第 ノ産業の売

上 ρ lχ lが原材料等の購入と雇用者所得、営業余剰、配当所得、間接税、補助金から構成され

る付加価値部門への支払いに使用されることがわかる。この関係を式で示すと以下のようになる。

I

piX*i:2 ptX*ii+ V*i ク=1,・・・,の (2-1)

(2_1)式 の両辺をχちで割れば、

′j=Σ ′iα
*ガ十ッ*j      O=1,.・・,の

i=1

(2-2)

となる。ここで ν*jは
第 ノ産業の付加価値率である。(2-2)式を行列表記すれば以下の式が得られ

る。

P=(」―ス
T)~17                              (2_3)

ただし、ス
Tは

投入係数の転値行例、コま単位行列である。 (2… 3)式は通常の『産業連関表』分析

の価格方程式であり、付加価値率 /の変化による価格ベクトル拗 変化を求めることができる。こ



の価格分析の枠組みのなかで「消費税」の導入の効果を考えるとき仮に非課税品目も非課税業

者の存在もなければ、「消費税」は本来の付加価値税として機能し、すべての産業の価格を税率

分だけ引き上げることになる。だが現在実施されている「消費税」においては例外的に非課税品

目が存在するので、それを考慮したモデルを提示する必要がある。このような分析にはすでに金

子(1981)の先駆的な業績がある。この章では基本的には金子のモデルを利用し、若干の拡張を

はかつ
~CV｀

る。

産業連関表の価格方程式体系に消費税を組み込む場合、国境税調整としての輸出入の扱い

と消費型付加価値税の特徴である投資財税額控除の扱いが問題になる。

まず、輸出については仕向け地原則にしたがうので、輸出品を生産するのに要した中間投入

財の消費税額分は通関の段階で全額還付される。この消費税における輸出税額還付は、仕入

れの段階で含まれている税額を還付しているのに過ぎないので、企業が納税額の減少をコストの

減少と錯覚しない限り、国内の価格体系には影響を及ぼさない。

次に、輸入品は、国内で消費されるため当然課税対象となる。しかし、通関時に課税されるた

め、国内品の価格上昇の影響を受けない。したがって、その価格は課税品 日であれば税率分だ

け上昇し、非課税品日であれば価格上昇しない。輸入品の価格上昇は国内品の価格上昇と異な

るため、輸入財を中間投入に使用している産業と使用していない産業との価格上昇には差異が

生じる。輸入品による国内価格上昇の違いを正確に測定するためには、産業を国内産業と輸入

産業に分割した非競争輸入型の産業連関表を使用する必要がある。

以上のことを考慮すれば第j産業の消費税の納税額■は、

′       ′         ′

z=τ ′(′晰 薫lΣ
′あ 瓦

Σノユ4吾 Σρる ) ぐ=1,・・。,の (2-4)

と定義される。ただしルは第j産業の価格、κ は第j産業の生産量、あ は第j産業における第 ′産

業からの国内品の中間投入量、ィ は第 ノ産業からの輸入価格、あ は第ノ産業における第 ′産

業からの輸入品の中間投入量、ん は第ノ産業が第 ′産業から購入した投資財の数量である。さ

らに τノは実効税率であり、消費税の税率が′とするならば τノ=ズ 1+のである。

一方、消費税導入後の需給バランスは以下の式で示される。

あ′

′

Σ

・１

〓泌 十盈ρη‰十%十′曇ρτ,piてグ十η  σ=1,¨りの (2-5)

われわれの定式化の特徴は、(2-5)式の右辺の第4項に消費税による投資財購入の増加額を
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示す項を付け加えたところにある。消費税は投資財の購入に際して前段階の税額が控除される

ので、投資財の購入の多い産業の納税額は低くなる。しかし、同時に投資財購入の多い産業は、

投資財の購入額が消費税導入前よりも膨らむことになる。この項の ρは、消費税導入前よりも投

資財購入が増加したことを企業が正しく認識しているかどうかを示すパラメータである。従来の定

式化に従つて企業が投資財購入額が消費税導入前より増加していることを認識せずに、投資財

税額控除を全額価格の引き下げに用いるとすれば、ρはゼロに設定される(ケース1)D。 しかし、

企業が投資財税額控除により価格を引き下げるならば、毎年の投資額によつて価格が大きく変動

することになる。企業が安定的な価格政策を指向するなら、投資財税額控除の変動を中和する

形で対応するであろう。例えば、投資財税額控除額のうち減価償却分を差し引いた残りを価格引

き下げに用いるといつた行動をとることが考えられる。その場合には、ρは各産業の投資財購入

額に占める減価償却費の比率に等しくなる(ケース3)。 仮に各産業の投資財購入額に占める減

価償却費の比率を2分の1とすれば、ρは1/2に設定される。また、企業が投資財税額控除を仕

入れに含まれている税額を相殺するものにすぎないと考える場合には、ρは1に設定される(ケ

ース4)の。

さて、(2-5)式 に(2‐4)式を組み込み、両辺をXノ で割ると

′                   ′             ′

(1-τうp=(1-τ うモ′jyp′ +(1-τう場+力十里lρ
 τ λψ―τノモン′  σ=1,¨°

,の (2-6)

となる。ただし、alF為 /Z、 ″ブ ノχハ KIy=Kjy/χ 、ッj=レンクるである。

(2-6)式は、連立1次方程式として理論的には解くことができる。しかし、現実の産業連関表は、

金額表示であり、価格と数量に分離できないために(2‐6)式をそのまま使うことはできない。この産

業連関表の現実分析上の難点を克服する解決策は、金子(1981)に よつて、基準年次とその基準

年次から一定期間経過した比較年次という概念を導入することで示された。ここでも、金子(1981)

の手法を踏襲することにしよう。まず、均衡価格の決定式である(2‐6)式は、基準年次だけでなく、

比較年次においても成立していると考えられるので、以下の式が成立する。

1にのような想定は、玉岡。藤岡(1987)に おいて採用されている。

2)投資財税額控除が価格引き下げの要因とならない可能性については林・橋本 (1987)によつて指摘されている。理論

的に妥当な想定はケース4である。

ν′

Ｉ

マ

ん

′
〓

‐

〓
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α―τ瓦み≪卜τ婚攣+α―τ2+けモlρ
 τ磁―τノモン ク=lr¨ ,め     C―つ

ここで記号^は比較年次であることを示す。(2-7)式の両辺をρ,で割ると

(l-rtfit ∧                   ∧      ∧                ∧

α_τ )ゝ 飢 _」空_.三望二十α―τ)三竺_十 二十iρ a為 °生 .」竺
=p         i=l   p   ri       ′j    ′,  i‐

l      p    
′i

_τ jΣ銑・ 生 。生  o=1,… ,の            (2-8)
i‐ l   

β  ′i

となる。

(2-8)式 は

αィ)れ熱ィ)≦銑・‐ .膿.ll_7プ 十上 +iρ 鋭 ⊥ 。た
・ l    p        

ρj  ′j  ・ l     p

_τ jゞ 飢.ユ .′′
‐l    p

と書き直すことができる。ただし、λi=pi/pi(プ =1,¨ 。,の とする。

さらに、基準年次価格評価の比較年次の価値的投入係数を

(2-9)

all*=α 巧00iわ )

基準年次価格評価の比較年次の付加価値率を

Ⅵ
*=ツ

,夕 j

基準年次価格表示の比較年次の輸入係数を

mJ*=“ /PJ

基準年次価格表示の比較年次の固定資本形成率を

∧

為*=為・●ク,)

とおくと、(2_9)メれま
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一
拭
　
　
¨
　
・
　
¨

。

　

＜ ２

．

‐ ０れ　に　　　　か

と

(1-τ )′ j=(1-τ )Σ ttJ*′ 1+(1-τ ,弁%j*ギ jヽ*十 Σρτ偽イン″τノΣ介ノλノ ぐ=1,¨ 。
,め (2‐ 10)

えよう。まず、

κ =

ル11*

ん1*

P [′ 1,・ ,̈′ ′]T 7 [(1-τ l)“ 1*+ッ 1*,・ ,̈(1-τ )物
*十ッメ]T

とする。上添え字のTは、転置を意味している。非課税産業を考慮するためノ個の産業のうち第 s

産業までが課税企業、第 s+1産業から第 」産業までが非課税企業になるように行と列を並べ換

えて分割表示すると、

記に置き換

ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
リ

れ

．　
．
．
為

ヽ
―
―
―
ノ

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ヽ

〓Ｄ

Ｓ
　
　
　
ヽ
―
―
―
―
ノ

Ｊ．

｛一　
〇
〇

Ｉ

Ｓ

｛
　
τ
０

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ヽ

〓Ｔ S
J―s

s   」―s

τJ  0
0    0

S
J―s

と示すことができる。ただしfは単位行列である。

したがって、(2-10)式を行列表記すれば以下の式が得られる。

P=[⊂ ―つ∈―И)」7+Dr]・ / (2-11)

第3項 データの設定

分析結果を提示する前に、データの設定方法について説明しておこう。基本的なデータとして

は、『 産業連関表』が5年おきにしか作成されないため、1980年 のデータを用いたの
。部門数は72

部門である。毎年公表される延長表を使用しなかつたのは、固定資本形成マトリックスと商業マー

ジン表が延長表では得られないためである。

すでに指摘したように、消費税の導入はすべての産業において課税されるのであれば、産業

連関表の価格分析はすべての産業の価格が3%だけ上昇するという結果をもたらす。だが、現実

3)昭和60年の『産業連関表』を用いた分析結果については、林・橋本(1991)を 参照されたい。



の消費税は例外的ではあるが非課税産業が存在する。また、消費税の導入にあわせて、物品税

などの既存間接税の改革もおこなわれた。

そこで、本章では、「消費税」の非課税産業を、金融・保険業、不動産業、保健 。社会保障機関

として価格分析をおこなうことにした
゛
。消費税における非課税産業の存在は、経済における投入

と産出の相互依存関係を通じて他産業の価格上昇を抑制することになる。さらに、既存間接税の

廃止も消費税による価格上昇効果を抑制することになる。

ここでは、1980年度の国税間接税のうち物品税、砂糖消費税、トランプ類税、入場税、通行税、

地方間接税のうち電気税、ガス税、本材引取税が廃止されるものとして調整を行った。物品税に

ついては、製造段階で課税される蔵出税の場合には課税品日と産業を対応させることによつて調

整が行われるが、小売段階で課税される品目については若干の留意が必要となる。すなわち、

毛皮などの小売段階で課税される品目は、物品税額が商業部門に計上されているために、物品

税の廃止がすべての商業マージンを引き下げる結果になる。料理飲食税、娯楽施設利用税、酒

税、たばこ消費税については負担調整がおこなわれるものとした
゛
。

消費税導入と既存間接税廃止後の生産者価格の上昇率を消費者の間接税負担の増加額と

結び付けるためには、さらに次のような作業が必要となる。消費者物価指数は、最終小売価格の

動向を示すものであり、産業連関表で区分されるすべての産業の生産物が対象となっているわけ

ではない。そこでまず、産業連関表の72部門のうち、消費者物価指数の計測の対象となるものを

抽出する。このようにして抽出した価格に商業・運輸マージンを加えれば消費者価格が求められ

る。なお、商業・運輸マージンも消費税導入によつて変化していることは言うまでもない。このよう

にして得られた消費者価格を『 家計調査年報』に示されている消費者物価指数のウェイドに応じ

て加重平均すれば消費者物価の変化率を求めることができる。

第3節 分析の結果

この節では、産業連関表による価格分析の結果として、消費税による産業別の価格上昇率と、

4)公務、公共サービスは、課税されるとしても、価格には転嫁しないものと考えて、計算上は非課税部門として処理した。

また、消費税では学校教育の一部は非課税とされているが、産業連関表の教育部門のなかで非課税の部分のみを抽

出できなかつたため、課税部門として処理している。

5)酒税、たばこ消費税、娯楽施設利用税に関しては、税率3%の消費税の納税額相当分が廃止されるものとした。料理

飲食等消費税は、税収が1/3となるものとした。



産業別の価格上昇による消費者物価への影響を示そう。

第1項 産業別の価格上昇

表2-2は、72部 門の産業連関表を利用して生産者価格の上昇率を求めたものである。表2-2の

第2列は、既存間接税廃止による各産業の価格下落をとりだしたものである。既存間接税の廃止

表2-2 産業別価格上昇 単位:%

付加価値率 既存間接税廃止 消費税+既存廃止

ケース1   ケース4

消費税単独

ケース4

第 1次産業

耕種農業

林業

漁業

第 2次産業

金属鉱業

建築

居殺 '肉・酪農品

飲料

煙草

織物

身廻品

製材・木製品

家具

紙製品

印昴1・ 出版

皮革・同製品

ゴム製品

最終化学製品

石油製品

窯業・土石製品

銑鉄・粗鋼

非鉄金属一次製品

金属製品

一般機械

重電機器

軽電機器

自動車

その他の輸送機

精密機械

その他の製造業

第3次産業

商業

金融・保険

不動産業

不動産賃貸業

運輸

通信

電力

都市ガス

水道

サービス

66.55

51.72

58.86

66.70

41.77

16.29

55.78

78.00

26.46

34.84

24.66

38.68

26.05

45.70

33.58

38.37

39.14

16.96

33.62

16.03

25.31

39.91

33.00

36.07

34.61

29.37

36.82

42.29

35.05

69.89

73.93

86.14

92.77

53.43

79.24

40.20

46.21

67.53

56.26

Ю.15

0.38

0.15

Ю.37

Ю.33

●.28

-1.89

-1.98

●・30

Ю.25

●.24

-0.67

Ю.32

●.32

●.33

●.33

●.38

●.05

-0.42

●.53

●.42

●.34

●.41

●.40

2.73
‐3.23

つ.40

2.48

-1.49

●.42

●.16

0.00

0.06

Ю.58

0.14

3.81

-1.29

0.45

-1.22

1.69

1.22

1.94

1.74

2.17

1.73

0.63

0.57

2.07

2.29

2.16

1.32

2.15

2.11

2.03

2.19

1.80

2.80

1.94

1.77

1.95

2.12

1.92

1.99

4.40

Ю.97

1.91

-0.23

0.04

1.96

0.27

0.20

2.85

1.19

1.68

-2.80

0.92

-0.99

0.35

2.76

2.54

2.76

2.51

2.56

2.61

0.97

0.93

2.49

2.60

2.68

2.20

2.52

2.57

2.58

2.49

2.46

2.39

2.42

2.31

2.41

2.52

2.44

2.47

0.08

-0.44

2.42

0.30

1.35

2.40

0.61

0.85

2.90

2.26

2.80

-1.12

1.59

2.44

1.64

2.91

2.94

2.91

2.89

2.90

2.90

2.92

2.96

2.79

2.86

2.92

2.39

2.85

2.90

2.92

2.33

2.86

2.94

2.86

2.86

2.85

2.88

2.87

2.89

2.89

2.89

2.84

2.86

2.89

2.83

0.78

0.93

2.96

2.85

2.94

2.80

2.92

2.91

2.90
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により、電力と自動車の価格はそれぞれ3.81%と 3。 23%と大きく下落している。この他にも軽電機

器、精密機材、飲料、煙草などの下落が大きい。

表2-2の 第3列と第4列には、ケース1とケース4に対応した産業別の価格上昇率が示されている。

この上昇率は、既存間接税の廃上を考慮したときの消費税による価格上昇である。ケース1では、

最大の価格上昇を示しているのが不動産賃貸業で2.85%である。一方、価格上昇が最小となる

産業は、マイナス2.80%の電力産業である。ケース1で産業によつてこのように大きなばらつきが

生じているのは、おもに既存間接税廃止と投資税額控除の効果である。

これに対して、ケース2で最大と最小の価格上昇を示す産業は、それぞれ2.90%の不動産賃

貸業と-1.12%の電力産業である。この価格上昇の違いは、主として既存間接税廃止の効果であ

る。この効果を取り除かなければ、消費税本来の効果をみることはできない。ケース2について既

存間接税廃止の効果を取り除いた場合の価格上昇を示した表 2-2の 第5列では、金融保険等の

非課税産業の価格上昇が低くなつていることを除けば、課税産業の価格上昇にほとんど差異が

みられない。

第2項 消費者物価への影響

表2-3は 、産業連関表を利用して求めた生産者価格の変化を消費者価格のそれにコンバート

したものである。消費者物価の上昇率は、最小のケース1では1.29%、 最大のケース4では1.95%

と、ともに税率の3%を下回つている。この結果は、既存間接税廃止が消費税による物価上昇の

一部を相殺するために生じたものである。ケース1では、ケース4よりも物価上昇が低くなつている

が、すでに説明したように次年度以降の物価上昇が変動する可能性がある。これに対してケース

4では、比較的物価上昇率は高いが、その上昇は一度限りのものとなる。

表2-3 消費者価格の上昇

消費項目 ケース1 ケース2 ケ~ス
3 ケ~ス

4

冥 科

住居
光熱 。水道
家具 。家事
被服・履物
保健医療
交通通信
教育
教養娯楽
その他

1.r1/a

2.74/
-1.15/

0。 80/
2.02/
1.25/
1.06/
2.68/
1。 18%
0.47/

Z.UZ%
2.78/
0。 34/
1.03/
2.22/
1.48″

1.44/
2.75%
1.42″

1.06″

ZoZl%
2.81/
0。 14/
1.18/
2.35/
1.62/
1.67%
2.79/
1.56/
1.47/

Z。 34%
2.83/
0.47/
1.25″

2.42″

1.71%
1.83/
2.82/
1.65/
1.65/

消 費 者 物 仙 彊 叡 loZU% 1.bZ% 1.03% 1.Ub%
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個別消費項 目の価格上昇には、消費項 目によりかなりの違いがある。ケース1からケース4まで

水準は異なるが、上昇率のパターンは類似している。最大の価格上昇となるのは住居であり、2.7

%前後。一方、最小の価格上昇は光熱水道であり、下落するケースすらある。光熱水道の価格上

昇が低い主な理由は、電気税の廃止による効果である。「その他の消費支出」の価格上昇が低い

のは、料理飲食等消費税の税率が特別地方消費税となり税率が10%から3%に引き下げられるこ

となどによるものである。家具家事用品の価格上昇率が低くなつているのは、現在物品税の対象

となっている家電製品、たとえば電子レンジ (税率 :15%)、 全 自動電気洗濯機 (税率 :15%)など

の値下がりが見込まれるためである。

第4節 むすび

本章では、『産業連関表』を用いて、消費型付加価値税である「消費税」が各産業の生産者価

格と消費者物価に与える影響を分析した。その分析結果では、消費税の導入と既存間接税の整

理からなる税制改革が、産業間での生産者価格の変化にかなりのばらつきを引き起こすことがあ

きらかになった。なかでも、物品税廃止の影響が大きい産業では価格上昇率が低く、価格下落が

見込まれる場合もある。

最後に、本章での消費税導入前の時点でおこなった物価上昇についてのシミュレーション分

析手法がどの程度信頼性をもつものであつたのかに言及してこの章の結びにかえよう。本章の分

析結果は、消費税導入前の時点で利用可能であつた最新のデータである1980年 の産業連関表

を用いたものであつた。その後、1985年の産業連関表を用いて同様の計算を行つた林・橋本 (199

1)によると、ケース4の消費者物価上昇率は、1980年 産業連関表ベースでは1.95%であったもの

が、1985年産業連関表ベースでは1.67%となつている。この違いは、1985年 産業連関表ベース

の計算において、84部門とより細分化された産業区分の利用により、既存間接税の廃止の効果

をより正確に把握できたためである。

これらのシミュレーション結果を現実の物価上昇と比べてみると、全国の消費者物価の対前年

上昇率は、1987年 が0.1%、 1988年が0。 7%であったものが消費税が導入された1989年 には2.3%

となっている。したがつて、消費税導入前年の1988年 と導入時点の1989年の差は、1.6ポイントで

ある。消費税の効果を取り除いた1989年の物価上昇率が1988年と同じであつたとすれば、おお
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むね1985年ベースの推計値と一致することになろう
の
。
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第3章  所得税の厚生分析

第1節 はじめに

近年、注 目を浴びている最適所得税論は、伝統的な財政学の議論における能力説に現代的

な装いを与えるものであつた。これは Millees(1971)の 独創的な研究を出発点としている.

MiHleesの 最適所得税論は、税制が家計の所得稼得意欲に与える影響を考慮したことを除けば、

基本的に能力説の延長線上に位置付けることができる。それは「家計の行動様式を考慮したうえ

で政府の税収制約を維持しながら社会的厚生関数を最大化する」ものとまとめられる。 Mirrlees

が示めした暫定的な結論は、最適な税率構造がほぼ線型になるということと、最適平均税率が予

想外に低いため所得税は再分配の手段としてほとんど役立たないというものであつた。この結果

は、累進構造を支持する所得再分配の目標と、所得稼得意欲に関係する資源配分の目標の間

には、深刻なトレード・オフが存在することを予想させる。

しかし、 Mirnees(1971)の 分析は、あまりにも一般的な形で定式化されたため、必ずしも明確な

結論が得られたわけではない。 Millees以降の研究は、その不明確さを取り除いて、より厳密な

形で最適所得税論を構築しようとするものであった。そのひとつの試みが Sheshinski(1972)の 貢献

を出発点とする最適線型所得税論である。最適線型所得税論は、あらかじめ所得税制を線型構

造に限定したうえで、最適課税の性質をあきらかにしようとするものである。この分野においては、

本間(1982)、 本間・橋本 (1985)の展望論文で示されたように多くの研究が存在している
°
。だが、こ

れまでの分析は最適課税の必要条件にのみ関心が向けられ、導出された最適税率が果たして

真に社会的厚生関数を最大化しているのか否かは必ずしも明確ではなかった。このため近年、

最適非線型所得税論の分野において、最適課税の解の存在証明が Kaneko(1982)、 入谷 (1984)

によつて試みられている。しかし、それには高度な数学的技法が要求されるため、本章では単純

化のため効用関数を特定化しシミュレーションをおこなうことで最適線型所得税体系が社会的厚

生関数を最大化しているかどうかを検討してみよう。

本章の具体的構成は以下の通りである。第2節では、最適線型所得税の基本モデルを説明し、

最適線型所得税の解が必ずしも社会的厚生を最大化している保証がないことを示す。第3節 で

は、シミュレーション分析をおこなうことで社会的厚生関数の形状を検討し、我が国のデータの用

いた場合の最適税率を計算する。第4節では、今後の課題が述べられる。

1)離散型の最適所得税モデ′ンについては、D破it&Sandmo(1977)、 Sandm。 (1983)、 本間(1982)、 本間・橋本(1985)を 参

照されたい。
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第2節 最適線型所得税の基本モデル

シミュレーション分析 に進む前に最適線型所得税の基本モデルから説明しよう。本章では

Sheshinski(1972)タ イプの能力分布が連続型の最適線型所得税モデルではなく、 Dixit&

Sandmo(1977)および本間(1982)タイプの離散型の最適線型所得税モデルを採用する。連続型の

モデルが稼得能力の異質性のみで家計の所得水準の差を説明しているのに対して、離散型の

最適線型所得税モデルの特徴は家計の所得稼得能力の差のみならず家計の選好の違いをも認

めることにある
の
。したがって離散型の最適線型所得税モデルにおいては能力の同じ家計が同じ

所得を稼得するとはかぎらない。なぜならば消費と余暇の間の選択のパターンが違えば能力が

同じでも異なる所得水準を達成することが可能になるからである。この意味で離散型の最適所得

税モデルを採用することによつて、効用関数の同一性に限定されることなく、よリー般的な定式化

が可能になる。

それでは具体的に離散型の最適線型所得税モデルを構築して、問題の所在を明確にしよう。

まず、家計の行動から定式化する。いま社会には√人の家計が存在するとしよう。各家計は余暇

″ 、単一の消費財 σに依存する効用関数を持つとしよう。家計が利用可能な時間を1とおき労働

供給をι
′
とすると各家計の効用関数は次のように書かれる

の
。

ut:Li(C,l-L)
(′
=1,・ "の

(3‐
1)

各家計の予算制約式は、

c:c(t-t)iL' + G (i:r,...n (3‐2)

で示される。ただし、ザは限界税率、Gは人頭補助金(人頭税)である。″
iは

各家計の賃金率(能力

指標)であり、消費財価格は1に正規化されている。なお、ここでは生産者価格が一定であり、企

業の技術的制約として規模に関して収穫一定を仮定することで、家計は企業から完全に独立に

2)離散型の最適線型所得税モデルと連続型の最適線型所得税モデルにおける違いについての詳しい説明について

は本間。橋本(1985)を参照されたい。

3)効用関数は厳密に準凹とする。



意志決定できると考えられている
°
。

各家計の最適化行動の結果として労働供給関数、消費財需要関数は一般的には次のように

表現できる
→
。

労働供給関数 :

zl〒r((1_のη
l,の

      (′=1,¨ 。
,の                          (3‐ 3)

消費財需要関数 :

C=C((1‐の41,C)    (′ =1,“・の (3…4)

これらを効用関数に代入することにより間接効用関数が以下のように求められる。

I/:I/((t-t)n"G) (i:|,...,D (3…5)

また間接効用関数はロイの恒等式と呼ばれる次のような性質を保持している
の
。

/卜…λ
′
″Z′ ;ン7=′

′

ただし、λは家計の効用極大化問題におけるラグランジュ乗数であり、その経済的意味は所得

の限界効用である。

さて政府は税収制約の下で社会的厚生を極大化するような線型所得税体系を選択すると想定

すれば、最適線型所得税問題は形式的には次のように構成される。

Max.作4ノ (。 ),¨
。ノ(。 ),… ,/【

。
)]

Sub.to.升已Σ47((1…が,σ)一 α

4)この仮定のもとでは、企業の利潤最大化結果として生じる利潤額はゼロになり、利潤配当を通じる家計と企業の連鎖

を無視できる。最適課税ルールにおけるこれらの仮定のもつ意味については山田(1991)が 詳しい。

5)以 下においてわれわれは労働供給の端点解をツト除するわけではない。

6)この式の導出については本間(1982)を参照されたい。

６

　

　

　

　

７

３

　

　

　

　

３
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式はバーグソン・サミュエルソン型の社会的厚生関数であり、 グ=∂ ″/∂ ノ〉o(i=1,…・′Dを満た

すものと仮定する。(3‐ 7)式の 7は、政府が所得再分配以外に必要とする税収額(公共支出水準)

である。また政府の税収制約式において労働供給関数 rが限界税率 ′と人頭補助金(人頭税)G

の関数となっていることに注意しなければならない。

図 3¨ 1 この問題の解は図3-1に おけるように社会的厚生関

数 (3‐6)の厚生水準を一定にすることで得られる社会的

無差別曲線群 %、 乃、んと政府の税収制約 (3… 7)の税

収を一定に保つことで得られる等税収曲線 殿 ' によつ

て説明できる。んから %、 わへと向かうにしたがって社

会的無差別他線はより高い厚生水準をあらわすことにな

る。図3-1に おいて社会的厚生極大化の点は社会的無

差別助線と等税収曲線の接点で与えられる
の
。図 3‐ 1の

状況は社会的無差別 曲線と等税収曲線が社会的厚生

極大化の必要十分条件を満たしていることを意味する。そこで社会的無差別曲線と等税収曲線

が果たして図 3‐ 1の様に描けるのかどうかを検討する必要がある。まず社会的厚生極大化の必要

条件からみていこう。(3_6)式の社会的厚生関数における左辺の値を一定に維持する ′とGの傾

き、すなわち社会的無差別曲線の傾きを求めれば

Σ ″″ノ
i″

L′
i=1

lw尋
″ た

となる。ただし、第二項と第二項の等号はロイの恒等式が使用されている。パレート性が満たされ

ているので ″〉0、 ′
iが

各家計の所得の限界効用であり正になることを考慮すれば、(3‐ 8)式は通

常、正になる
の
。

一方、政府の税収制約式(3‐7)の税収額(公共支出水準)7をゼロとおき′とGの傾き、すなわち

7)このような図解による説明は,井堀(1984),本 間・橋本(1985),小 西(1985)にみられる。なお等税収曲線が図3-1のように

描かれる理由については本間。橋本(1985)を参照して欲しい。

8)(3-8)式 は各家計の労働供給関数にも依存している。労働供給は負にはならないがゼロになる可能性がある。すべて

の人が働かないようなケースに,(3‐ 8)式はゼロになる。

κ
一
冴

′″
Ｉ
一ソ
″
『

′″

Ｉ

Σ

〓１

‐
，

々
　
Ｆ

(3-8)
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等税収曲線の傾きを求めると、

Σ′Z午′Σ ηZ′

」G I        卜1     ■1 (3…9)

>|トァ=…
冴  |トア

     」_′ i4Lぎ
:=1

が得られる。

政府の税収制約式(3… 7)を制約とし社会的厚生関数 (3… 6)を最大にする限界税率 ′と人頭補助

金(人頭税)Gが図3‐ 1のように内点解であるとすれば、社会的無差別曲線の傾き(3-8)と 等税収曲

線の傾き(3‐ 9)は一致しなければならない。この均等化条件より

Σ ″ ′
iれ

L′     Σ κL午′Σ ηL′
i=l       i=1

I                      I

Σ″ ′
i    tt 

Σ″L♂

(3-10)

i=1 i=1

が得られる。図 3‐ 1において社会的無差別曲線の傾きが(3‐ 8)式より正になることを考慮すれば、

(3‐ 10)式の均等化条件は接点 Eが社会的無差別曲線の正の領域で生じることを意味している。と

いうのは社会的無差別 曲線の傾きを示している(3‐ 10)式の左辺が正になるので、等税収曲線の

傾きを示している(3‐ 10)式の右辺は正でなければならないからである。(3-10)式の右辺は、余暇が

上級財であると仮定すると分母が正になる。したがつて、(3‐ 10)式の均等化条件が成立するため

には、右辺の分子の符号が負でなければならないので、

Σガι
′
+′ Σ ηZ′>0

i=l         i_1

となる。ここで労働供給の弾力性

(3-11)

1ィ    ∂ Z′

η ~~~~~~° ~~――――

ι'    ∂β―リ
(3‐

12)

を導入しよう。これを利用すれば(3‐ 11)式は

」″〔卜十 が〕リ
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となる。ここで労働供給の最小の弾力性をη=min(η )とおくと最終的に以下の命題が得られる。

命題 1。 最適線型所得税体系において、最適限界税率は

1

o〈ダ〈 
―1+η

の範囲に制限される
の
。

(3… 13)

この命題は図3-1おいて社会的無差別曲線と等税収曲線の接点 Eが等税収曲線の正の領域

で生じることを示唆するものであり、効率性の観点から最適限界税率が如何に制約されるかを示

している。

図 3¨ 2 図 3‐ 3

さて最適線型所得税問題が社会的厚生を極大化することを確認するためには、(3-8)式 と(3‐ 9)

式の2階の十分条件を検討する必要がある。われわれは(3-10)式 の均等化条件を導く際に内点

解を仮定したが、実際には図3‐2のように最適線型所得税問題が端点解になつているのかもしれ

ない。図3‐ 3のように社会的無差別曲線と等税収曲線の接点が社会的厚生を極小化する点であ

る可能性もここまでの分析では排除できない。したがって社会的無差別曲線と等税収曲線の形

9)この命題は、連続型の最適所得税論において Shesinsk(1972)お よび ■sumi(1975)が 導出した命題と完全に一致して

いる。

4̈2



状を調べる必要がある。

等税収曲線の形状から調べよう。(3‐ 9)式を再び限界税率 ′で微分すると

i=1

_(Σ ″Z=十′Σ′Z′)(‐ Σ ″Zご―′Σ 4Z」 )]
卜 l      i=l         i=l      i=1

(3‐
14)

が得られる。(3‐ 14)式の分母は正である。さらに ル′Σ ガZ♂〉0 であり、最適税率が生じる領域に

おいて等税収曲線が正の傾きを持つことを考慮すれば(3‐9)式より

I       I

Σ ″Z:¨ ′Σ ″Z′〉0
i=l      i=1

がそのとき成立することになる。したがつて、等税収曲線が正の傾きを持つ領域において、(3‐ 14)

式は Z′ 、Lメ 、Lど のすべてが負であれば、負になる
°
。

次に、社会的無差別曲線の形状を調べるために(3… 8)式を限界税率 ′で微分すると次の式が得

られる。

升|卜√詈″ |卜√
[二だれ』2

井|ソ=7-■一―Kl

I       I           I

[(2モ14L杵
′Ξ ηLノ )C‐t畳

“
Lめ

″ |ソ=7 [(Σ ″′物L′+″ ′ツι′)Σ ″′i

i=1

[Σ ″ ′
i]2

i‐ 1

_Σ ″′坊LJ Σ ″ガ ]
i‐ l          i‐ 1

(3‐ 15)

ところが、(3-15)式 の符号は一般的には確定できず、社会的無差別曲線の杉状についてはほ

とんど何もいうことができない
11)。

したがってこのような一般的な定式化では図3‐ 1のように社会的

無差別曲線が制約条件付き極大化問題の十分条件を満たすような都合の良い形をとる保証はな

い。そこにシミュレーション分析をおこなう意義が見い出せる。

10)効用関数をコプ。ダグラス型に特定化すれば、二/〈 0、 ニル0、 Z♂く0となり、等税収曲線は正の傾きを持つ領域におい

て逓減する。

11)こ の問題は,すでに IhoH(1982)に よつて指摘されている。
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第3節 シミュレーション分析

この節では、社会的無差別曲線に関してより正確な情報を得るために、効用関数を CES型に

特定化しシミュレーション分析をおこなう。最適線型所得税のシミュレーション分析には、すでに

Stern(1976)の 研究が存在している。彼の分析は先に説明した Sheshinskiタイプの連続型のモデ

ルを採用したため各家計の効用関数のパラメーターが同一であるという仮定に制約されている。

その場合、同じ稼得能力の家計は同じ余暇と消費の組み合わせを選択することになる。だが同じ

能力の家計であつても効用関数の違いから異なる余暇と消費の組み合わせを選択する可能性も

あると考えた方がより現実的であろう。そこで本章では Dixit&Sandmo(1977)お よび本間(1982)

タイプの離散型の最適線型所得税モデルを採用し、能力の異質性のみならず効用関数のパラメ

ーターの違いをも考慮して分析をおこなう。

それでは異体的に効用関数を特定化した場合のモデルを説明しよう。まず、CES型の効用関

数は、

u':l(I- a)(C)';+ a (l-1i1'u')-rt"
(ノ
=1,・ …め (3‐ 16)

で示される。ここで α は家計の消費と余暇に対するウェイトパラメーターであり、ど性1/(1+〃 )

は第 ′家計の消費と余暇に関する代替の弾力性である。各家計は、予算式(3…2)の 下で(3-16)式

を極大化するような労働供給量と消費財需要量を選択する。

まず、各家計の労働供給関数は、

1‐ Gκ ((1…のの
。εl

(3… 17)
1+KK(1-う ″)・

εl

で示される。ただしで=(α /(1‐ α))ε

lで
ある。(3… 17)式が成立するためには

Gν
ε
 Kγ

ε

←non
(′
=1,・ の̈ (3-18)

(1…0

でなければならない。ただしnoは家計が労働を供給する最低の賃金率である。もし

G′
ε
K′

ε

ガ ≦ (=non (′
=1,。 の̈ (3-19)

(1…0

ならば家計は全く労働を供給しない。(3‐ 18)式は限界税率 ′
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′
′>

と人頭補助金(人頭税)Gに依存して



いるので、′が1に近付くにつれてそして Gが大きくなるにつれて右辺が大きくなり、ますます多く

の家計が働かなくなることがわかる。

次に消費財需要関数は(3-18)式 が成立する場△・
アロ  ・

(1‐め″+G
(3… 20)

1+KK(1…め″)・
εl

(3¨ 19)式が成立する場合 :

σ=G                                         (3‐ 20)′

となり、(3-19)式 が成立し家計が労働を供給しない場合には家計は政府からの補助金のみに依

存して生活することになる。労働供給関数と消費財需要関数をもとの効用関数に代入すれば、間

接効用関数が得られる。家計の間接効用関数は

労働を供給する場合 :

σ=

/性 ((1-めガ+G)[(1-α )ξ
tt α 

ξ
k(1_めの「εi]‐ 1/1F εう

労働を供給しない場合 :

/性 [(1‐ α)σ+α C‐ ル‐
均
‐Fkトメ)

(3‐21)

(3‐22)

と示される。

さて政府は、税収制約の下で社会的厚生関数を極大化するような線型所得税体系を選択する

ものとしよう。社会的厚生関数については以下のように定式化する。

1     1             1

″=―一―Σ(の
γ=―――(り

γ   γ≠0

γ ・
l      

γ

この式の γは社会的厚生に対する価値判断を示すものである。γの値が小さくなるにしたがつて

その社会の平等性への指向は強くなる。たとえばγ=1は、功利主義的な価値判断に対応するも

のであり、社会的厚生が各家計の効用の単なる合計で示されることになる。またγ→‐∞のときマ

キシミン基準に一致し、その社会の最も効用水準の低い家計のみが社会的厚生関数において評

価される。

社会的厚生関数に間接効用関数を代入し、政府の税収制約式に労働供給関数を代入すれ
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ば、最適線型所得税問題は以下のように構成される。

Max.

フ%=」生{ゴ Kl_が+OKl_α )Ftt α″((1‐れ)臓
lP‐う      (3‐ 23)

γ  
″≧″。

+Σ [(1… α)G+α °‐
`り

‐
`1‐

ε%‐ ノ)

Sub.to.

1      1‐ Gκ ((1‐め″)‐

′1

G卜′Σガ・
(3‐

24)″≧″0      1+κ
((1‐のハ「

εl

この問題は賃金率 ″、パラメーターα
i、

家計数 」が与えられれば、数値計算によつて解くこと

ができる。そこで本章は効用関数のパラメーターに関して既存の研究成果を用いて数値計算を

行うことにした。

3‐ 1 の

年 間収入 階級

`万
円

世帯数 代 替 の弾力性

150
200
250
300
350
400
450
500
550

-600
-750
-800

…850
…900
‐950

-1000

1000…

17

146
453
1035
1550
1611
1257
1009
821
597
382
249
227
124
205
152
166

0。 2467
0.2588
0.2651
0。 2761
0.2849
0。 2921
0.2970
0.3008
0.3073
0.3119
0。 3143
0.3174
0。 3206
0。 3238
0.3312
0.3357
0。 3533

平 均 0.2965
所 : 間・跡 田 0井堀 。中 987

表3-1には、本間・跡 田・井堀。中(1987)による代替の弾力性の推定結果が示されている。彼ら

は資料として1987年 の『家計調査年報』(総理府統計局)を使用して、年間収入によって17階層に

集計された標準世帯(世帯人員4人、有業人員 1人 の勤労者世帯)について、推計を行っている。

ここで労働のウェイト・パラメーターであるα
:は

10うに固定されている。

出
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また各家計の賃金率の推計は、本間・跡 田。大竹・岩本(1985)の 手法を踏襲した。具体的には

各家計の賃金率は能力と効率当たり賃金率の積に等しいとされ、能力は『家計調査』の「実収入」

の対数をとったものに等しいと仮定されている。この仮定は「実収入」が対数正規分布するならば、

能力分布は正規分布するということを意味している
②
。さらに、効率当たり賃金率 れについては以

下の式が用いられている。

η〒E/((1/2)logめ

ただし、Eは最大の「勤め先収入」、yは最大の「実収入」である
°
。

それでは、最適線型所得税問題を解くためにおこなつた計算手続きについて説明しよう。具体

的な計算手順は次のようにまとめられる。

はテップ1.等税収曲線の導出)限界税率 ′を0%から0.1%刻 みで引き上げると同時に、与えられ

た限界税率の下で税収制約を維持するような人頭補助金(補助金)Gを求める
°
。この ′とGの組

み合わせが等税収曲線である。

(ステップ2.社会的無差別曲線の導出)所与の社会的厚生水準を維持するような限界税率 ′と人

頭補助金 Gの組み合わせを求める。これよつて社会的無差別曲線が導出される
°
。

(ステップ3。 最適税制の計算)ステップ 1で求めた等税収曲線上で最も高い厚生水準を達成しうる

社会的無差別曲線を求めて、その社会的無差別曲線と等税収曲線の接点で示される最適な限

界税率 ′と人頭補助金 Gの組み合わせを見い出す。

第4節 分析の結果

まず、最適税制下の労働供給の動きから見ていこう。表 3‐2はステップ1で求めた等税収曲線上

における社会全体の労働供給の動きをまとめたものである。これによると等税収曲線上では平均

12)Stem(1976)は能力が対数正規分布すると仮定している。

13)以上の仮定のもつ意味については、本間・跡田。大竹,岩本(1985)を参照されたい。

14)労働を供給しない家計が存在する場合、等税収曲線は各家計の労働所得を積み上げて求めねばならない。

15)社会的厚生関数(3-23)は、γ次の非線型方程式である上に家計が労働を供給しない場合も考慮する必要があるた

めに、解析的には解くことは不可能である。ここでは反復計算によつて求めているo
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労働供給が単調に減少することがわかる
。
。したがって労働供給の極大化が政策 目標ならば税

率ゼロの点が選ばれることになる。すなわち、効率性のみを追求するならば政府が所得再分配政

策をおこなう余地はない。ただし個別家計については税率の上昇が必ずしも労働供給の減少を

意味しない。

表3-2 等税収曲線上での労働供給の動き

税率 平均労働供給

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

0。2829
0。 2775
0。 2716
0。2649
0。2574
0.2504
0,2441
0.2401
0.2369
0.2365

16)累進度を上げたとき社会全体の総労働供給が減少する条件についてはすでに Sandmo(1983),小 西(1985)が 示して

いる。彼らは個別家計にみられる労働供給のバックワード・ベンディングが社会全体にういて成立する可能性の少なさ

を指摘している。

3‐ 3 のの

年間収

フヽ階級
(万円)

旦里給供働労

ｔ

Ｃ

00/0     10    20
0.0万円  40.78 79.28

30   40    50     60    70   80     90
115.11 148.76176.50200212170222322208_99

～ 150
～ 200
～ 250
～ 300
～ 350
～ 400
～ 450
～ 500
～ 550
～ 600
～ 750
～ 800
～ 850
～ 900
～ 950

～ 1000
1000～

0.1153 0.09480.07140.04380.01090.00000.00000.00000.00000.0000
0.1398 0.12270.10330.08070.05400.02140.00000.00000.00000.0000
0.1545 0.13920.12180.10180.07820.04970.01400.00000.00000.0000
0.1832 0.17100.15740.14180.12370.10220.07570.04170.00000.0000
0.2101  0.20030.18960.17730.16340.14700.12730.10260.06950.0191
0.2333 0.22560.21730.20790.19730.18520.17090.15350.1311 0.0985
0.2503 0.24400.23720.22970.22130.21190.2011 0.18830.172401504
0.2641  0.25880.25330.2471 0.24050.2331 0.22480.21530.20400.1894
0.2890 0.28550.28190.27810.27410.27000.26570.26150.25730.2536
0.3076 0.30530.30290.30070.29850.29650.29490.29400.29430.2971
0.3177 0.31600.31430.31280.34580.31060.31020.31090.31330.3191
0.3309 0.32990.32910.32860.32020.32870.33000.33260.33750.3468
0.3448 0.34450.34450.34490.33800.34750.35030.35470.36210.3748
0.3592 0.35970.36050.36180.35560.36660.37070.37690.38630.4018
0.3933 0.39530.39780.40100.39620.41040.41740.42690.44050.4613
0.4143 0.41720.42060.42490.42090.43670.44520.45650.47210.4953
0.5024 0.50770.51390.52100.52070.53930.55130.56640.586006131
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また、表 3‐ 3からわかるように高所得家計では、課税による所得効果が代替効果を上回るため

に、税率の上昇とともに労働供給が増加している。また低所得家計では、税率の上昇は労働供

給の減少を招き、ついには全く働かなくなる。さらに税率の上昇とともにより多くの家計が労働を

供給しなくなる。これらの家計における労働供給の動きは等税収曲線の形状を決定し効率性の

側面から最適税率に多大な影響を及ぼす。

図3‐4                それでは、最適線型所得税問題が実際に社会的

厚生を極大化しているかどうかを調べよう。図 3‐4から図

3-6に は様々な度合いの公平性への指向を示すパラメ

ーター γのもとでの社会的無差別曲線 閉膠と等税収

曲線 RR′ が描かれている。図3‐4は γ=1、 すなわち功

利主義のもとでの社会的無差別曲線と等税収曲線を

描いたものである。図3… 4図 において功利主義的な価

値判断のもとでの社会的厚生極大化の解は端点解と

なっている。功利主義のもとでの最適税制は端点解に

なっているものの、等税収曲線の方が社会的無差別曲

線よりもはやく逓減するので厚生極大化の十分条件は

満たされている。このように社会的厚生を極大化する点

が税率ゼロのところで生じるということは、政府が何ら所

得再分配政策を行う必要がないことを意味している。

3…4 所 得 階層 別 の厚 生 の変化  (功 利 のケース

年間収入階層

ζ万 円ヽ

厚 牛水 準

税率0%定額補助金 0万円 税率0.1%定額補助金4.181万 円 厚 生 の 変 イヒ分

～ 150
～ 200
～ 250
～ 300
～ 350

～ 400
～ 450
～ 500
～ 550
～ 600
～ 750
～ 800
～ 850
～ 900
～ 950

～ 1000
1000～

1332.780

14829.192

52638.568
152049.844
273871.189
341306.632
285900.440
248102.260
230259.705
183499.474
123059.353
85200.524
82623.690
47937.065
90904.257
73147.283

106981.508

1333.030
1483.414
52645.36
152063.49
273886.79

341351.894
285902.161
248099.575
230250.358
183488.022
123050.254
81592.928
82614.998
47931.250
90889.735
73133.841

106951.692

0.251

2.222

6.792

13.654

15603
9.262

1.721
‐2.684
-9.347

‐11.452
‐9099
-7.596
‐8.692
…5.816

‐14.522
‐13.442
_29R17

2393643.763 2393580.799 6̈2.964
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この結果は表 3‐4をみることで理解されよう。表 3‐4は税率がゼロのときと0。 1%のときの厚生水準

の差を所得階層別に示したものである。年間収入が400万を超える家計にとって税率の引き上げ

は、厚生水準を引き下げることになる。年間収入が400万以下の家計にとつてそれは、厚生水準

の上昇を意味する。この両者の利害関係によって最適税率が決定される。功利主義は最大多数

の最大幸福のみを追究するため、本章のように政府による所得再分配を否定する結果が生じても

不思議ではない。ただしこの結果は所得分布、効用関数のパラメータの値に依存しており、功利

主義のもとでつねに最適税率がゼロになるとは限らない。所得分布が著しく不平等であるか所得

の限界効用が急激に逓減する場合には功利主義のもとで最適税率が正となる可能性は十分に

ある
′)。

図 3‐ 5 図 3…6

図3…5は γ=-0。 5の ときの社会的無差別曲線と等税収曲線を描いたものである。この図におい

て E点が社会的厚生極大化の十分条件を満たしていることはあきらかである。社会的無差別曲

線の形状はγの値に依存しておリー概にいえないものの、内点解の範囲ではほぼ S字型になる。

17)Stern(1976)は 本稿と異なる能力分布を仮定することによつて,功利主義のもとでも正の最適税率を導き出している。

5̈0 -



すなわち、社会的無差別曲線は税率の低いところで逓増する傾向にあり税率が極めて高くなつて

から逓減する傾向にある
°
。

図3… 6は γ=… ∞、すなわちマキシミン基準のもとでの社会的無差別曲線と等税収曲線を描いた

ものである。マキシミン基準のもとでの社会的無差別曲線は傾きゼロの直線となり、社会的厚生極

大化の点は人頭補助金の最大点と一致している。社会的無差別 曲線の傾きがゼロになるのは

(3-8)式にもどることで理解されよう。マキシミン基準のもとでは社会厚生関数が最も恵まれない家

計の効用のみの関数になるので、社会的無差別曲線の傾きは がιlに
なる。したがつて最低の賃

金率の家計が労働を供給しない場合にはマキシミン基準のもとで社会的無差別曲線は傾きゼロ

の直線になる。

3-5

γ

限界税率 人頭補助金

(1庁  「Elヽ

課税前所得 (平均 )

(万 円)

課税後タイル尺度

1.00

0.25
‐0.26

…0。 27
-0。 30
-0。 31

…0。 32
…0.33
‐0。 40
…0.50
‐1.00

…2.00
‐3.00
‐4.00
‐5。 00

_OO

0,00

0,00

0.00

4.00

8.00

10.13

12.60

14.90

31.62

44.70
61。 90
77.90
79。 20
79。 24
79。 24
70,4

0

0

0

16,7122
32.7972
41,3157
51.0227
59。 9497

120.6194
161.8084
204.0160
223.1090
223.2670
223.2674
223.2674
223.2674

418.2190
418.2190
418.2190
417.8198
409.9653
407.6610
404。 9422
402.3472
381.4950
362.0138
330.4160
295.3377
291.9533
291.8764
291.8764
291.8764

0.04600
0.04600
0.04600
0.04590
0.04405
0.04351
0.04287
0.04226
0.03740
0.03291
0.02524
0.01469
0.01379
0.01376
0.01376
0.01376

最適線型所得税体系のもとでの最適解が社会的厚生を極大化していることがわかったので、

最適税制の性質について吟味しよう。表 3¨ 5は γの値が小さくなるにしたがつて、すなわち公平性

への指向が強まるにしたがつて最適税率が上昇することがわかる。さらに最適税率の上昇につれ

て課税後のタイル尺度は低下し、所得分布はより平等化される。ところが逆に課税前所得は最適

税率の上昇につれて減少している。課税前所得の減少は効率性が阻害されていることを示唆す

るものである。したがつて表 3-5の効率性と公平性の間に明確なトレード・オフが存在することをわ

れわれに教えてくれる。

さて表 3‐ 5の なかで現実の税制がどのあたりに示されるのかをみてみよう。現実の税制には198

18)この傾向はγ=¨0.5の ときだけでなく内点解の範囲において,一般的に観察できる。
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7年の『家計調査年報』の勤労所得税と勤め先収入の金額から以下の租税関数を推計した。

税額=‐ 378200+0。 142004× 所得
(-5.67)(11.55)

R2=0.892145

ただし()内は ′値であり、R2は 自由度修正済みの決定係数である。表 3… 5からγ=‐ 0。 30～‐0。 33の

ときの最適税制がこの租税関数にほぼ対応することが見い出される。

最後に最適税制下での所得階層間の利害関係を示そう。表 3-6は 最適税制下の所得階層別

の租税負担率(所得補助率)をまとめたものである。課税最低限は年間収入階級の350万 円から45

0万 円の間にある。γが‐0。 5以下のケースでは低所得階層の補助率が無限大になつている。これ

は低所得家計の課税前所得がゼロになつているためである。さらにγの値が小さくなるにしたが

つて、低所得層の補助率と高所得層の租税負担率が大きくなることが理解されよう。

:%の3‐ 6

年間収入
階級 (万 円) γ=-0.31 ν=-0.32 ν=‐ 0.33 ν=-0.5 γ =-1 υ ==― (メЭ

-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-750
-800
-850
-900
-950
1000

1000-

…21.5

…13.2
-10.0

-5。 6

…3.0
-1.3

‐0.2

0.5

1.5

2.2

2.5

2.9

3.3

3.6

4。 3

4.7

5。 8

…28。 9
…17.3
-13.0

‐7.3
‐3.9

1̈.6
‐0.3

0.6

1.9

2.8

3.2

3.7

4.1

4.5

5.4

5.9

7.2

‐37.0
‐21.6
‐16,1
‐8.9
-4.7

‐1.9

…0.4

0。 7

2.3

3.3

3.8

4.4

4。 9

5.4

6.5

7.0

8.6

‐ ∞

238.6
122.6

…47.9
-21.5

7.8

1.0

3.4

9.4

12.8

14.4

16.2

17.9

19.5

22.5

24。 1

28.5

_00

_OO

-2200。 5

128.5
‐44.0
‐13.8
-1.0

6.5

16.1

21.3

23.6

26.2

28.6

30。 7

34.7

36.7

42.2

_00

_OO

_00

…
00

117.5

25.3

0.5

13.3

27.8

34。 7

37。 7

40。 9

43.8

46.3

50.8

53.1

58.8

第 5節 むすび

本章では既存のデータを用いて数値計算をおこなつたが、現実の政策提言の参考になるには

依然として超えなければならないハードルが数多く残されている。データに関していえば、わが国

で利用できるのは所得階層別のグループデータのみで個票を利用することができない。さらに各

家計の課税前の賃金率が得られないために能力分布を仮定することによつて賃金率を推計しな

ければならない。

また理論的にも多くの問題が残されている。本章での分析は静学的な枠組みに限定されてお



り貯蓄の問題を扱っていない。資本所得をも含む形での最適課税論はすでにいくつかの研究が

あるが代表的個人の制約を課されており、所得再分配の問題をうまく扱うことができない。
。さらに

本章では簡素化のために租税関数を線型に限定したが本来、入谷(1984)の ように非線型の最適

所得税問題を扱うことが望ましい。ただその場合は効用関数に限定的な仮定が必要となり、計算

量も飛躍的に増大する。これらの問題点の克服は今後の課題としたい。
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第4章 所得税と消費税の厚生分析

第1節 はじめに

第3章の分析では、政府の利用可能な税体系が線型所得税に限定されるケースについて、最

適課税の立場から望ましい税制パラメータについてのシミュレーションをおこなった。しかし、現実

の税体系は、所得税以外にも数多くの税 目が存在している。政府の利用可能な税体系が所得税

や消費税などの一部に限定されてきた従来の最適課税の分析は、現実の政策提言には耐えら

れなかつた。そこで、この章では所得税を減税し、消費税へ代替しようとする最近の税制改革の

流れを考慮に入れた厚生分析をおこなうことにした。

具体的には、税制改革による家計の選択行動の変化を提えるために、現実の累進的な所得税

制、利子所得税制、間接税制を組み込んだシミュレーション。モデルを構築した。家計への具体

的な影響をシミュレーションするためには、効用関数を特定化し、そのパラメータを設定する必要

がある。パラメ∵夕は、モデルから導出される家計の需要関数、労働供給関数を『家計調査』等に

おけるわが国の実際のデータから推計することで設定される。これにより、税制改革のシミュレー

ションをおこなうことができる。

シミュレーション分析では、税制改革が個々の家計の税負担、効用水準に与える影響が得ら

れる。ここでは、税負担と効用水準を指標にとったときに税制改革が各所得階層にとってプラスと

評価されるかマイナスと評価されるかが検討される。税制改革に対してこのような評価をおこなつ

た結果は、所得階層間で異なる可能性が大きい。そこで、個々の家計への影響を踏まえて、税制

改革を社会全体から評価するためにさまざまな社会的価値判断にもとづいて検討することにした。

その評価の際には、量的な側面と改革の内容からの質的な側面を考慮する必要がある。というの

は、現実に実施される税制改革は最適課税モデルで通常想定される税収中立を必ずしも満たさ

ないからである。すなわち、量的な側面としては、税制改革による各家計の効用水準について改

革前の水準と比べた絶対水準での変化が問題にされる。一方、質的な側面としては、改革が税

収中立でおこなわれた場合の各家計の効用水準や所得水準の相対的な変化が問題にされる。

本章の構成は以下の通りである。第2節では、複数の家計の選択行動様式と税制の関連が説

明される。さらに、税制改正による家計の効用の変化と社会的な厚生との関係が示される。第3節

では、具体的な厚生分析をおこなうためのシミュレーションの手順を説明する。シミュレーションを

行うためには、効用関数を特定化し、効用関数のパラメータを設定する必要がある。効用関数の

パラメータが設定した後に、税制の変更が家計の行動に与える影響を説明する。第4節では、厚

生分析の結果にもとづいた1988年度税制改正の評価を試みる。第5節では、本章で得られた結



果を要約するとともに今後の課題を指摘する。

第2節 家計と政府の最適化行動

第 1項 家計行動と税制

社会には f個の2期 間生存する家計が存在し、各家計の効用は第1期の消費ベクトル χr=(油 F,

・…,χノ,・
・・,χの 第ヽ2期の消費ベクトル χ井 (χ 2r,“ °

,χ 牙,"り 豹 、および労働供給量 Zで規定さ

れるとすると、その効用関数は、

び≡び′
(χ/,χが,ιう (ノ=1,¨・′D (4-1)

と表せる。

各家計は第 1期 に労働を供給して、労働所得を稼得する。労働所得には、累進的な所得税 (国

税 +地方税 )が課税されるので、家計は労働所得から所得税額を差し引いた可処分所得を消費

と貯蓄に振り分ける。今期の消費には、個別消費税が課税される。第2期 には、各家計は退職す

るものの、第 1期 におこなつた貯蓄に対して利子所得を得る。利子所得には、所得税が比例税率

で源泉分離課税される。各家計は、利子所得から利子所得税額を差し引いたものと貯蓄元本を

全額第2期 の消費にまわすものとする。もちろん、この消費にも個別消費税が課税される。

各家計の賃金率をソt貯蓄額をSt利子率を r、 所得税関数を
『

(ソ乞う、利子課税の税率を

′rとする。消費財の価格ベクトルを」″ (pl,・ ,̈p79¨
。,の 、個別消費税ベクトルをιF(`。′,… 。

,ι″,… °
,ι

♪とすると、家計が直面する第 1期の税込みの消費財価格ベクトルはql=((1+′θ)ク ,・
・・,(1+のぁ …

・,(1+のの =(9′′,… 。
,9〃,° ,̈9Dとなる。もちろん、第2期の税込み消費財価格ベクトルは、σ′=

((1+′a)ρノ(1+(1-Dめ ,…
。,(1+のρ/(1+(1‐めの,…

。
,(1+′Dノ(1+(1-わめ)=(92ノ ,¨

。
,9″,…

°,9が である。し

たがって、各家計の第 1期 と第2期 の予算制約式は、

α′資トソノιr_7(ソ ゴ
Zつ 一 S′

夕協 L(1+(1-′
うのS

,缶24J

(′=1,¨ 。
,D

(′=1,"。 ,D

(ノ=1,い 。,D

＜４．２＞
０
＜４．４＞

表現できる。ただし、プライム(')はベクトルの転置を意味する。

わが国の実際の所得税制では、所得税額は労働所得から給与所得控除と各種の所得控除

(人 的控除、社会保険料控除等)を差し引いて得られた課税所得に、超過累進税率表を適用し

て計算される。この労働所得と所得税額を関係づける所得税関数 r(予ヮィιぅとし、労働所得がwOL0
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の家計がいるとすると、この家計の所得税額は、限界税率んと課税最低限Cから計算される税額

乃 =ん (物ι。― a)
=`οぅ拗ιο― ιοGο

と一致する。この限界税率と課税最低限を現実の所得税制における限界税率と課税最低限と区

別するために、それぞれ「実効限界税率」「実効課税最低限」と呼ぶことにしよう。「実効限界税

率」と「実効課税最低限」は、労働所得の変化につれて、変化する。そこで、実効限界税率と実効

課税最低限を労働所得の関数としてそれぞれがとσと表記すれば、所得税関数 r(″」)は以下

のように書き換えられる。

ア(ノLう =′げLゴーノσ (ノ=1,… 。,D (4‐ 5)

一定の労働所得に対して (4‐ 5)式は線型の関数となつているが、労働所得の増加に伴い、実効

限界税率と実効課税最低限は上昇するので、依然として所得税体系全体の非線型性は保たれ

る。

(4‐ 3)式と(4‐4)式に(4-5)式を適用すれば、各家計の生涯にわたる予算制約式は

σ′'x/+ψ
′
ガ=(1■ ),デιr+′ ノσ   (′=1,"。 ,D (4‐ 6)

と表せる。この式は、労働所得から所得税を差し引いた第 1期 の可処分所得は、第1期の税込み

の消費額と第2期 の消費額における現在価値との合計額に等しいことを示している。なお、貯蓄

は(4‐4)式に示されるように第2期の消費額が第 1期 の貯蓄と税引き後の利子所得の合計額に等し

いので、(4‐6)式のライフサイクルの予算制約式では表面化されないことに注意されたい。

(4…6)式を予算制約として(4‐ 1)式を最大化するならば、第 1期 と第2期 の消費財需要関数と労働

供給関数は、

x′ /=x′ ノ(g・ ,92,(1イ )ソ tグの

x2/=x2/(σ ′′α2,(1-のソtグの

五′=〃 (cJ′ g2′
(1‐′)ソ

i,′ rGう

となる。

← 1,・・・,の

← 1,・・・,の

← 1,・ …の

(4‐7)

(4‐ 8)

(4‐9)

第2項 税制改革の評価方法
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税制を組み込んだ2期 間ライフサイクル・モデルから導出された(4-7)～ (4…9)式は、税制がどの

ような経路を通じて家計の労働供給や消費需要に影響を与えるかを示している。本章では、この

メカニズムを踏まえて税制改革が家計に与える影響を評価する。

税制改革による影響を評価する方法としては、個別家計に与える影響から評価する方法と、そ

の個々の影響を総合的に評価する方法とがある。個々の家計の税負担における変化および効用

水準の変化で評価する方法は、前者に属する評価法である。ここでは、家計の選択行動モデル

を想定しているので、この方法を用いれば、税制改革による消費需要や労働供給の変化を通じ

た税負担や効用水準の変化が評価できる。個々の家計の税負担における変化を社会全体として

見るならば、それは家計間の所得分配を変化させることになる。また、個々の家計の効用水準に

おける変化を合計すれば、社会全体での厚生の変化を見ることができる。このような総合的な指

標による評価は、後者の評価法に従うものである。以下では、本章で用いるこれらの評価方法を

簡単に説明しておく。

所得税の改革は、(4-9)式からあきらかなように労働供給の変化を通じて課税前所得を変化さ

せるとともに、(4-5)式で規定される所得税の負担構造を変えるので、その両者を通じて(4-6)式の

右辺の可処分所得を変化させる。この可処分所得の変化は、消費需要の変化を通じて間接税負

担も変化させる。一方、間接税の改革による消費財価格の変化は、所得税の改革と同様な影響

を持つと同時に、税込み価格の変化 自身により間接税負担を変化させる。税制改革による個別

家計の税負担の変化は、これらの変化を全て考慮して計測される。

税制改革による各家計の効用水準の変化は、改革前後の消費需要および労働供給を(4‐7)式

～(4-9)式から求めれば、容易に計測できる。税制改革による各家計の効用の変化のみを知りた

いのであれば、(4‐ 7)式 ～(4…9)式を(4… 1)式 の効用関数に代入することにより得られる間接効用関

/′=/r[争,ψ,(1‐′)ソ t ′
ゴG] (ノ =1,…・,D (4-10)

数を改革前後で比較すればよい。しかし、選好の異なる家計間の効用を比較するためには、効

用の差を標準的な尺度で評価しなければならない.本章では、各家計の効用の変化を等価変分

によって計測することにした。等価変分は、価格 (gろ %(1-ののを所与とすると、税制改革後の効用

水準を達成するためにはどれだけの所得補償が必要かを示すものである。改革前の状態を上付

き添え字のO、 改革後の状態を1とし、改革前の価格体系のもとで効用最大化を達成する間接効

用関数をア、改革後の価格体系のもとでの効用最大化を達成する間接効用関数を/としたとき、

支出関数e(0)を用いれば、等価変分EИま



」デルたe((gr,aレ (1‐′)ソ う
。
,′ )‐c((g′ ,αろ(1ィ )ソ )。 ,ノ ) (4‐ 11)

と表せる。

税制改革が社会全体に与える影響を、本章では、各家計の効用水準に基づいた社会的厚生

の変化と税負担の変化により生じる課税後の所得分配の変化とから評価する。前者の社会的な

厚生関数を用いた分析では、税制改革による各家計の効用水準の絶対的な変化がある一定の

価値判断のもとでどのように評価されるかが検討される。この社会的な厚生関数として、具体的に

は

l     I

〃 = 一 Σ

γ i=1

γ≠ 0

l m                    γ

〃=¨一 Σ″[σノ,グ,(1‐′り ヽ′rG tt  γ≠0

γ i=1

γ

び
1

を採用することにした。ここで、γは不平等に対する社会的な価値判断を示すパラメータである。

γが1の値をとるとき(4… 12)式は各家計の効用水準の総和となる。これは、所得稼得能力にいかな

る格差が存在する場合にも、各家計の効用水準に同一の重要度が付与されるベンサム的な社会

的厚生関数に対応する。これに対してγの値が小さくなると、効用水準の低い家計により高い重

要度が与えられることになり、その社会の平等性への指向が高まることになる。特にγの値がマイ

ナス無限大をとる場合には、その社会において最も恵まれない家計を最大限に重要視するロー

ルズ流の社会的厚生関数となる。

間接効用関数(4-10)式を用いれば、(4-12)式の社会的厚生関数は、

(4… 12)

(4-13)

と書き換えられる。(4‐ 13)式は、税制がどのような経路を通じて社会的厚生に影響を与えるかを示

している。本章では、社会的な価値判断を示す γの任意の値について、税制改革により(4‐ 13)式

の社会的厚生水準がどのように変化するかを検討する。

このような社会的厚生関数では、すべての階層で減税となるような税制改革はいかなる価値判

断のもとでも社会的厚生水準を増加させる。しかし、この分析は税制改革による所得階層間の厚

生水準の相対的な変化を考慮していない。そこで本章では、その社会の所得分配の平等性をは

かる尺度として一般化されたエントロピー指数を用いることにした
゛
。エンロピー指数とは

1)一般化されたエントロピー指数については Cowdl― 久我(1981)を参照されたい。
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l n(浴 )1+ν -1

E=‐ ― Σ

4 i=l ν (1+ν )

と定義される。ここでれは家計数、s=(s′ ,・ …,Sち・“,Sn)は相対所得分布、νは一∞から+∞の値

をとるパラメータである。なお、この一般化されたエントロビー指数は ν=0の ときにタイル尺度に一

致する。

第3節 シミュレーション。モデル

第 1項 効用関数の特定化

以上のような理論的枠組みに基づいて、税制改革のシミュレーション分析を試みるためには、

各家計の効用関数を特定化する必要がある。本節では、効用関数に separability を仮定し、

(4… 1)式の効用関数を次のように特定化する
の
。

ひ=[(1‐ β)」げ″+β (1.ι)‐

μ
]‐

1′″

ЛL[α Cfη +(1‐ α)C2‐
η
]・

/η

′  ′j        ′  ′j

C′ =Π χj  ,  C=Π 為

(4‐ 14)

(4‐ 15)

(4-16)

ここで、aは第 1期の加 の個別消費財から構成される現在消費、のは第2期 の刑 の個別消費財

から構成される将来消費、月は現在消費と将来消費の合成消費である。また、(4-14)式 のβはウ

ェイト・パラメータ、ε=1/(1+μ )は2Zの 代替の弾力性、(4-15)式のαはウェイト・パラメータ、σ=

1/(1+η )は aと cの代替の弾力性、(4-16)式のノjは熟ヽ 費財のウェイト・パラメータである.なお、

以下では煩雑化を防ぐため家計の添え字を省略する。

生涯の予算制約 (4‐ 6)式を制約条件として、件 14)式～e-16)式のような nes∝ d一 CES型の効用

関数を最大化すれば、第 1期 の個別消費財需要関数と第2期の個別消費財需要関数、および労

働供給関数を導出できる。第 1期と第2期の個別項 目ごとの消費財需要関数は

2にのような netted u'lity functionを 用いた家計の最適化行動の定式化は、租税政策を評価するための数量的一般均

衡モデルを構築した Ballard,Funerton,shoven,and Wh」 ley(1985)に よつて採用されている。
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′ノ(1'り a
に1,… ,め

(1+′.)p

′jOC
(4… 17)

ル = 
砺

σ=1,¨ 。
,め

となる。この(4… 17)式 は、(4‐7)式の個別消費財の需要関数に対応するものである。なお、現在消

費の価格 0と将来消費の価格しにはそれぞれ

′         ′j

O′=Π [(1+′a)p/′ j]

j=1

(4-18)

′                ′j

O= Π[((1+′.)p7/(1+(1-Dめ )//′ j]

,=1

という関係がある。また、現在消費Clと将来消費C2は、

ασ
((1-め″二十ιG)

t a=
Qぽ [α

σ
O「

σ
十 (1‐ α)σ Crσ ]

(1‐ α)σ ((1-か7ん+`σ)

C=

Qゲ [α
σ
Oノ

‐σ十(1‐ α)σ Orσ ]

となっている。

一方、効用最大化条件から導出される労働供給関数は、

力((1‐めの Qε ―
`び

‐ε

ι =
(4‐ 20)

((1‐のの 十 ((1-の″)Oε ルrε

となる。ただし、卜 ((1… β)/β ). である。また、cは現在消費と将来消費から構成される合成消

費,の価格であり、それぞれの価格と次のような関係にある。

X/J

に-19)

Q=[α σ
Oメ

‐σ
十 (1… α)σ (乃

rσ
]ス

トσ)
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第2項 パラメ∵夕の設定

シミュレーション分析を実際に試みるためには、さらに(4‐ 14)式～(4-16)式に示した家計の効用

関数についてパラメータの値を設定しなければならない。その設定では、家計の現実のデータに

もとづく消費 0貯蓄・労働供給が効用最大化行動の結果となつているということを前提とする。

個別消費財の選択における効用関数のパラメータの設定から説明しよう。個別消費項 目のウェ

イト・パラメータ′は、最大化条件 (4‐ 17)式からあきらかなように、各消費項 目への支出額の総消

費支出額に占める割合と解釈できる。1986年 の『家計調査年報』(総務庁)の勤労者世帯の十分

位階級別のデータを用いれば、その10大消費項 目を支出総額で割ることにより、パラメータの値

が得られる。その結果は表4‐ 1にまとめられている。

表 4‐ 1 効用関数のパラメータ:λ

所得分位 I VⅣⅢⅡ

食料費
住居
光熱 0水道
家具・家事用品
被服及び履物
保険医療
交通通信
教育
教養娯楽
その他の消費支出

0.3038  0.2935  0.2803  0.2828  0.2732
0.0957  0.0770  0.0681  0.0579  0.0530
0.0740  0.0657  0.0602  0.0626  0.0594
0.0381  0.0408  0.0388  0.0404  0.0420
0.0605  0.0608  0.0628  0.0647  0.0630
0.0306  0.0295  0.0299  0.0279  0.0249
0.0928  0.0930  0.1130  0.0940  0.1043
0.0289  0.0299  0.0341  0.0385  0.0426
0.0748  0.0825  0.0833  0.0896  0.0887
0.2008  0.2274  0.2296  0.2415  0.2489

所得分位 XⅨⅧⅦⅥ

食料費
住居
光熱 0水道
家具・家事用品
被服及び履物
保険医療
交通通信
教育
教養娯楽
その他の消費支出

0.2639  0.2621  0.2383  0.2281  0.2046
0.0480  0.0335  0.0289  0.0290  0.0403
0.0569  0.0579  0.0557  0.0534  0.0478
0.0407  0.0400  0.0387  0.0414  0.0422
0.0666  0.0684  0.0710  0.0824  0.0808
0.0236  0.0226  0,0205  0.0198  0.0192
0.0931  0.0907  0。 1008  0.0957  0。 1015
0.0459  0.0474  0.0572  0.0523  0.0492
0.0924  0.0915  0.0890  0.0936  0.0927
0.2689  0.2860  0.2999  0.3044  0。 3218

(4-15)式 の現在消費と将来消費の代替の弾力性 σとウェイト0パラメータαの設定には、(4-19)

式を使用した。可処分所得 ((1-め″七十
`θ

)には、1986年の『家計調査年報』の「勤め先収入」から

所得税・地方税を差し引いたものを用いた。また、現在消費の価格 01は個別消費財の税込み価

格 (1+洗jれとパラメータ′が与えられれば、(4‐ 18)式から求められる。個別消費財の税込み価格 (1

+rcJれ には、1986年の『消費者物価指数年報』(総理府統計局)の 10大消費項 目別の物価指数を

用いた。将来消費の税込み価格 Oは、現在消費の価格と利子率から計算できる。利子率には、1
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985年の『貯蓄動向調査』(総務庁)の各金融資産保有残高をウェイトとして、同年の各金融資産

の利子率を加重平均した値を利用した。これらのデータが与えられれば、σとαは現在消費と将

来消費の需要関数 (4‐ 19)式から推定できる。しかし、この非線型同時方程式による推定ではその

推定値からみて妥当な結果が得られなかつた。そこで、これらの設定に際しては、代替の弾力性

σの値を0。 4と0.8に 固定し、それぞれのケースについてウェイト・パラメータαを求めた。その結果

は、表4…2にまとめられている。

のパ ラメ早

所得 分位 σ =0。4 σ=0.8
第 I分位
第 Ⅱ分位
第Ⅲ分位
第Ⅳ分位
第V分位
第Ⅵ分位
第Ⅶ分位
第Ⅷ分位
第Ⅸ分位
第X今位

0.996016
0.976288
0.980358
0。952298
0。951238
0。941522
0。928096
0.925018
0。 932144
0.922722

0。 941258
0,866845
0.877675
0.81938
0.817481
0.802869
0。 784766
0。 781031
0.789988
0。 778114

合成消費と労働供給で規定される家計の効用関数 (4‐ 14)式のパラメータ(β ,ε )を推計するた

めには、(4‐20)式からあきらかなように、合成消費の価格QH、 実効限界税率tと実効課税最低限G

との税制パラメータ、労働供給L、 および賃金率wのデータが必要である。合成消費の価格QHは、

先に求めたσとαの値および現在消費と将来消費の価格を用いれば、(4‐21)式より計算できる。

税制パラメータは、『家計調査年報』の「勤め先収入」に実際の所得税制を適用して所得税額と実

効限界税率を求め、それを(4‐ 5)式の所得税関数を当てはめて実効課税最低限を計算することに

より得られる。しかし、労働供給と賃金率のデータは、ここで基礎データとして利用している『家計

調査年報』には掲載されていない。そこで、労働供給と賃金率については本間・跡 田・井堀。中(1

987)の 手法にもとづいて推計した。具体的には、各家計の賃金率は能力と効率当たり賃金率の

積に等しく、能力は『家計調査年報』の「実収入」の対数をとったものに等しいと仮定し、最大の労

働供給は0.5と して効率当たり賃金率を設定する。労働供給データは、このようにして求めた能力

と効率当たり賃金率から推計される。これらのデータを(4‐20)式に適用すれば、効用関数のパラメ

ータを求められる。表4‐ 3の代替の弾力性 εの値は、ウェイト・パラメータβを10~6と 0.1として計算

したものである。以下では、σ=0.4、 β三106のパラメータの組み合わせを標準的なケースとして

取り扱う
9。

3)パラメータの感度分析については補論を参照されたい。



4-3 のパラメータ:〔

所 得 分位 σ=0.4β =10~° σ=0.8 8=10~6 σ=0.4 3=0。 1

第 I分位
第 Ⅱ分位
第Ⅲ分位
第Ⅳ分位
第V分位
第Ⅵ分位
第Ⅶ分位
第Ⅷ分位
第Ⅸ分位
第X分位

0.17654
0。 18844
0。 198155
0.201657
0.207672
0.214065
0。 220776
0.230001
0.238501
0。 259115

0.171962
0。 183453
0.193182
0.197234
0。 203296
0.20996
0。 217001
0.22632
0.234725
0。 255625

0.465202
0。 500955
0.527469
0。 541732
0.557132
0.576773
0.595483
0.626214
0。 648436
0。 707706

第3項 シミュレーションの手順

効用関数のパラメータが設定され、税制改革の厚生分析の準備が整ったので、以下では具体

的なシミユレーションの手順について説明しよう。ここでは、所得税を減税し、消費税に代替した

税制改革として1989年度から実施された竹下税制改革を取り上げてシミュレーション分析をおこ

なうことにした。

前述のシミュレーション。モデルでは、間接税体系が与えられれば価格変数は順に決定される。

既存間接税の調整と消費税導入からなる間接税の改革は、最初に個別消費項 目の税込み価格

(1+お)動を変化させる。この個別消費項 目の価格の変化には、第2章の産業連関表を用いた消費

税の価格分析の推計結果を利用した。本章では、その推計結果のうち、投資財控除の取り扱い

方の違いから生じる次の2ケースの価格上昇率を用いてシミュレーションを試みた。ケース1は企

業が投資財税額控除を全額価格の引き下げに用いる場合であり、ケース2は、企業が投資財税

額控除を仕入れに含まれている税額を相殺するものにすぎないと考えて、それを価格引き下げ

に用いない場合である。ケース1の個別消費財の価格上昇率から求めた消費者物価上昇率は1.

29%、 ケース2からもとめたそれは1.95%となつている。これらの個別消費項 目の価格上昇率を19

86年時点の個別消費財の税込み価格(1+t.)pに乗じると、消費税導入と既存間接税の調整を考

慮した税制改革後の税込みの個別消費財価格が得られる。この個別消費項 目の税込み価格の

変化は、(4‐ 18)式の関係を通じて現在消費および将来消費の税込み価格に影響を与える。

間接税の改革による間接税率の変化は、現在消費の価格と将来消費の価格を比例的に変化

させるので、現在消費と将来消費の選択には影響を及ぼさない。しかし、その変化は(4‐ 21)式の

関係を通じて合成消費の価格を変化させるので、労働供給には影響を及ぼすことになる.

所得税の改革による実効限界税率tと実効課税最低限θの変化は、労働供給に影響を与える。

この変化は所得水準を変化させるので、累進的所得税制のもとでは新たに適用される限界所得
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税率と課税最低限を変化させることになる。すなわち、所得税関数 (4…5)式の実効限界税率tと実

効課税最低限θが労働供給の内生変数となるのである。この問題は、従来の定式化においては、

税制改革後の限界税率と課税最低限を恣意的に与えることによつて回避されてきた
゛.本章では、

以下のような数値計算によりこの問題点を解決し、現実的な超過累進型の税率表のもとでのシミ

ュレーション分析を可能にした。

労働供給五に任意の値を与え、給与収入予こ を計算する。この給与収入から実際の所得税制

にしたがつて給与所得控除、基礎。扶養・酉己偶の人的3控除、社会保険料控除を差し引いて課税

所得を計算し、適用限界税率と所得税額を求める
の
。適用限界税率と所得税額がわかれば、

(4-5)式 より実効課税最低限Gが計算できる。以上の計算により得られる可処分所得と間接税の改

革に対してすでに求めた現在消費と将来消費の価格を用いれば、(4… 19)式より現在消費と将来

消費が計算できる。これらをさらに(4‐ 15)式の効用関数に当てはめれば、合成消費Hが得られる。

任意の労働供給Lとそれに対応したこの合成消費Hを家計の効用関数 (4… 14)式に代入すれば、

家計の効用水準が求められる。したがつて、労働供給Lの値に関して以上の計算を繰り返しおこ

なえば、効用最大化を満たす労働供給と所得税制のパラメータが得られる
の
。

以上の手続きにより、税制パタメータの変更後における各家計の最適な合成消費と労働供給

が得られるので、それに対する効用水準も決定される。これに対して、所得税、間接税、利子所

得税の負担額は以下のようにして計算した。最適な労働供給が与えられれば給与収入が求めら

れるので、それに対する所得税額も計算できる。一方、可処分所得と現在消費将来消費の価格

が決まれば、(4… 19)式より現在消費と将来消費が求められる。将来消費からは、利子所得税の負

担額が計算できる。現在消費にその価格を乗じれば税込み消費支 出額が計算できるので、

(4‐ 17)式より項 目別消費Xが求められる。消費税の負担額と既存間接税の負担額は、この個別項

目の消費量に税抜き価格pをかけて消費税の課税ベースを産出し、消費税率と既存間接税の税

4)Bdlard,Fulle■ on,Shoven,and Whaley(1985)の モデルでは、現行税制のもとでの各所得階層の適用限界税率を

求め、その限界税率を外生的に変化させることでシミュレーションをおこなつている。この場合、各所得階層は同一の限

界税率区分の中で改革前後ともに課税されていることになり、税率表の変更により、改革前とは異なる限界税率表の区

分に移行する可能性を排除することになる。

5)本章で想定した竹下税制改革の概要にっいては、第1章を参照されたい。

6)なお、効用水準を最大化するような労働供給Lと税制のパラメータの探索には直接探索法を適用した。直接探索法は、

最大化ないし最小化したい評価関数 f(α )が 区間 [α l,α 2]に最大点、ないし最小点が存在することがわかつている場

合にステップ幅を決めて最大値ないし最小値を探索する数値計算法である。



率をそれに乗じれば計算できる
の
。

第4節 分析の結果

この節では、税制改革が個別の家計の税負担に与える影響を調べ、それを踏まえて所得税と

消費税を代替しようという税制改革が社会的厚生と所得分配の不平等の観点からどのように評価

されるかを示そう。

第 1項 家計への影響

表4‐4 税制改革による税負担の変化 (CPI=1.29%、 σ=0.4、 β=106) 単位 :万 円

表 4‐ 4と表4-5は、消費者物価上昇率に関する2ケースの想定に対する税制改革による所得階

層別の税負担の変化を示したものである。消費者物価上昇率が1.29%の ケース1に対応する

表4-4で現行税制と税制改革後の総税額を比較すると、第 I分位以外のすべての所得階層で実

質減税となつている。一方、消費者物価上昇率が1.95%とやや高いケース2に対応する表4-5で

同様な比較をすると、第Ⅷ分位以上の所得階層でないと実質減税にならない。所得階層間の減

税額を比較するとどちらのケースにおいても高所得層ほど大きくなっている。したがって、竹下税

7)間接税の実効税率の推計方法については、林。橋本 (1987)を 参照されたい。

Ⅲ   Ⅳ  V Ⅵ Ⅶ

現行 (1987年度改正 )

鷺針共升聴叉フヽ     233.6 316.5 368.2 412.5 454.3 504.7 552.5 633.2 703.8 907.0
消費支出  208.8251.7293.5302.8329。 7355.9377.4421.9465.6563.8

2.1   8。 7  14.2  19.6  25.6  33.3  41.4  59.2  77.3 137.1
個別消費税  12.6 15。 4 19.0 18.7 21.0 22.0 23.4 26.7 28.8 35。 2

0.0  0.0 0,0  0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
0.1  0.3 0.4 0。 6  0.6 0。 7  0。 8  1.0  1.0  1.2

_総税額_____14.8__24.4__Q亀 。_1__Qι p 47.1 56.0 65.6 86.8107。 1173.5
竹下税制改革 (1988年度改正)

所得税     0.3 4.5 9。 2 13.9 18.7 26.0 33.4 47.3 58.0113.0
個別消費税  10。 7 13.0 16.0 15.8 17.6 18.4 19。 8 22.6 24。 2 29.7
消費税     5。 4 6.5 7.8 7.8 8.7 9.2 9.6 10。 9 12.0 14.8
利子税     0.1 0。 3 0.4 0.6 0.6 0。 7 0.8 1.0 1.0 1.3
部念ガ屯客頁        16.5  24.3  33.4  38.1  45.5  54.3  63.6  81。 9  95。 2 158。 7~10こ

7年度改正ど105酵
「 度改正と蕩□憂Iか″顔

~~~~~~~~一 一一一―――一

所得税    -1.8 -4。 1 -5.0 -5。 7 -6.9 -7.3 -7.9 -11.8-19。 2-24.1
個別消費税  -1.8 -2:4 -2.9 =2。 9 -3.4 -3.6 -3.7 -4.0 -4。 7 -5.5
消費税    5。 4 6.5 7.8 7.8 8.7 9.2 9.6 10。 9 12.0 14.8
利子税    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0

-0。 1  -0。 1  -0.8  -1.6  -1.7  -2.0   -4.9 -11.9 -14.8



制改革には、消費税の導入により低所得層の税負担を増加させる傾向がある。また、物価上昇の

違いは、改革による増減税の分岐点を大きく左右することになる。

表4‐6 税制改革による階層別厚生変化 (等価変分)(σ =0.4、 β=10~6)単位 :万 円

所得分位 ケース1 ケース2

Ｉ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ｘ

-0.02

0.01

0.03

0.05

0.08

0。 10

0。 16

0.56

1.07

1.93

‐0.06
-0.06

‐0.08

0̈.09
‐0.09
-0.12

-0。 11

0.14

0.57

1.12

税制改革は、所得階層間の税負担に異なる影響を与えている。これに対して、所得階層間の

効用水準にはどのような影響を与えるのであろうか。税制改革による厚生変化を示す等価変分を

所得階層別に計測した結果は、表4-6にまとめられている。この結果も、間接税改革による物価上

昇の違いに大きく左右されている。ケース1では第 I分位を除くすべての所得階層で効用水準が

上昇しているが、ケース2では第Ⅶ分位までの効用水準が低下し、第Ⅷ分位以上の所得階層で

なければ効用水準の上昇はみられない。この効用水準の変化は、各所得階層の税負担の変化

に対応している:これは、税負担の軽減が所得効果を通じて消費を増加させるからである。効用

冶針共升聴甦フヽ     233.6 316.5 368.2 412.5 454.3 504.7 552.5 633.2 703.8 907.0
消費支出  208.8251.7293.5302.8329.7355。 9377.4421.9465.6563.8

2。 1   8.7  14.2  19.6  25.6  33.3  41.4  59.2  77.3 137.1
個別消費税  12.6 15.4 19。 0 18。 7 21.0 22.0 23.4 26。 7 28.8 35.2
消費税
利子税

消費税
利子税

総税額    14.8 24.4 33.5 38.9 47.1 56.0 65.6 86.8107.1173.5
竹下税制改革 (1988年度改正)

0。 3   4.7   9。 4  14.2  19。 0  26.3  33.8  47.8  58.8 113.3
個別消費税  10.7 13.0 16.0 15。 7 17.5 18。 4 19,7 22.6 24.1 29.5

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
0.1  0。 3 0.4 0.6 0.6 0,7  0。 8  1.0  1,0  1.2

6.9   8.3  10.0  10。 1  11。 1  11.8  12.5  14.2  15.6  19。 1

0。 1  0.3  0.4  0.6  0.6  0.7  0,8  1.0  1.0  1.3
_lS参:4頸 _¨ __¨ __… 10■ Q¨ …2Q・ Q̈¨ _亀 Q・_Q_ こヽう 48.3 57.2 66.8 85.6 99。 5 163.2
1987年度改正と1988年度改正の比較 :変化額
弓斤黎詐つ屯        -1.8  -4.0  -4.8  -5.5  -6.5  -6.9  -7.6 -11.3 -18.5 -23.8
個別消費税  -1.9 -2.5 -3.0 -3.0 -3.5 -3.6 -3.8 -4.1 -4.8 -5,7
消費税    6.9 8.3 10.0 10。 1 11.1 11.8 12.5 14.2 15。 6 19.1
利子税    0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.3   1.9   2.2   1.7   1.1   1。 3   1.2  -1.2  -7.6 -10.
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の変化を所得階層間で比較すると高所得階層の方が大きい。これは、減税額が高所得階層ほど

大きくなつているためである。

第2項 社会的厚生と所得分配

税制改革による個別家計の効用の変化を社会全体としてはどのように評価できるのであろうか。

本章で取り上げた竹下税制改革は、減税超過型となつているので社会的な厚生の絶対的な水準

に与える量的な効果 (スケール効果 )と課税後の所得の相対的なシェアに与える質的な効果 (相

対効果)を持つものと考えられる。

表4-7 税制改革による社会的厚生の変化率 (σ =0。 4、 β=10~6)単位 :%

γ ケース1 ケース2

-30.0

…5。 0
…4.0
‐3.0
‐2.0
‐1.0

0.1

0.3

0.5

0。 7

1.0

‐1.88

0.05

0。 13

0。 19

0。 22
0.18

0.03

0.09

0.16

0.23

0.37

‐5.48
‐0.73
‐0.53
‐0.34
‐0.17
‐0.04

0.00

0.01

0.03

0.05

0.09

税制改革のスケール効果は、(4… 13)式の社会的厚生関数から求めた厚生水準の変化率で測る

ことができる。これを示した表4‐ 7のケース1では、γ=‐ 30を 除くすべてのγの値に対する厚生水

準は上昇している。社会の公平性への指向がかなり強い状況を意味するγ=‐ 30の ときに社会的

厚生水準が低下するのは、表 4‐6で示したように第 I分位の効用の変化がマイナスになっている

からである。一方、ケース2でもγの値が小さくなり、社会の公平性への指向が高まると、社会的

厚生水準は低下する。この結果は、表 4‐ 6における所得階層別の厚生水準の比較が、第Ⅶ分位

までの厚生を悪化させていたことに対応している。以上の分析結果は、減税超過型の税制改革

がほとんどの所得階層の効用水準を引き上げたとしても、いかなる価値判断をとるかによって社

会的厚生の評価が異なってくることを示している。さらに、公平性への指向があまり強くならない

限り社会的厚生は改善されるが、その改善は主として高所得層の減税の方が大きいことによリス

ケール効果が生じたためと考えられる。



表4-8 課税後所得不平等度の変化

ν

ケース1 ケース2

現 行 改革後 改善度 現行 改革後 改善度

10
5

1.0

0.0
‐0.5

…1.0
-2.0

‐3.0

…4.0
-5。 0

…6.0
‐7
-10

0.2503
0.0782
0.0530
0.0528
0.0536
0.0549
0.0598
0.0683
0.0821
0。 1039
0。 1383
0.1932
0。 6712

0。 2809
0.0831
0.0547
0.0541
0.0547
0.0559
0.0605
0.0687
0.0820
0.1030
0。 1360
0.1885
0.6388

‐12.24%
‐6.29%
‐3.08%
‐2.45%
-2.14%
‐1.84%
…1.22%
‐0.58%
0,11%
0.84%
1.62%
2.42%
4.840/0

0.2503
0.0782
0.0530
0.0528
0.0536
0.0549
0.0598
0.0683
0.0821
0.1039
0.1383
0.1932
0.6712

0.2621

0.0804
0.0539
0.0536
0.0543
0.0556
0.0604
0.0688
0.0825
0.1040
0.1380
0.1921
0.6598

4̈.73%
‐2.77%
…1.70%
‐1.48%
‐1.380/0
-1.27%
-1.04%
…0。79%
‐0.50%
-0。 180/0

0.17%
0.540/0

1.70%

減税超過型の税制改革がスケール効果を持つとしても、高所得層の減税の方が相対的に大き

い場合には、低所得層と高所得層の課税後所得の相対的シェアが変化することになる。そこで、

税制改革がこの質的側面に与える影響を検討するために、税制改革前後の課税後所得 (給与収

入マイナス所得税額)についての不平等度の変化を一般化されたエントロピー (Generdized

Entropy)指数を用いて計浪lした。表4‐8は、その結果をまとめたものである。この指数のνはどの

所得層を重視するかについてのウェイト・パラメータと解釈できる。νの値が小さくなるほど、低所

得層の所得の変化が重視されることになる.表 4‐ 8では、νが…3以上の値を採るとき、課税後所得

の不平等度はケース1、 ケース2ともに上昇している。この課税後所得の不平等化は、今回の改革

が各所得階層の課税後所得を増大させるものの、その増加割合が高所得層ほど大きくなつてい

ることを反映している。また、ケース1についてνが‐4以下、ケース2についてはνが‐6以 下の値を

採るときには、課税後所得の不平等度が低下している。これは、νの値を極端に低く設定すると、

エントロピー指数は中堅所得層や高所得層の上昇に比べて低所得層の課税後所得の上昇を過

大に評価してしまうためである。したがつて、所得税の再分配効果の評価もいかなる価値判断をと

るかにより異なってくる。

第5節 むすび

この章では、税制改革が社会全体の厚生に与えるスケール効果と所得階層間の課税後所得

シェアに与える相対効果をそれぞれ社会的厚生関数と不平等尺度を用いて検討してきた。社会



的厚生関数を用いた分析では、物価上昇の程度が高く、公平性への指向が高い場合を除けば、

社会的厚生水準が改善され、税制改革にプラスの評価が与えられる。一方、不平等尺度による

分析では、中堅所得層の分配を考慮する場合には、税制による再分配効果が弱められ、税制改

革にマイナスの評価が与えられる。このようにどちらの分析においても、税制改革の評価は社会

的な価値判断に依存するから、全階層にわたり減税となる今回の税制改革でも、所得階層間の

対立を生み出すことになる。

最後に残された課題を指摘しておこう。第 1に、本章では現実に実施された税制改革の評価を

試みたが、より望ましい改革案を模索するためには、所得税の税率表、利子課税の税率、消費税

の税率等のさまざまなタックス0パラメニタの膨大な組み合わせの中から最適な租税構造をみい

だすことが求められる。第2に、本章では法人税減税を考慮していない。法人税を組み込んだ税

制改革のシミュレーション分析は、Bdlard,Fulle■on,Shoven,and Whalley(1985)の モデルに

おいておこなわれている。そこでは、資本所得税と配当所得税の実効税率の変化という形で法人

税改革が取り扱われているが、この方法は法人利得への課税という現実の法人税制を厳密に反

映したものとはいえない。これらの残された問題については、今後の検討課題としたい。

<補論 >パラメータの感度分析

本章で得られた結論がどの程度効用関数のパラメータに依存しているかを調べるために、感

度分析を試みよう。付表 1は、ケース1の物価上昇の想定のもとで、3つのパラメータの組み合わせ

に関して社会的厚生の水準を比較したものである。ケースAは本章で基準とした場合、ケースB

は現在消費と将来消費の代替の弾力性 σを大きくした場合、ケースCは β=0。 1とし合成消費と労

働供給の代替の弾力性 εがより大きな値をとる場合である。この表では、社会的厚生の変化はど

のケースでもほぼ同じである。したがつて、厚生分析の結果が効用関数のパラメータの値に左右

される可能性は少ない。

付表1 税制改革による社会的厚生の変化 単位 :%

γ

A    B    C
σ=0.4  σ=0.8  σ=0.4

β=10-6 β=10-6  β=0。 1

…5.0
‐3.0
‐1.0

1.0

1.4   1.5      1.5

1.2    1.3       1.3

0.7    0.7      0.7

1.2    1.2       1.3
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第5章 消費税の複数税率化と一般均衡分析

第1節 はじめに

前章までの分析では、分析対象を家計部門に限定し、生産部門については明示的に取り扱つ

てこなかつた。しかし、税制改革は、たとえ直接的には家計に課税されることになる所得税の改革

であつても、労働供給への影響や消費行動の変化などさまざまな経路を通じて生産部門に影響

を与え、さらに生産部門における要素価格比などの変化は労働市場や資本市場を通じて家計部

門にフィードバックされることになる。そこで、この章では前章で示した家計部門の主体的均衡を

考慮したシミュレーション・モデルを拡張し、生産部門を明示的に組み込んだ応用一般均衡モデ

ルによるシミュレーシヨン分析を行う。租税政策評価のための応用一般均衡モデルとしては、

Ballard,Fulle■o■,BoShoven and Whdley(1985)が 有名である。本章で構築するモデルは基本的

に彼らの手法を踏襲したものである
°
。ただし、彼らのモデルがマクロ集計量をデータとして使用

する大型モデルであるのに対し、本章のモデルは、比較的小型だが税制に関して専門的なモデ

ルであることに特徴がある。マクロ。データを基礎としたデータの作成は、非常に時間と労力を費

やす作業である。分析 目的を租税政策に限定するならば、現実の租税制度を正確に反映した小

型モデルによって分析を行う方が、モデル作成コストを大幅に削減し、明確な結果が望めるだろう。

本章では、応用一般均衡モデルを用いて消費税の複数税率化の問題を取り扱う。1994年度か

ら1997年度にかけて実施された村山税制改革では、所得税・住民税を減税する一方で、消費税

率が3%から5%に引き上げられた。だが、消費税率の引き上げに関しては、低所得者層ほど所

得に占める税負担率が高くなるという逆進性の問題から根強い反対が存在する。このため、逆進

性緩和のために、食料品などの生活必需品についてはゼロ税率ないし軽減税率を適用すべきだ

という意見もあつた。

消費税の複数税率をどの程度に設定すべきかという問いに、一つの答えを与えるのが最適課

税論である。最適課税論は税収制約の下で公平性と効率性のトレード・オフの中から社会的厚生

を最大化する税体系を見つけようとするものである。しかしながら、これまでの最適課税論におけ

る理論分析は、定性的な命題を導出することに主な関心が向けられていたため、机上の空論で

あるという批半Jも なされてきた。政府にとって利用可能な税体系が限定されている政策志向の強

1)ただし、Bttlard,Fulle■ o■,Shoven and Whdl"(1985)な どのモデルでは「均衡予算帰着」の立場から、総税収を改革

前後において一致させるために、総税収を価格単体に追加することで均衡価格を計算しているが、本稿のモデルにお

いては総税収は公共財産業へ全額支出されると想定した。



いセカンド・ベストの最適課税論においても、既存の税体系の存在を無視して、自紙の上に所得

税、消費税といった税体系をどのように構築すべきかについてのみ議論されてきた。しかし、現実

の税制改革においては、全ての税体系を自紙に戻して議論することは不可能である。例えば、消

費税導入の際にも、個別間接税との調整が議論されたものの、酒税、たばこ税、自動車関係諸税

などは残されることになつた。このような個別間接税が存在する場合には、最適課税論の命題は

修正を余儀なくされることになる。以上の観点から、本章では既存の租税体系を前提としながら、

政府にとつて操作可能な税制パラメータが消費税の複数税率のみとした場合において、最適課

税のフレームワークを利用して、消費税の最適複数税率を求めることにした。

本章の構成は以下の通りである。第2節では税制改革の評価のための数量的一般均衡モデル

を構築する。第3節においては、第2節のモデルに適用するデータ・セットを作成し、モデルに対

して与えられるパラメータの設定について解説する。第4節では実際に税制改革のシミユレーショ

ンを行う。まず、村山税制改革のおける税負担率の変化を計測し、さらに厚生分析を行うことで税

制改革の評価を試みる。次に最適課税のフレームワークを利用して消費税の複数税率化に関す

る一般均衡分析を行う。最後の第5節では本稿で得られた結果を簡単にまとめ、今後の課題につ

いて述べる。

第2節 数量的一般均衡モデルの構築

第 1項 家計行動の定式化

まず、家計行動から説明しよう。家計行動については第4章とほぼ同じ想定を採用する。すなわ

ち、社会には2期間生存する家計 ″物=1,… ,10)が存在するとし、家計の効用関数に以下のような

nested CES型効用関数を想定する。

u=f('-p)H'rpF-t,)'f'

∬=レCFη +(― α湾F7]%

C′ =Hχ′|

,=1

10

CF=II χ′|

,=1

(5-1)

(5-2)

(5-3)
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ここで びは合成消費 〃 と労働供給 ム を選択する効用関数、〃 は現在消費と将来消費を選

択する合成消費に関する効用関数、6は現在の10個 (′=1,… ,10)の個別消費財需要 %′ から構

成される現在消費であり、の は将来の10個の個別消費財需要 ‰ から構成される将来消費であ

る
の
。 Zは家計の労働保有量、(51)式のβはウェイト・パラメータ、ε=1/(1+μ )は 〃 と余暇(Z毛0

の代替の弾力性、(52)式のαはウェイト・パラメータ、σ=1/(1+η )は ひ とCFの代替の弾力性、

(5-3)および(54)式 の′′は消費に占める第 ′消費財のウェイト・パラメータである。なお、各家

計の添え字は、煩雑化を防ぐため省略している。

家計の予算制約式は以下のように与えられる。

p aH = (t - r)w L, + rG + (t - r,)rf (5-5)

ここで夕 は消費に関する効用関数 〃の合成価格であり、フは労働価格である。すなわちソιs

は給与収入を示し、τは所得税・住民税の「実効限界税率」、Gは所得税 0住民税の「実効課税

最低限」、τ″は利子所得税率である。

この「実効限界税率」と「実効課税最低限」とは、4章で説明した超過累進型税率表において家

計が直面することになる実質的な限界税率と課税最低限のことである。この「実効限界税率」と

「実効課税最低限」は、以下の手続きで計算できる。すなわち、給与収入が与えられれば、給与

収入から給与所得控除、基礎・酉己偶・酉己偶者特別・扶養の人的控除および社会保険料控除を差

し引いた課税所得に、現実の超過累進型の税率表にもとづく限界税率を適用すれば所得税・住

民税額が計算できる
め
。そこで、任意の給与収入の近傍で数値微分をおこなえば、「実効限界税

率」が求まり、「実効限界税率」から実効課税最低限も計算できることになる。この「実効限界税

率」と「実効課税最低限」は、労働所得の増加につれて増加するために、依然として所得税体系

の非線型性は維持される。

また、4ま家計が保有する実物資本、′は資本価格、θは家計の持つ実物資本をストックであ

2)本モデルでは純粋公共財を政府が供給していると仮定する。したがつて、家計の公共財需要は等量消費のために各

家計において限界条件は等しく、モデル上は変数として現れないことになる。公共財需要を明示的に考慮した分析を

行うならば、効用関数に公共財需要を加法的に組み込み、各所得分位の公共財消費を推計し、私的財消費との比較

においてウェイトパラメータを導入すべきである。しかしながら、データの制約からそのような分析は困難である。

3)社会保険料控除は、課税最低限の計算のために大蔵省が用いている簡易計算方式を利用した。
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る金融資産 Fへ変換するパラメータを示していると想定すれば、以下のような関係が成立する。

F=θK (5-6)

したがつて、本モデルでは、家計のもつ実物資産がパラメータθを通して金融資産に変換され

ると仮定され、/Fは税引き前金融資産利子収入を示している。

(5-1)と (5-5)式に関する効用最大化問題を解けば、

で示される労働供給関数を得る。つぎに、効用関数 〃に関する予算制約式は

PPCP十 ′FCF=ll~τ l17Zs+例3+(1-′ ″lrF

Is=

CP=二

:Itl:}争 モ
≒ frデ ト ラ 子

:i上

CF F

ただし   た=(17う
′

(5-7)

(5-8)

(5-9)

で与えられる。ここでル は現在消費に関する効用関数 cの合成価格、Pは将来消費に関する

効用関数 Gの合成価格を示している。(5-2)と (5-8)式 に関する効用最大化問題により

(5-10)

現在消費 CPと将来消費 Gの需要関数をそれぞれ得る。最後に現在消費 CPと将来消費 Gの

選択に関する予算制約式をそれぞれ次のように与える。

Q,X p, = Q- r)wL, + rG +(l- r,)rf - S
‐Ｏ
Ｆ
，
自
′〓‐

(5-11)



ガ
'ノ

rF,=S{1+ll― ′″)r}
,=1

ただし、9は税込み財価格であり、

1,=(+7α〉′

を意味している。また、Sは家計の貯蓄を示し、

に等しい。すなわち

′FCF=S

(5-12)

τcを間接税率とすれば、

(5-13)

夕Gは 将来消費の価値であるので現在貯蓄 S

(5-14)

の関係がある。(5-3)と (511)式および (54)と (5-12)式に関する効用最大化問題をそれぞれ

解けば、

χP,=

′F=Π
,=l

′′{ll― τ)ソ Ls+τG+ll― グ″ンF― S}

,1
(5-15)

χF,=
′iSll+ll― ′″lr}

(5-16)

のような現在および将来の需要関数ん およびん が得られる。

家計の持つ CES型効用関数は、間接効用関数および支出関数を求めることが容易であるとい

う特徴を持ち、支出=所得の条件を用いれば各合成価格を算出することができる。以下にそれら

の関係を示す。

′P= (5-17)

1,

ヽ

ｌ

ｔ

ｒ

ｌ

プ

生

ム

ｒ

ｌ

ｌ

く

―

ｌ

ｔ

‐Ｏ
Π＝Ｈ
′〓‐

ヽ

―

ｌ

ｔ

ｒ

ｌ

ｌ

プ

ん
だ

7′

{1+ll―
′″)r}
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また、本モデルでの家計貯蓄 Sと家計の持つ実物資本のうち金融資産利子収入 rFを除いた

部分は、直ちに投資財の購入に向かい、投資財産業への投資需要を形成すると想定される。し

たがつて投資財価格を gノ/とすれば、投資財需要量 ρ″は

S+rK― rF
OH=

′″ =[ασ′∫「
σ)+ll― α

)σ ′∫
~σ

)1'4~σ )

オ=」嵩IΨ

÷ IΨ I′

(5-19)

(5-22)

(5-20)

となる。

第2項 多部門の企業行動

次に、企業行動について説明しよう。生産 0を産出する第jG=1,…
"12)産業に関しては、

0=Φ五′K(~δ ) (5-21)

のような2種類の生産要素 (資本 κと労働 Z)を投入するコブダクラス型の生産関数を想定する。

ここで、Φは効率パラメータ、δは分配パラメータを示している。モデル上、消費財を生産する消

費財産業なるものが存在するとし、『家計調査年報』にある10大消費項 目の消費財を生産すると

想定する。さらに、第11産業は投資財産業、第12産業は公共財産業を示している。また、家計と

同様に煩雑化を防ぐため、以下においては産業 (消費財 )の添え字 ノは省略している。第 ノ財の

産出1単位当たりの費用最小化要素需要を求めると以下のようになる。

gH

〓

κ

一
２ (5-23)

これらを用いれば、利潤ゼロ条件により生産者財価格 ′を要素価格の関数として表すことがで

きる。
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五   K
′ =ソ

び

+′

び

(5-24)

第3項 政府の税収制約

次に、政府の行動について説明しよう。本モデルの政府は、家計から租税を徴収して得た総税

収を全額公共財の供給に充てると想定される。政府の総税収は、所得税、間接税から構成される

とした。

所得税としては、給与所得税と利子所得税を考慮した。また、利子所得税の税率は τァであり、

家計の金融資産利子所得 rFより利子所得税額は 劉fである。間接税としては、消費税と消費

税以外の間接税を考慮した。ただし、消費税は付加価値税であり、消費税以外の間接税も必ず

しも小売段階で課税されているわけではないが、モデル上は、消費財価格に対する従価税として

処理した。すなわち、消費財 ′の価格をp、 間接税税込み価格を夕′、間接税率を τdとすれば、

間接税込みの消費者価格 9戸(1+τ dp′ となる。ただし、投資財と公共財については間接税が課

税されていないと想定し、それぞれ gノ″ ′′、7′こρ″としたo

したがつて、政府の総税収 蜜 は、以下の式で示されよう。

１０
Ｆ
，
“
，〓‐

１０
ロ
ン
“
作

〓
Ｒｒ ′ノ,XP,+Σ ″Z∫ ―ΣグGtt Σ τ″rF

″=l        〃=1      ″=1
(5-25)

(5-26)

ここで、右辺第1項は間接税の税収、第2および3項は所得税・住民税の税収、第4項は利子所得

税の税収をそれぞれ示している。

さらに、本モデルでは総税収はすべて公共財の購入に充てられるので、公共財価格を 9″とす

れば公共財供給量 2』ま以下のように算出できる。

g"=里
912

第4項 市場均衡

本モデルでは、財市場と生産要素市場において需要と供給が一致することで一般均衡が成立



(520)および (526)式より、投資財供給量 0.、 公共財供給量 2″についても判明している。これ

らを(522)お よび (523)式に代入することで各要素派生需要が分かるので、労働および資本の

集計的超過要素需要関数 ρl、 ρkは

する。まず、財市場の均衡条件として、

οノ=Σ χP'

711=1

ρ′=Σ 五一Σ tts
ノ=1   711=1

12         10

ρ″=Σ κ―Στ
ノ=1        ″=1

総需要を満たすように消費財は産出される

(5-27)

(5-28)

(5-29)

により与えられる。

したがって、一般均衡価格は、上記の超過需要関数をゼロにするような ソと′の組み合わせと

して求められることになる
°
。

第3節 データ・セットの作成およびパラメータの設定

本節では、基準となるデータ。セットを作成し、家計の効用関数および企業の生産関数におけ

るパラメータの設定を行う。ここでは、村山税制改革前の1993年 を基準時点とするため、1993年

のデータにおいて、一般均衡が成立しているものと仮定し、様々な一般均衡条件を満たすように

基準均衡のデータ・セットを作成した。さらに、各経済主体は最適化行動をとるものとし、要素価

格比率を1で固定した上で、基準均衡のデータ。セットが完全に再現するように各パラメータを設

定した。

まず、家計に関するデータについて説明しよう。家計の給与収入 泥 sには、1993年の『家計調

査年報』(総務庁)における勤労者世帯の十分位階級別の「世帯主収入」を利用した。だが、『家

4)一般均衡価格の計算には不動点アルゴリズムを用いた。不動点アルゴリズムとは、scarが考案した一般均衡解を近

似的に算出する反復計算のことであり、本稿の計算では Scarf法を改良した MedH法を採用した。これら2つ の手法に

関しては、橋本。上村(1995)にコンピュータ・プログラムとともにまとめられている。



計調査年報』には各世帯の労働時間が掲載されていない。そこで、本章では、1994年版『賃金セ

ンサス』における1993年 男子労働者学歴計の年齢階級別データを所得階級別に並べ替えること

で、十分位階級別の労働時間を推計した。さらに、労働保有量 は各家計の利用可能時間を全

て働いたならば獲得できたであろう労働所得として推計した
゛
。家計の持つ金融資産 Fは、『貯蓄

動向調査報告』における十分位階級別の「貯蓄現在高一負債現在高」を金融資産データとして

用い、収益率を4%として家計の利子収入 rFを算出した。家計の総収入は、以上のようにして推

計された給与収入と利子収入から構成される。家計は、総収入から後述する所得税・住民税額と

利子所得税額を差し引いた可処分所得を現在消費と貯蓄に振り分けることになる。

次に、家計の効用関数に関するパラメータの設定について説明しよう。効用関数 (53)および

(5-4)式のウェイト・パラメータ′ ′は、『家計調査年報』の10大消費項 目の消費支出を「消費支

出」でそれぞれ除算することで求めた。現在消費 CPと将来消費 CFの代替の弾力性 σとウェイト0

パラメータαは、(5-9)ぉょび (5-lo)式より算出できる。ここで現在消費は『家計調査年報』の「消

費支出」、給与収入 ソLsは「世帯主収入」、そして所得税・住民税の実効限界税率 τと実効課税

最低限 Gは、給与収入に対して1993年の所得税 0住民税制を適用すれば算出可能であり、一方、

金融資産利子収入 ′ は先に求めている。要素価格比が1であるため、間接税抜きの税引後財

価格 ′ は全ての産業で1となり、間接税率も既知なので、価格に関する変数は全て計算できる。

さらに、後述するように利子税率 τ rも与えられている。以上より未知数はσとαのみになるが、

本章で用いられるような一般均衡モデルのパラメータの同時推定は不可能に近い。したがって、

ここでは標準ケースとしてσ=0.2に 固定してαを求めることにした
の
。

労働供給 五sと合成消費 〃 の代替の弾力性 εとウェイト・パラメータβの設定に関しては、

(57)式を用いて設定される。ここで必要なデータはαの設定のときと同じであり、それらを与え

れば εとβのみが未知数となる。ここでも標準ケースとして ε=0。 4に固定した
つ
。以上の結果は

表5-1にまとめられている。

次に、企業のデータについて述べよう。本モデルの企業は、『家計調査年報』における10大消

費財、公共財、投資財を生産する12産業を想定している。ここで、1993年『 国民経済計算年報』

(経済企画庁編)の付表 2「 経済活動別の国内総生産および要素所得」における産業を適当であ

5)ただし、1日 の利用可能時間は16時間と仮定した。

6)異時点間の代替の弾力性 σについては上村(1997)の 推計結果を参考にした。

7)余暇と消費の代替の弾力性 εについては島田・酒井 (1980)の 推計結果を参考にした。



ると思われる本モデルの産業に適用した。産業の要素所得については、 SNAデータの雇用者

所得、営業余剰をそれぞれ本モデルにおける労働所得、資本所得と想定した。ところが、政府サ

ービス生産者については、営業余剰がデータとして存在しないため、政府サービス生産者以外

の産業全体の資本・労働比率を算出し、政府サービス生産者の労働所得を掛け合わせることで、

当該産業の資本所得とした。さらに、全産業の資本 0労働比率を既知である家計の総労働所得

に掛け合わせることで、家計の持つ総資本所得を算出した。これを家計の持つ実物資本とし、19

93年『貯蓄動向調査報告』(総務庁)にある勤労者世帯の十分位階級別のデータにおける有価

証券残高の比率で、各家計に振り分けた。また、各家計の金融資産 Fは実物資本から変換され

ると想定し、1993年時点の金融資産利子収入を再現するように変換パラメータθを設定した。

表 5‐1 効用関数のパラメータ(標準ケース:σ =0。2 ε=0.4)

所 得 分位 α β

Ｉ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ｘ

0。 9996
0.9901
0。 9723
0。 9664
0.9783
0。 9593
0。 9590
0。 9536
0。 9879
0。 9780

0。 9891
0。 9901
0。 9922
0。 9911
0。 9909
0。 9917
0.9918
0.9922
0。 9911
0。 9932

さらに、企業の生産関数に関するパラメータの設定について述べよう。パラメータの設定を行う

際に、家計が供給する労働所得 (給与収入 )、 資本所得 (実物資本 )の総量が、産業が需要する

生産要素 (労働と資本)の総量にそれぞれ合致し、さらに家計の消費需要 (および総税収と貯蓄)

が各産業の生産量に合致する一般均衡条件を満たさなければならない。家計のデータは全て既

知なので、家計の生産要素および消費支出等の合計に合致するように、産業面で得られた要素

所得 SNAデータに対しRAS法により産業面の12× 2(産業×資本所得と労働所得)の行列要素

を算出した
の
。各企業の生産関数における規模パラメータΦおよび分配パラメータδに関しては、

以上のようにして求められた各産業における労働所得、資本所得、生産量をもとにして算出した。

この結果は表 5‐2にまとめられている。

8)RAS法とは、行列形式のデータにおいて、所与の各行和および各列和の値に合致するように、当該行列要素に対し

行方向、列方向に同時的な収束計算を行うことで、制約を満たす行列要素を算出するものである。



5‐2 生 産 関数 のパ ラメー

消費 財 産 業 SNAの産業 δ Φ
１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

食 料

住居
光熱・水道
家具 0家事製品
被服及び履物
保健医療
交通。通信
教育
教養娯楽
その他の消費支出
公共財
粋 合 財

食 料 品

不動産業
電気・ガス。水道業
その他の製造業
その他の製造業
サービス業
運輸・通信業
サービス業
サービス業
サービス業
政府サービス生産者
一 鱈 趨 織

0.4966
0.0351
0。 3305
0.6593
0。 6593
0.5549
0.9132
0.5549
0.5549
0.5549
0:5079
0.8135

2.0000
1。 1640
1.8861

1.8993
1.8993
1.9880
1.3433
1.9880
1.9880
1.9880
1.9998
1.6178

最後に、政府の税収を構成する税制データについて述べる。所得税・住民税は1993年におけ

る非線型所得税関数を家計の給与収入に適用し、所得税・住民税額を算出した。また、利子所

得税率 τ rは現行分離課税方式にしたがつて、一律20%とした。間接税は、消費税と個別間接

税から構成されるとし、消費税は1993年の税率として一律 3%、 個別間接税については林。橋本

(1993)から個別間接税の表面税率 τnを算出し、間接税率 τ。(=0.03+τ n)はこれらを足し合

わせたものであるとする
9ゝ

このようにしてデータ加工およびパラメータの設定が終われば、要素価格比率が1で 1993年所

得税 0住民税、利子所得税、個別間接税と3%の消費税のもとで超過需要がゼロとなる基準均衡

が成立する。すなわち、1993年 における家計および企業データを完全に再現する一般均衡モデ

ルが構築されたことになる。基準均衡における家計のデータは表5-3にまとめられている。

9)林・橋本(1993)に おける10大消費項目の間接税実効税率 τe(ただし現行消費税の負担分を除く)の定義は以下の通

りである。

τe=間接税の負担額 A/税込消費支出額 B

したがつて、間接税表面税率 τnは次のように表示できる。

τn=A/税 引消費支出額 =A/0-D=τ e/(1‐ τめ

この数値は平成2年のものであるが、その後接税についての大幅な改正が行われていないため、本稿ではこの数値を

採用することにした。また、この間接税率は従量税を含む合成された税率であることに注意を要する。したがつて、本モ

デルの間接税はすべて簡単化のためすべて従価税として扱つている。



表 5‐ 3 1993年における家計データ(万 円/年 )

所得分位 給与収入 消費支出 金融資産 利子収入 所得税・住民

釉箱

間接税

箱

利子税

箱

Ｉ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ｘ

283.3
373.5
436.5
475。 4
526。 3

583.0
629,4
680。 1

734.0
898.4

259.4
303.8
334.4
359.4
400。 9

429.7
461.9
489。 1

563.2
661.4

399。 7

529。 9

549。 9

624.9
617.8
821.0
963.8
912.4
1310.3
2042.4

16.0
21.2
22.0
25.0
24.7
32.8
38.6
36.5
52.4
81.7

3.5
11。 1

17.2
21.3
28.1
36.8
44.7
53.2
66。 9

108.8

20.0
22,7
25.8
27.8
31.2
32.7
35。 5

38.5
44。 1

51.3

3.2
4.2
4.4
5。 0

4.9
6.6
7.7
7.3
10.5
16.3

谷 計 5619.9 4263.3 8772.1 350.9 391.5 329.6 70.2

第4節  1994年度改正のシミュレーション分析

この節では、本章で構築した数量的一般均衡モデルを用いて村山税制改革の評価しよう。村

山内閣の税制改革では、景気対策のために所得税・住民税の定率減税が先行減税として1994

年から1996年にわたって行われた。この先行減税の財源として、1997年4月 から消費税率が3%

から5%に 引き上げられた。表 5‐4は村山税制改革による所得税・住民税の税率表の改正内容を

示したものである。この表から、村山税制改革における所得税 0住民税減税は、限界税率の引き

下げではなく、課税最低限の引き上げと課税所得区分の引き上げによつておこなわれたことがわ

かる。

による所得税 0住民税の改正
改革 前 改革 後

給与所得控除 給 与 収入      控 除 率
165万 円以 下   40%
330  〃          30
600  〃         20

1,000  〃         10
1.000万 円超      5

給 与収 入     控 除 率
180万 円以 下    40%
360  〃           30
660  〃          20

1,000  〃           10
1,000  〃            5

所得控 除
(所得税 )

人的控除 各 35万円 人的控除 各38万 円

所得控除
(4El人倖民群`)

人的控除 各31万円 人的控 除 各 33万 円

枕率表
(所得税 )

課税所得   限界税率
300万 円以下 10%
600 〃       20

1,000 〃        30
2,000 〃       40
2.000フワF可 憲召    50

課 税所 得    限界 税 率
330万 円以 下  10%
900 〃       20

1,800 〃       30
3,000 〃       40
3,000万 円超   50

祝 率 表

(個人住民税 )

課税所得   限界税率
160万 円以下  5%
550  〃       10
550万 円超   15

課祝所 得    限界税 率
200万 円以 下   5%
700  〃        10
700フワF可 漸目     15



以下では、まず村山税制改革が家計の税負担率に及ぼす影響と各家計の厚生水準に及ぼす

影響を調べ、次に「消費税の複数税率化」が有効な政策となりうるかどうかを最適課税のフレーム

ワークから評価しよう。

第1項 税負担率の変化と厚生分析

まず、改革前後の1993年と1997年 の税制を組み込んだ一般均衡モデルを用いて、税負担率

の変化についてシミュレーションを行う。その計算結果は図5‐ 1に示されている。なお、税負担率

の分母には総収入 (給与収入 +利子収入)を分子には総税負担額 (所得税・住民税十間接税+

利子所得税)を使用した。図5-1によれば、第1分位から8分位までの所得階層では、消費税の増

税が所得税。住民税の減税を上回るために、税負担率が高くなっている。また、第9分位と10分位

の高所得者層は税負担率が改革前後でほぼ同じとなっている。したがつて、村山税制改革は、

概ね全所得階層に税負担率の増加をもたらすことが分かつた。この結果は、村山税制改革が199

7年度以降、実質増税をもたらすことを考えれば当然の帰結といえよう。

図5-1 村山税制改革による税負担率の変化

第 1分 位   第 2分位   第 3分 位   第 4分 位   第 5分位   第 6分 位   第 7分 位   第 8分 位   第 9分 位  第 10分 位

所得分位

… 平成 5年 綱
―

平成 9年 税制

以上のような改革前後における税負担率の比較分析からは、税制改革がもたらす効率性への

影響を知ることはできない。村山税制改革のねらいのひとつは、所得税。住民税を減税し、消費

税を増税することで、中所得者層の重税感の緩和を行うことにあった。そこで、このような効率性

の局面から、税制改革の評価を与えるために厚生分析を行うことにした。

ここでの厚生比較の指標としては、効用水準 Uの変化率である相対的厚生変化 RWCの概念

第 3分 位

‐84



を用いた。上付き添え字0および1はそれぞれ改革前後を示している。

R″ C=
too x (u'- uo)

(5-30)

この厚生指標を用いて村山税制改革を評価するのであるが、すでに見たように村山税制改革

は全所得階層で増税となっていた。増税型の税制改革で全所得階層において増税ならば、計算

するまでもなく全所得階層において厚生は悪化する。そこで、最適課税論や租税帰着論の議論

にしたがって、改革前と税収が同じである税収中立型の仮の税制を考えることにする。

具体的には、1997年 の所得税 0住民税、利子所得税および個別間接税を固定し、1993年 時の

総税収を満たすような消費税率を算出した。1997年税制を維持し、1993年税制と税収中立にす

るためには、消費税率は約4.26%で済む。したがって、1993年税制と1997年税制の厚生比較を

ケース1とし、1993年税制と税収中立型税制 (消費税率4。 26%)の厚生比較をケース2として厚生

分析を行うことにした。

厚生分析の計算結果は表5-5に示されている。ケース1における全ての所得分位の厚生水準は

低下する。税収中立であるケァス2においては、第9および第10分位の厚生は改善されているが、

第 1から第8分位は悪化し、各所得分位の厚生にウェイトをつけずに集計した表5の合計の値も悪

化している。

ケース2においても厚生を合計した値が負値を示しているのは、第 1から第8分位の悪化に加え

て、第9および第 10分位の改善の度合いが小さいためである。結果として高所得者層については

厚生の改善がみられるが、今回の税制改革が目的のひとつとしていた中堅以上の所得層におけ

る効率性の改善が不十分であることが分かる。効率性を改善するためには、所得税。住民税の税

1/0

こよる厚生変化 RWC
助 得 分 恒 グ ー ス 1 グ ー ス 2

ｌⅡ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ
Ｘ
舗
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９
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６

５

４
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０

０

０

０

０

０

０

０

０

４

Ｖ

０

５

７

９

７

１

３

８

８

５
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‐０
‐５
０７
４０

ｕ

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１



率表をフラット化し、限界税率を下げなければならない。そこで、村山税制改革において、所得分

位別に真にフラット化がなされたかどうかを検証してみたのが表5-6である。

5… 6 に τ

所得分位 1993生 F戸斤響子1 ・倅 晨 Я 1997年所 得税・住 民税

τ (0/0) G(万 円 ) τ (0/o) G(万 円 )

Ｉ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ｘ

9.45

10.95

10。 95
10.95

15。 61

15。 61

17.61

17.61

26.40
29.08

245.81
272.57
279.43
281.27
346.15
347.49
375.88
378。 17

480。 45
524.20

9.45

10。 95
10.95

10.95

11.71

15.61

15.61

17.61

17.61

26.40

265.60
294.94
302.42
304.41
320.79
381。 21

380.83
414.93
415。 49
532.49

表 5…6は改革前後における所得税。住民税の実効限界税率 τと実効課税最低限 Gを示してい

る。すでに指摘したように、村山税制改革の所得税 0住民税改革は、限界税率を変化させず、課

税所得の区分の引き上げと、各種所得控除額の引き上げにより減税を行っている。表では第 1か

ら4分位までと第8分位は実効限界税率が改革前後で変わらない。すなわち、第9分位を除いて

各所得分位の実効限界税率がほとんど変化していないのは、限界税率が据え置かれたためと考

えて良い。

所得税・住民税改革におけるフラジト化の目的は、実効限界税率を引き下げることで家計の労

働供給を促進するといつた効率性の改善にある。しかしながら、表 5‐ 6からも分かるように、村山税

制改革の税率表の改正は結果的に実効限界税率の引き下げを行うものではない。今回の税制

改革は、効率性の観点からはあまり評価できないことになる。効率性を改善するためには、各所

得階層の直面する実効限界税率を引き下げるために、表 5‐ 4における限界税率を引き下げ、所得

税・住民税のフラット化を図るべきであろう。

第2項 複数税率化のシミュレーション分析

消費税の問題点のひとつに税負担の逆進性がある。逆進性の緩和策としては、食料品のゼロ

税率ないし軽減税率の採用が考えられる。以下では、「消費税の複数税率化」の問題について

最適課税のフレームワークを用いた分析をおこなうことで、複数税率化の是非について評価を行

う。

通常の最適課税論は、社会的厚生関数を想定し、等税収制約を課した状態で、歪みを持つ租

税体系の中から社会的厚生が最大となる意味で最適な租税体系を探ることに目的がある。したが



つて、最適所得税論は最適な所得税体系を、最適間接税論は最適な間接税体系を構築すること

に主眼がおかれている。しかしながら、本節で考察する最適課税問題は、通常の最適課税論の

問題設定とは異なる。本節で考慮される最適課税問題は、現実の歪みの存在する税制を所与と

し、消費税の税率のみを政府が操作可能であると想定した上で、最適な消費税率を算出すること

である。現実に政府の行う租税政策は、租税体系を全く作り変えてしまうほど柔軟なものではない。

したがつて、政府は消費税の税率だけが操作可能であると想定し、その他の税制については所

与とすることにした。

具体的には、消費税を食料品と食料品以外に対するものに分け、最適な消費税率の組み合わ

せを計算する。このような最適課税問題を解くために、社会的厚生関数 ″ が存在すると仮定し、

以下のような特定化された関数型を想定する。

″ =ナ
#υ

/  

・

≠0)
(5-31)

ここで、γは不平等に対する対する社会的な価値判断を示すパラメータである。γが1の値をと

るとき、 〃 は各家計の効用水準の総和となり、各家計の効用水準に同一の重要度が付与される

ベンサム流の功利主義的な社会的厚生関数に対応している。これに対して、γの値が小さくなれ

ば、効用水準の低い家計により重要度が与えられることになり、その社会の平等性への指向が高

まることになる。特に、γがマイナス無限大のときは(その社会において最も恵まれない家計を最

大限に重要視するロールズ流の社会的厚生関数になる。

すなわち、γはその社会の不平等に対する価値判断を反映しているので、γの値をいかにとる

かで最適な消費税率の組み合わせは異なつてくる。ここでは具体的に、1997年時の総税収を等

税収制約とし、γを任意に-30から30まで変化させたときの食料品の消費税率 τlお よび食料品以

外の消費税率 τ2の組み合わせを計算した
。
。

最適な消費税率の計算手順は以下の通りである。

(ステップ1)γ に任意の値を与える。

(ステップ2)1997年の総税収を税収制約とする。

(ステップ3)τ lに初期値を与え、税収制約を満たす τ2を計算する。

(ス テップ4)所与のγにおいて、すべての τlと τ2の 組み合わせの中で社会的厚生関数を最大

10)コンピュータの計算限界を考慮すれば、γ=…30の ときはロールズ流の社会的厚生関数に対応したものと考えてよい。
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化するものが最適な消費税率の組み合わせである。

率 (%)

表 5‐ 7はこのような手続きにしたがい、最適税率の組み合わせを求めたものである 。γが-30の

ときは社会的価値判断が平等を指向しているので、食料品の消費税率 τlの最適税率はゼロとな

る。γが30に近づくにつれて不平等な社会的価値判断になっていくので τlは高くなってゆく。一

方、等税収制約を課しているので、τlが高まるにつれて食料品以外に対する消費税率 τ2は低く

なる。また、功利主義を示す γ=1の場合は、τlが τ2よりも高くなる 。

表 5‐7によれば、γ=‐2や-1な らば食料品に対するゼロ税率や軽減税率が最適な複数税率とな

ることが示されている。功利主義を示す γ=1の場合は食料品に8.002%と重課することが最適とな

る。すなわち、最適な消費税率の組み合わせは社会的価値判断であるγの値に依存するのであ

る。それでは、我々は果たしてどのγの値が社会的な価値判断を正しく反映したものと考えて良

いのであろうか。従来の最適課税の分析においては、現行税制は一定の社会的価値判断にもと

づいて成立したものと考えて、γの値を逆算するという手法が使われてきた。そこで本章では、19

93年税制を価値判断の基準としてγの値を逆算することにした
Hゝ

通常の最適課税論では、税収中立の下で最適な租税政策を模索する。ところが、1993年税制

の税収を基準とすると、1997年税制の税収とは異なるため、総税収の異なる2つの税制を比較す

11)現行税制の社会的価値判断 γの値を求めるシミュレーション分析には、本間・跡田・井堀。中(1987)と橋本 (1985)が

ある。これらは所得税制のみに関する分析であり、前者では-030～‐0.10、 後者では中0。 30～ -0.33が 現行税制のγの値と

されている。また、間接税制についても考慮されている本間。跡田・岩本。大竹(1985)で は、現行税制に対応するような

γの値が見つけられていない。

8̈8 ‐



ることには問題がある。そこで、家計行動に所得効果のみを生じる人頭税を家計に対して課税す

ることで、総税収を一致させる方法を採用した。具体的には、1997年時の総税収を満たすように、

1993年税制に加え、各所得分位の家計の所得に対して等しく課税する人頭税を想定した
0。

計

算で得られた家計あたりの人頭税の値は約7.939万 円となつた。

次に、1997年時の総税収を満たす1993年税制と人頭税から構成される仮設的な税制を考え、

このときのγの値を算出する。γの計算手順は以下の通りである。

(ステップ1)1997年 の総税収を税収制約とする。

(ステップ2)τ lに初期値を与え、税収制約を満たす τ2を計算する。

(ステップ3)γ に初期値を与えてWの値を計算し、Wが最大となるτ2の税率を計算する。

(ステップ4)ステップ2と 3の手続きをτl=τ 2が成立するγを算出するまで繰り返す。

以上の手続きによつて、得られたγの値は0.3153であった
゛
。そこで、γが0.3153の場合の1997

年税制における最適な消費税率の組み合わせを求めれば、τl=5,000%、 τ2=5.090%と なっ

た
。
。若干の食料品に対する軽減税率を最適とする結果であるが、ほとんど均一税が最適である

と見なして良いと考えられる。したがつて、消費税率の5%への引き上げであれば、食料品の軽減

税率を導入する必要はほとんど無いことになる。

以上でみたように、1993年時の社会的価値判断を基準とすれば、消費税の複数税率化は不必

要であることが分かつた。また、実務的な観点からも複数税率化には問題がある。すなわち、消費

財ごとに税率の異なる消費税を採用するならば、各取引段階において納税額を把握することが

必要になる。わが国は、消費税の累積を排除する方法として、アカウント方式を採用しているが、

納税額の計算を帳簿上で行うため、標準税率の適用品日と軽減税率の適用品 目の区別が困難

12)家計の経済行動に対し、所得効果を引き起こすのみで経済的選択に関しては攪乱を生じさせない租税政策として

定額税がある。本間(1982)に よれば、複数家計が存在する場合(定額税は各家計の所得の社会的限界効用が等しくな

るように課税される。ところが定額税は、現実的には実行不可能である。そこで、各家計について同額の人頭税を定額

税に準ずる租税政策として採用し、税収中立になる人頭税の税額を計算した。

13)人頭税を考慮せず、平成5年税制のみを組み込んだモデルにおいてγを計算すれば、0.3176が得られた。この場

合は人頭税を導入した場合よりも功利主義 (γ =1)に近い結果となる。

1の本来、名 目額の等税収制約を課しているならば、τl=5%のときτ2=5%の結果となるはずである。しかし、本シミュレ

ーションで τl=5,00o%、 τ2=5,090%と なり、τ2の 消費税率が5%を越えたものとなっている。一般均衡モデルを用いた

シミュレーションでは、改革後の均衡において価格体系が変化する。したがつて、改革後の税収に関しても実質化を施

す必要がある。すなわち、この結果は公共財価格で実質化した総税収を等税収制約として用いていることに原因がある。



であるという欠点がある。したがつて、消費税の軽減税率を導入するならば、各取引段階で納税

額を伝票によって把握するインボイス方式を導入する必要がある。

第5節 むすび

本章では、複数家計と複数産業および政府の存在する一般均衡モデルを構築し、村山税制

改革がもたらした所得分位別の税負担率の変化と厚生分析、そして消費税の複数税率化につい

て最適課税モデルを用いることで、最適消費税率の計算を行つた。ここで得られた結果の要旨は

以下の通りである。

第一に、村山税制改革前後における税負担率の比較からは、改革後は特に低中所得者層の

税負担率が引き上げられることが分かつた。次に行つた厚生分析では、全所得分位において厚

生水準が悪化する結果となった。また、仮に税収中立の下で行つた厚生分析においても、全体

的には厚生水準を引き下げる結果となった。これは、今回の税制改革における所得税・住民税の

フラット化力`不十分であることに原因力`ある。

第二に、消費税の複数税率化についてのシミュレーションを行つた
1の

。シミュレーション結果か

らは、ロールズ基準のような公平性への指向が高い社会的価値判断の下では、食料品のゼロ税

率による複数税率化が望まれ、功利主義のように所得分位にウェイトをつけない社会的価値判断

では食料品への重課が望まれることが示された。すなわち、いかなる社会的価値判断を採用する

かによって最適税率の組み合わせが変化することになる。そこで、税制改革前の1993年の社会

的価値判断を用いて、1997年の改革後の最適な消費税率を計算すれば、ほぼ均一税率が望ま

しいことが分かつた。すなわち、消費税の複数税率の導入は必要性に乏しいことが示されたこと

になる。

最後に、本章で残された課題を述べることで結びに変えよう。第一に、本章のモデルにおける

家計は、最高所得者層でも年収900万円程度であり、年収1000万 円を越える超高所得者層が存

在しないため、所得税・住民税のフラット化による高所得者層への効果分析には不十分である。

これは、年間収入十分位データではなく、『家計調査年報』の年間収入階級別の18家計データを

用いれば解決できる。第二に、中間投入を考慮していないのでモデル上では消費税が小売売上

15)最適課税論の手法を用いた本稿とは異なるアプローチで付加価値税の非課税処置に関する一般均衡分析を行つ

たものに市岡(1991)がある。そこでは低所得者層への逆進性の緩和を考慮して、免税品を含む付加価値税を定式化し、

非課税措置の厚生分析が応用一般均衡モデルによつてなされている。



税となっている。現行の消費税は、多段階で取引される消費財に対して課税される税額を排除し

てゆくアカウント方式が採用されているので、中間投入を考慮すればさらに細かい分析が可能で

あろう。第二に、生産面において消費財産業が存在するものと想定されているが、現実的にはあ

る産業によつて生産された財と他の産業によつて生産された財が組み合わさってひとつの消費財

を構成すると考えられる。また、モデルの単純化のためとはいえ、投資財産業を設定したことにも

問題があるだろう。これらの問題は産業連関表を用い、生産財を消費財に変換するコンバータを

用いることで解決されるであろう。さらに、産業連関表を用いれば、家計貯蓄を産業への投資需

要として配分することで、本章のモデルにおける投資財産業の想定をはずすことが可能である。

第四に、本分析は静学的なモデルを用いたものである。モデルに時間概念を取り入れるために

は、家計行動にライフサイクル行動仮説を取り入れるなどの拡張を図り、モデルを動学化すること

も必要であろう。

これらの課題のうち、ライフサイクル 0モデルによる税制改革の分析については、次章以降で取

り扱うことにした。
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第6章 税制改革と世代間の公平一代表的家計の分析

第1節 はじめに

人 回の高齢化が進むわが国では、年金・医療などの社会保障関係費が今後急速に増大する

と予想される。社会保障関係費の増加は、その他の政府支出が一定水準に維持されるならば、

国民負担の増大を招く恐れがある。もちろん、財源を社会保障関係費以外の政府支出の削減に

よって賄うという方法もあるが、1989年度予算でのODAの増大にみられるように(国際社会にお

けるわが国の果たすべき役割は年々拡大しつつあり、支出のやりくりのみで社会保障関係費の増

大を賄うことは困難であるといわざるをえない。高齢化社会への移行にともなう国民負担の増大と、

活力ある経済社会の維持とを両立することができる租税。社会保障制度のあり方が、今 日間い直

されているのである。

租税。社会保障制度の持つ問題点としては、1)この将来不足する財源をいかにして調達するか

ということ、2)若い世代ほど負担が重く受益が少なくなるという世代間の不公平が存在するというこ

と、3)社会保険料や給与所得税を中心とする所得課税方式での財源調達は現役世代の勤労所

得への負担を過大にし、労働意欲や貯蓄などに悪影響を与える恐れがあること、等が指摘されて

いる。もちろん、それぞれの制度には固有の問題もある。社会保障制度では、年金 0医療保険とも

に制度が乱立し、拠出と給付の両面についてかなりの制度間格差が存在する。税制には、いわ

ゆるクロヨン問題と言われる業種間の所得捕捉格差や利子。キャピタルゲイン課税に代表される

不公平税制の問題、さらには間接税の課税ベースの偏りという問題もある。

近年、このような各種の問題に対処するために、一連の制度改革が進められている。年金制度

に関しては、基礎年金の導入により制度の一元化をめざすとともに、給付水準と負担の適正化を

目的とした新年金制度が1986年度からスタートした。また、1988年 12月 に成立した消費税の導入

と所得税の減税を骨格とする税制改革は、税制のさまざまひずみを是正するとともに、高齢化社

会に備えるものであるとされた。

本章では、税 0年金制度が抱える問題のうち、特に世代間の不公平の問題に焦点をあてて、

税・年金制度の改革がもたらす影響を分析する。具体的には、税負担、公的負担、公的支出と負

担の比率、厚生水準といったいくつかの尺度を用いて、制度改革が世代別にどのような影響をも

たらすかを検討する。

本章の構成は以下の通りである。第2節では、制度改革を世代間の公平の観点から評価する

ための具体的な分析手法を説明する。第3節では、分析に用いるコーホート・データの作成方法

とそれにもとづく税 0社会保障負担と年金給付額の推計方法を説明する。第4節では、このコーホ



―卜・データを用いて世代別に税 0年金制度の改革の影響を検討する。第5節では、今後の課題

を指摘する。

第2節 分析の手法

第1項 分析の枠組み

年金改革や税制改革が実施された場合に、各家計はどのように行動するのであろうか。本章で

は、各世代がライフサイクル的な視点を持つ代表的家計の行動で説明されるものと想定する。代

表的家計のライフサイクルの効用水準がライフサイクル全体の私的消費 (a,… 。,a,… 。,o)と公

的支出 (Gl,… 。,a,¨ 。,G)に依存するものと考えれば、ライフサイクルの効用関数は

(6‐ 1)

と表すことができる。この式は、各世代の効用が所与の公的支出のもとで生涯の私的消費水準に

依存することを意味している。本章では、公的支出の金額が直接家計の効用水準に影響を与え

るのではなく、経済成長等を通じて間接的に家計消費に影響を与えると考えている。

一方、ライフサイクル全体の予算制約式 (現在価値制約式)は、引退年齢をR、 年金の支給開

始年齢をhとおくと

l         t               R           t                 T      t

Σ{′£ノΠ(1+(1‐ θ)ん)}=Σ {(″7τ )/Π (1+(1… θ)ム)}+Σ {ム/Π (1+(1‐ θ)′ Э} (6… 2)
t=l      s=0 t=h    s=0

となる。ここで、%はι歳時の労働所得、τtはt歳時の所得税と住民税と社会保険料の合計額、θ

は利子課税の税率、Fsは S期の利子率、aはt期時点の消費量、prは ι歳時の税込みの一般物価

水準、ム(`>0は
`歳

時の年金給付額、ηま家計が予測する計画期間である。さらに、代表的家

計は、25歳で労働市場に参入し、63歳時に引退し、80歳 時点で死亡するものと仮定した
゛
。したが

つて、現時点で労働市場に参入していない世代については時間tの添え字1は25歳を意味するこ

1にこで、家計が労働市場に参入する年齢が25歳であるとしたのは、分析に『家計調査』のデータを使用したためである。

『 家計調査』には独身者世帯のサンプルが含まれていないため、20歳代前半の家計数はきわめて少ない。そこで以下

では25歳以降のデータを利用することにした。また、引退年齢については、63歳であると仮定した。1985年 の『雇用管

理調査』(労働省)によるとわが国の定年の年齢は58.1歳 と推計される。また、定年後の勤務延長5年から6年、再雇用

期間4から5年が最頻期間である。したがつて、平均的なサラリーマンの完全引退時期は、63歳ごろと考えられる。



とになる。本章では、代表的家計は80歳時に死亡するが寿命には不確実性が存在するために、

家計は余裕をみて少なくとも100歳 まで生きるものとして消費計画を立てるものと仮定した。このよ

うな仮定のもとでは、計画期間と死亡時点にずれが存在するために、このモデルでは意図せざる

遺産が発生することになる。各世代の代表的家計は(6¨ 2)式を制約として(6… 1)式を最大化するよう

に各年齢時での私的消費水準を決定することになる。

また、公的消費水準は、各期に所得税、利子課税、間接税、社会保険料の形で徴収した財源

の中から政府が公共支出として支出することになる。したがつて、t期の政府の税収制約について

は、醐 の世代数を′とおくと

Gtt Σわ」

Ｔ

Σ

ｉ〓

Ｔ
Σ
Ｈ

〓

T

τ tl+Σ τctクraltt Σ θ rrs/十 島
(6‐

3)

と定式化できる。ただし、Gは公共支出、がは第 ′世代のι期の年金給付額、τルま第 ノ世代のι

期の所得税と住民税と社会保険料の合計額、τ ctは そ期 の間接税の実効税率、aiは第 ′世代のι

期の消費量、Stiは 第 ′世代のι期の金融資産残高、3は公債発行額である。

税・年金制度の改革は(6…2)式のライフサイクルの予算制約式を変化させる。年金改革では、社

会保険料の変化が τtを、支給開始年齢の引き上げが力を、給付水準の変化がムを変化させるこ

とになる。税制改革では、所得税・住民税の変化が τtを、間接税の変化が税込み価格ρを変化さ

せることになる。

従来の研究は、税制改革が各世代の税負担ないし公的負担に与える影響を分析したものや、

年金改革が年金給付と社会保険料負担の関係に与える影響を分析したものに限られていた。前

者の分析は本間。跡 田(1989)に代表される研究が、後者の分析は高山(1981)や木村 (1981)に代

表される「年金の収益率」という指標を用いた研究が存在している。しかし、公的負担と政府支出

からの便益の両面から制度改革を評価した分析は存在しない。そこで、本章では各世代のライフ

サイクル全体での税負担と公的支出からの便益との現在価値比率 (1980年価格 )を用いて、税・

年金改革を負担と便益の両面から評価することにした。

各世代の公的負担と便益を比較した分析では、各世代が直接にどの程度政府行動の影響を

受けたかを知ることができる。しかしながら、政府支出が景気を拡大したり、社会資本の蓄積によ

る後世代への効用水準に影響をもたらす、間接的な効果を知ることはできない。本章では、各家

計の私的消費水準が過去の政府行動を反映したものと考えて、予算制約式の変化による消費水

準の変化を通じて厚生分析を試みることにした。



第2項 公的負担と便益

各世代のライフサイクル全体での税負担と公的支出からの便益との現在価値比率は、次のよう

な手順で推計した。ここで公的支出からの便益とは、SNAにおける政府最終消費支出と一般政

府固定資本形成ならびに厚生年金の給付額の合計額を一世帯当たりに直したものである。また、

公的負担とは各世代の所得税・個人住民税・間接税・社会保険料の合計額である。公的便益と

公的負担は、各世代の各時代によつて物価水準が異なるために、すべて1980年価格に直した上

で、各世代の生涯を通じての公的便益/公的負担の比率を求めた。なお、1985年以降の公的便

益については、政府支出からの便益の部分を1980年から1985年 の政府最終消費支出と固定資

本形成の名 目値の平均伸び率、それぞれ 5。 42%と0.65%を利用して推計した。

なお、厳密には政府の固定資本形成の金額が直接家計の便益に結びつくわけではなく、便益

と考えられるのは固定資本の与えるサービス0フ ローであるが、それを推計することは現実には困

難であるため代理変数として固定資本形成額を使用した。また、行政サービスが各世帯に及ぼ

す便益は世帯主の年齢 0世帯規模 。世帯業態等によつて異なるが、本章におけるような代表的な

家計間の比較の際に世帯属性の違いを考慮することは難しい。ただし、世代間の比較の際には

同一の条件で比較をしているので、定性的な結果を大きく変えることはないと思われる。

第3項 厚生分析

本章では、(6-1)式 のライフサイクルの効用関数を時間について分離可能かつ相対的危険回避

度一定の通時的効用関数に特定化し、それに基づいた厚生分析を通じて制度改革の効果を検

討することにした。具体的には、基礎的な消費部分と世帯人員による影響を考慮するために以下

のように特定化した。家計のライフサイクルの効用関数は、具体的には

び=』 (1+δ )―“
~1)

t=1

(a― αtc)・
′γ

1-1/γ (6-の

と書くことができる。ここで、aはι期時点の消費量、αtは ι歳時点の世帯人員、θは生存に最低限

必要な1人当たりの消費量、δは時間選好率、γは異時点間における代替の弾力性のパラメー

タである。なお、本章では私的消費水準は公的消費水準の影響を間接的に受けるとしたため、

(6-4)式では公的消費水準が家計の効用水準に及ぼす効果を明示的には示してない。公的消費

水準を明示的に考慮した分析をおこなうためには、各世代の各時代の公的消費水準を求め、さ

らにその公的消費水準が私的消費水準に比べてどの程度評価されるかについてのウェイト・パラ



メータを推計する必要があるが、データの制約からそのような推計は困難である。

予算制約 (6‐ 2)式を制約とした(6‐4)式に関する最大化の1階の条件から、消費に関するオイラ

ー方程式を導出すると

a-     1+(1‐
θ)晨

一

             
γ

l+        /p)(a_1_α
t_l

δ
,                    1の

となる。(6‐5)式の定差方程式をとくとt期の消費は以下のように示される。

(6-5)

Π (1+(1… θ)rs)γ
s=2

a= (ρ1/p)(aν ―α lc)+α ′ο (6‐ 6)

(1+δ )Kt‐

1)γ

したがつて、家計の消費はすべて初期の消費に依存して決定されることがわかる。(6‐ 2)式 に(6‐ 6)

式を代入すると、

a={】午Σp(α lοz4… αtの/Π (1+(1… θ)rs)}/{Σ ク″4/Π (1+(1¨ θ)″ s)}           (6‐ 7)
t=2                   s=l                t=l     s=0

が得られる。ただし、yは

ン生Σ{(ソ t‐ τt)/(1+(1‐ θ)の
t~1}+Σ

{a/(1+(1‐ θ)Dt~1)
t=l                         t=h

であり、4は

Π (1+(1‐ θ)rs)ν

z4= (ρ1/p)ν

(1+δ )。
‐1)ν

を意味している。(6‐ 7)式を利用すれば、所与のパラメータδ、γ、θの値に対して、初期の消費

水準を計算できる。ただし、実際にシミュレーション分析をおこなう際には、税。年金改革による影
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響は1989年以降に生じることを留意する必要がある。そこで、本章では税 0年金改革がおこなわ

れた場合、各世代の代表的家計は、1989年を第 1期とおいて、残された人生の消費計画を立て

直すものと仮定した。このような仮定のもとでは、各世代の予算制約式に1988年期末の貯蓄残高

を力日えて、

Σ{クta/Π (1+(1-θ )ハ)}=
t=l       s=0

(1+(1‐ θ)ん-1)St l+Σ {(И‐τt)/Π (1+(1‐ θ)rs)}十 Σ{ム/Π (1+(1‐ θ)″う} (6‐ 8)
S~0 t=h     s=0

と書き直す必要がある。さらに、初期消費を示す(6‐ 7)式は

a={(1+′ t_1)St■ 1ン午Σ ρr(α lじヽ ‐αtの/Π (1+rs)}/{Σ  ρИt/Π (1+rD} (6‐ 9)

となる。

したがって、1988年以前の過去の消費については『家計調査年報』より求めた現実の消費量を、

1989年以降の将来の消費については(6-9)、 (6‐ 6)式より計算した消費量を効用関数 (6‐ 4)式 にあて

はめれば、制度改革前後の厚生分析をおこなうことが可能になる。

第3節 データの作成

ここでは、分析に利用したデータの作成方法について説明しよう。本章では、厚生分析を行う

際に必要となる効用関数のパラメータの推計に消費のコーホート0データを税 0年金改革の影響

を知るために所得のコーホート・データを作成した。さらに所得のコーホート・データより税負担、

社会保険料負担、年金拠出額、年金給付額の推計をおこなつた。

第1項 コーホート0データ

まず、コーホート・データ(Coho■ Data)と 呼ばれる世代別のデータの作成方法から説明しよう。

コマホート・データは、各世代の代表的家計のデータをトレースしたものであるため、ライフサイク

ル的な視点からの分析に際して極めて有用なデータである。このため近年、コーホート・データを

利用した分析が増加している。しかし、わが国では公表されたそのようなデータは存在しないため、

1953年から1988年までの『家計調査年報』(総務庁)の「勤労者世帯」の年齢階層別データを利
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用して、所得および消費支出のコーホート・データを作成することにした。『家計調査年報』のデ

ータは、1953年から1988年までのすべての期間について同じ集計項 目が利用できるわけではな

いが、厚生分析において主として利用した「世帯主の勤め先収入」「世帯主定期収入」「消費支

出」については全期間利用できる
の
。

図6-1 各世代の所得プロファイル
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具体的な作成手順は以下のとおりである。まず、各年の5歳年齢階級別のソース・データを用

いて、隣接する二つの年齢階級の加重平均をとることによつて1歳刻みのデータを作成した。そし

てこれから出生年次に対応する年齢でのデータを取りだし、各世代について年齢順に並べてい

わゆる出生コーホート0データを作成した。異なる出生年次のコーホート・データも同様にして作

成できる。このようにして求められるコーホート0データはすべて過去の制度を反映した消費や所

得のデータであると考えられる。前節で示した厚生分析をおこなうためには、1988年 以降の将来

の所得に関するデータも作成する必要がある。そこで、1985年 以降の所得は1988年の『家計調

査年報』の年齢階級別の「世帯主勤め先収入」を利用して推計することにした。わが国では、年

2)なお、1962年 以前の『家計調査』のデータは調査対象が都市部に限られていたが、本稿では可能な限り長い期間の

コーホート・データを作成するためにこの期間のサンプルの違いによる誤差は無視している。したがつて、1928年 生まれ

と1933年 生まれの世代については他の世代との比較に注意が必要となる。



功序列型の賃金慣行のもとでは、クロスセクションの年齢階級別の「世帯主の勤め先収入」はある

程度勤労者の平均的な賃金の等級表を反映したものと考えられる。将来の所得水準は、さまざま

な要因によりこの等級表の水準を引き上げることによつて決定されることになる。この引き上げの

水準がどの程度になるかは、その時点の雇用情勢や景気の状態に左右されることになるが、本

章では1988年 5月 策定の政府の経済運営5ヵ年計画における実質成長率3.75%を利用した。

図6… 1は、以上のような手続きを経て作成された各世代の所得のプロファイルを描いたものであ

る。図では縦軸には名 目所得額が、横軸には年齢がとられている。年齢が同一でも世代ごとに時

代がことなるため、物価上昇と経済成長を反映して新しい世代ほど同一年齢時の所得水準は高

くなる。この所得のプロフアイルより(6… 2)式の%が与えられることになる。

第2項 税 0社会保険料負担の推計

公的負担と便益の関係を調べるためには、各世代の 1989年 以前とそれ以降の税・

社会保険料負担のデータが、厚生分析には (6… 2)式の τtで 示されている1990年 以降の

税 0社会保険料のデータが必要となる。給与所得税と住 民税は、「世帯主の勤め先収

入」に1953年から1989年までの各年の税制を求めれば計算できる
の
。社会保険料負担

については、いわゆる大蔵省の簡易計算方式を用いた
4)。

年金改革による社会保険料

の変化 については、「定期収入」のデータより改革による年金拠 出額の変化額を求め、

改革前制度を前提としている簡易計算方式より求めた社会保険料負担の金額に加えた。

年金の拠 出額は、本章で用いたコーホート0デ ータが『家計調査年報』の勤労者世帯に

基づいて作成したものであるため、勤労者の大多数が加入している厚生年金制度が適

用されているものとして推計した。具体的には、『家計調査年報』の「定期収入」を標準

報酬月額とし、各年次での保険料率をそれに乗じることで計算した。実際には、標準報

酬月額の算定は等級表を用いておこなわれているが、単純化のため等級表の上限と下

限のみを考慮して計算をおこなつた。なお、年金の負担額は本人分のみとした。

また、公的便益と負担の分析においては間接税の負担額も推計する必要がある。間

3)な お、市町村民税は、昭和26年以降、昭和36年に至るまで5つの選択方式が採用されていたが、主に大都市で採用

されていた所得税額を課税標準とする第一課税方式にもとづいて計算した。昭和37年以降の期間については、昭和40

年度に課税方式が統一されるまで本文方式と但書方式があつたが、本文方式にもとづいて計算した。

4)社会保険料控除については、大蔵省方式と呼ばれる簡易計算方式を用いた。
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接税 は『 家計調 査年報』の年齢 階級別 の「消費支 出」データから以下のようにして求 め

られる。まず、各年 の (物 品税、酒税、たばこ税 (国 0地方 )、 砂糖 消費税、揮発油 0地 方

道 路税 、石 油ガス税、自動車 関係 諸税、入場税、通行税、娯楽施設利用税 、料理飲 食

等消費税 、電気税、ガス税 の)間 接税収を『家計調査年報』の 10大 消費項 目に振 り分 け、

総世 帯数を乗じることによつて求めた消費項 目毎の家計総消費支 出額から間接税収を

差し引いたもので割れ ば項 目毎の実効税 率が計算できる。なお、自動車 関係 諸税、ガ

ソリン税 、電気税、ガス税 については、企 業 による事業用利用 が大きなウェイトを占める

ため、『 産業連 関表』の需要項 目別 内訳 によつて、間接税 のうち家計 が直接負担する比

率を求 めた。以上のような推計方法は、同一の手法での多年度 にわたる計測 が比較 的

容易であるという利 点を持つている。ただし、『 家計調査年報』の全世帯データに世帯数

を乗じて求めた消費総額は、国民経済計算 にもとづく家計の消費支 出額よりも低くなる

ことと『家計調 査年報』に単身者世帯が含まれていないことから誤 差が生じる可能性もあ

る。消費項 目毎の実効税率が与 えられれ ば、各世代の項 目別消費のコーホート・デ ー

タより、間接税 負担額を計算することができる。なお、1989年 以降の間接税 額 について

は、シミュレーション。モデル において計算した消費支 出額を用いて推計している。

第3項 年金受給額の推計

各家計の生涯の予算制約式(6‐ 2)を計算するには、所得、税。社会保障負担にカロえて年金の受

給額btを推計する必要がある。改革前制度のもとでは、厚生年金に25年以上加入し、引退中の

人には、60歳から64歳までの間に「特別支給の老齢厚生年金」が支給される。この特別支給の老

齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分から構成される。定額部分については、各世代の厚生

年金の加入期間を25歳から63歳までの38年と仮定して、単価をかけて求めた
め
。報酬比例部分に

ついては、すでに求めた各世代の標準報酬月額に再評価率をかけて現在価値に直して、平均

標準報酬月額を求め、さらに生年月 日による禾率と力日入期間38年をかけて求めた。65歳以降に

ついては、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されることになる。この基礎年金部分は、昭

和63年度価格で夫5万2,270円 、妻5万 2,270円 の計10万4,540円 である。)である。老齢厚生年金

は、老齢基礎年金に上積みされるものでその計算方法は、60歳から64歳まで支給される「特別支

給の厚生年金」の報酬比例部分の計算方法とおなじである。以上のようにして求めた各世代の年

5)単価は生年月 日によつて区分され、昭和62年度は2507円から1306円 の21通りである。
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金給付額の水準は、毎年消費者物価の上昇率だけ引き上げられるものとした。1990年以降の消

費者物価の上昇率については、1988年 5月 策定された政府の経済運営5ヵ年計画の消費者物価

上昇率1.5%を使用した。

第4項 効用関数のパラメータ

厚生分析に用いる家計のライフサイクルの効用関数に関するパラメータ(割 引率 δ、異時点間

の代替の弾力性 γ、基礎消費θ)は、1918年 生まれのコーホート・データ(C、 αt)と対応する各

年の長期利子率データを代表的家計の予算制約における効用最大化の1階の条件である消費

に関するオイラー方程式(6-5)に 当てはめて、非線型最小2乗法をおこなうことで推定した。その推

定結果は表 6‐ 1にまとめられている。

表6‐ 1 効用関数のパラメータ

推定値 標準誤差

θ

γ

δ

186。 41
0.3242
0.0512

(323.08)

(0。 5410)

(0.0917)

自由度修正済み決定係数 0。 988

以上の手続きにより、効用関数のパラメータが得られたので、1988年以前については現実の消

費データを効用関数に代入すれば、各年の効用水準を計算できる。1989年以降については、

(6-9)の 第 1期を1989年とし、1990年以降の各期の改革前後における可処分所得を代入し、課税

後利子率 (1‐ θ)′ の変化と税込み物価水準pの変化を考慮すれば第1期の消費量を計算できる。

また、税制改革による税込み物価水準には、1989年 の消費者物価の平均上昇率2.3%を用いた。

第1期 の消費量がわかれば、(6‐ 5)式より第2期以降の消費量を計算できる。したがつて1989年以

前の消費量と1990年以降の消費量を効用関数に代入すれば、各世代の改革前後の効用水準を

求めることができる。

第4節 制度改革の影響

社会保障財源を確保するためには、負担の引き上げと給付水準の実質的な引き下げを伴うよ

うな制度改革が不可欠である。近年の改革論議の高まりはこのような状況を反映したものである。

以下では、中曽根、竹下税制改革と支給開始年齢を65歳 に引き上げる年金改革が国民生活に
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与える影響を前節で示した分析手法を用いて検討する。

まず、税制改革と年金改革が各世代の負担構造にもたらす変化をみていこう。ここで想定した

税制改革の効果は、中曽根内閣による昭和62年度改正と竹下内閣による税制改革を比較したも

のであり、表 6‐ 2のようにまとめることができる。すなわち、本章での改革前の税制とは1988年 4月

から実施された利子所得の一律分離課税と1987年改正にもとづく所得税・住民税制を意味して

おり、1988年分の所得税の臨時特例法による所得税減税は含まれていない。さらに、1989年から

は竹下税制改革を考慮したものとなっている。なお、竹下税制改革によつて新設された扶養割増

し控除については、各世代が30歳の時に第1子を設け、35歳の時に第2子を設けたものとして、そ

の子弟が扶養割増し控除の適用対象となる期間を求めた。

表 6‐2 税制改正の内容

税制改革前
(1987年度改正 )

税制改革後
(1988年度改正 )

所得税
税率表

人的控除
配偶者特別控除

150万 円以下     10。 5%

150万 円を超える金額 12%
200    〃             16%
300    〃             20%
500    〃             25%

600    〃             30%
800   〃          35%

1,000    ノノ             40%
1,200    〃            45%
1,500    ノノ             50%
3,000    ノノ             55%

5,000    〃             60%

各33万 円
16.5万円

300万 円以下
300万 円を超える金額
600     〃

1,000     〃

2,000     〃

％

％

％

％

％

０

０

０

０

０

１

２

３

４

５

各35万円
35万円

住民税
(市町村+道府県 )

税率
人的控除
配偶者特別控除

5%～ 16%の 7段階
各28万円
14万円

5%～ 15%の 3段階
各30万円
30万円

利子課税 少額貯蓄非課税廃止
一律分離課税20%

同左

間接税 個別消費税 同左の廃止、調整
消費税 3%

また、1989年度に予定されていた年金改革は、改革前の厚生年金制度では60歳である支給
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開始年齢を1998年から段階的に引き上げて65歳にしようとするものであつた。厚生省の1989年財

政再計算による厚生年金の保険料率の将来見通しによると、改革前の60歳支給開始のもとでは1

989年度以降5年ごとに2.2%づ つ保険料率を引き上げ、さらに2010年以降に保険料率の大幅な

引き上げが必要となり、2025年のピーク時には保険料率は31.5%に達するとされている。これに対

して、65歳へ支給開始年齢が引き上げられた場合には、2005年以降の保険料率の引き上げを抑

制することが可能になり、2025年のピーク時の保険料率は26.1%にとどまるとしている。この年金

改革にようて将来の厚生年金における保険料率の見通しがどのように変化するかを示したものが

図6‐ 2である。この図によると年金改革が実施された場合には、当面の保険料率の引き上げスケ

ジュールが変更されず、2005年ごろ以降に保険料率の引き上げが抑えられることがしめされてい

る。厚生分析においては、65歳支給への以降に伴う給付のカットと保険料率の抑制の影響を分

析した。ただし、改革前の60歳支給のもとでも60歳から64歳 の間の年金給付は、退職を要件とし

ているので、本章の各家計が63歳まで働くという仮定のもとでは64歳支給と65歳支給の比較をし

ていることになる。

図6…2 保険料率の将来見通し:1989年財政再計算
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第 1項 公的便益/負担比率

ここでは、税 。年金改革の影響を公的便益/負担比率の変化を世代別に比較することで分析

しよう。表 6‐ 3は、各世代別に税年金改革前、税制改革後、税。年金改革後の公的便益/負担比

率を示したものである。この比率が高いほど、より少ない負担のもとでより高い便益を享受してきた
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ことがわかる。

表6‐3 公的便益/負担比率

改革前 税制改革後 税 0年金
改革後

1928年生まれ
1933年 生まれ
1938年 生まれ
1943年生まれ
1948年 生まれ
1953年 生まれ

2.14

1.83

1.74

1.79

1.98

2.38
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まず、税 0年金改革がおこなわれなかつた場合について、各世代の公的便益/負担比率を比

較してみよう。改革前の制度のもとで、公的便益/負担比率の最も高いのは1928年生まれの世

代の2.38であり、1953年生まれの世代の2.14がこれに続いている。中間の世代は1943年生まれ

の世代の1.74を はじめとして低い値を示しており、負担と便益の関係では、いわゆる団塊の世代

が、他の世代よりも不利な状況にあることが示されている。新しい世代の便益比率が比較的高い

のは、石油ショック後の財政状況の悪化時期に大量の国債が発行され、租税負担が相対的に低

下したことによるものと考えられる。

次に、税制改革がおこなわれた場合における各世代の公的便益/負担比率を改革前の状況

と比較すると、1928年 生まれの世代をのぞくすべての世代で公的便益/負担比率が上昇してい

ることがわかる。1928年生まれの世代の公的便益/負担比率が低下するのは、この世代が税制

改革時点にすでに老年期に達しており、所得税減税の恩恵を享受できないためである。

表 6‐ 3には、税制改革による効果と年金改革による効果を総合した分析の結果も記されている。

ここでいう年金改革の効果とは、厚生年金の支給開始年齢の引き上げによる給付のカットと将来

の保険料率に関する抑制の双方の影響を加味したものである。給付のカットは、便益比率を低下

させ、保険料の抑制は便益比率を上昇させることになる。表によると、税制改革に加えて年金改

革が実施された場合には、1943年 以前の世代についての公的便益/負担比率は変化せず、19

48年生まれと1953年 生まれの世代の公的便益/負担比率が税制改革のみがおこなわれた場合

と比較するとわずかながら低下し、改革前の状態と比べると上昇することがわかる。

第2項 厚生分析
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公的便益と公的負担の関係のみに着日した分析においては、改革前の税 0年金制度のもとで

は、いわゆる団塊世代が他の世代より不利な状況にあり、税制改革がおこなわれた場合にはす

べての世代の公的便益/負担比率が上昇し、逆に年金改革によるマイナスの影響は経過措置

の存在ゆえに現在すでに老年期に達している世代には影響を及ばさないことがわかつた。このよ

うな傾向は、税負担の変化に伴う消費行動の変化をも考慮した厚生分析においては、どのように

変化するのであろうか。

表6-4 厚生分析

改革前の厚
生水準

税制改革
の効果

年金改革
の効果

税 0年金
改革の効果

1928年生まれ
1933年生まれ
1938年生まれ
1943年生まれ
1948年 生まれ
1953年 生まれ

‐2.931E‐ 04
-2.087E… 04
‐1.499E‐ 04
…1.148E-04
-1.088E-04

…1。 137E¨04

-0。 120/0

…0.070/0

0.13%
0.66%
1.60%
3.020/0

0.000/0

0.00%
0.00%
0.00%

‐0.580/0
‐0.540/0

‐0.120/0
‐0.07%
0.13%
0.66%
1.03%
2.49%

表 6‐4は、世代別に税制改革、年金改革前後のライフサイクル全体の厚生水準とその変化率を

求めたものである。まず、改革前の各世代の厚生水準は新しい世代ほど高くなつている。この結

果は新しい世代ほど経済成長の恩恵を受けているために消費水準が高くなつていることを反映し

ている。

次に、竹下税制改革は1933年生まれ以降の世代の厚生水準を増加させることになる。特に195

3年生まれと1948年生まれの比較的新しい世代の厚生水準が増加する。これらの世代では壮年

期における所得税・住民税減税による厚生水準の増加が老年期における消費税導入による厚生

水準の低下を上回ることになる。これに対して、1928年生まれの古い世代は、税制改革による減

税の恩恵を受ける期間が短いために、厚生水準が低下している。したがつて、竹下税制改革をラ

イフサイクル全体で評価したときには、より新しい世代ほど改革による恩恵が大きいといえよう。

表 6‐4には、年金改革による効果を加味した厚生分析の結果も記されている。表によると、1943

年以前の世代の厚生水準には、なんら変化がない。これは年金給付の支給開始年齢のカットが1

998年以降段階的に実施されるため、これらの世代の給付時期は年金改革が行われても変わら

ず、さらに図6… 2をみればわかるように保険料率の抑制の効果も2005年以降にしか生じないため

である。一方、1953年生まれと1948年生まれの2つの世代に関する厚生水準は、給付カットのマ

イナスの効果が保険料抑制のプラスの効果を上回るので、年金改革により低下することになる。



最後に税制改革と年金改革の効果を総合してみると、1928年生まれと1933年生まれの世代は

税制改革により厚生水準が低下し、1938年生まれと1943年 生まれの世代は税制改革により厚生

水準が上昇し、1948年生まれと1953年 生まれの世代は税制改革による厚生水準の上昇が年金

改革による厚生水準の低下を上回るので厚生水準が上昇することがわかる。

第5節 むすび

本章の分析では、改革前の制度のもとで厚生分析においてはより若い世代ほど厚生水準が高

く、公的便益/負担比率の分析においては比較的古い世代と若い世代のその比率が高いことが

示された。この厚生分析と公的便益/負担比率の分析結果は、一見すると矛盾するかのように受

け取られるかもしれない。厚生分析の結果が私的消費水準しか考慮していないことに加えて、高

度成長期における公共投資の成果が後世代における経済成長後の高い賃金・消費水準につな

がったと考えることができる。高齢化社会の負担に関する議論では、将来の若い世代の過大な負

担にのみ関心が寄せられているが、現在のわが国の経済が高度成長期における団鬼の世代の

努力によつてささえられてきたという側面も無視する訳にはいかないだろう。

また、税 。年金改革に関する影響をみると厚生分析と公的便益/負担比率の分析では、いず

れも税制改革が若い世代をより優遇し、年金改革の影響は世代間の負担構造をあまり変えない

ことがわかった。年金改革は長期にわたつて行われるために経過措置等の配慮がおこなわれて

いるのに対して、竹下税制改革ではすでに老年期に差し掛かつた世代に対する配慮が足りなか

つたとも言えよう。

最後に、今後に残された課題として次の4点を指摘しておこう。第1は、本章の分析に用いたコ

ーホート・データは各世代の平均的な家計のライフサイクルにおける所得、消費の系列であつた

という点である。所得税・住民税の累進度を緩和するというタイプの改革を評価するには、同一世

代内での分配問題も考慮する必要があるが、平均的な家計のデータによる分析ではこの問題を

取り扱うことはできない。税制による世代内での再分配の問題をも考慮するためには、同一世代

内で所得水準の異なる家計を含むコーホート。データが不可欠である。

第2に、本章では税制および社会保障制度の改革が世代間の分配に与える影響を定量的に

分析してきたが、いわゆる効率性への影響を考慮していない点が指摘できる。各コーホートのライ

フサイクルにおける負担と便益の構造を定量的にとらえるだけであるならば、本章の分析の枠組

みで十分であろう。しかし、制度改革を総合的に評価する場合には、家計が消費だけでなく労働

供給 (余暇)も選択するようなよリー般的な枠組みの中で、改革が分配面と効率面の両面に与え
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る効果を明示的に考慮することも必要である。

第3に、厚生分析においては、各世代の代表的家計の私的消費に与える影響のみが考慮され、

公的消費に関しては直接考慮されていない。今後は、私的消費のみならず、公的消費について

も厚生分析の中で明示的に取り扱う必要があろう。

第4に、将来の政府支出の推計については過去のトレンドを利用しているが、税制改革がおこ

なわれ、消費税という安定的な税源が新たに設置されたことにより、今後、政府支出拡大の圧力

が高まることも予想される。将来の政府支出水準については、社会保障、教育、防衛費、ODA、

公共事業費といった個々の歳出項目に関する検討をおこなつたうえでの分析も必要となろう。
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第7章 税制改革と世代間 0世代内の公平―複数家計の分析

第1節 はじめに

1986年 10月 の政府税制調査会による「税制の抜本的見直しについての答申」を出発点とし、

中曽根内閣のもとでの売上税構想、竹下内閣のもとで実現した消費税の導入と所得税の減税を

柱とする税制改革の過程においては、税制改革の影響に関して数多くの数量的な分析が行われ

た。代表的な分析としては、本間(1986)を はじめとする一連のシミュレーション分析が挙げられる。

そこでは、税制改革が家計の税負担に及ぼす影響について所得階層別、年齢階層別にあきらか

にされている。この研究では世代による税負担の公平という新たな視点からの議論が行われてい

る。ただし、年齢階層別のデータは、ある一時点のクロスセクション0データであるため、税制改革

がおこなわれた時点での老年世代と若年世代の間での税負担の変化があきらかにされたのであ

って、それぞれの世代が生涯を通じてどのような税負担となるのかを示すものではなかつた。これ

に対して、第6章の分析では、同一出生年次のデータであるコーホート・データを用いて世代別に

生涯を通じての税負担が税制改革によつてどのように変化するかがあきらかにされた。

しかし、前章の分析は、あくまでも各世代の平均的な家計の税負担の変化をあきらかにしたも

のである。同一世代に属していたとしても所得水準の違いにより当然税制改革による影響は異な

ることになる。そこで、この章では、世代の違いだけでなく、世代内の所得水準の違いをも考慮し

た分析を試みることにした。具体的には、『賃金センサス』の企業規模別、年齢階級別のデータを

利用して、1930年生まれから1969年生まれまでの40個の世代別にデータを作成することにした。

各世代は大企業・中小企業。零細企業のいずれかに勤めるサラリ,マンで代表されるものとした。

企業規模の異なるサラリーマンを想定することで同じ世代であつても所得水準の異なるケースを

考慮できることになる。各世代についてそれぞれ3パターンの所得水準の異なるケースを想定す

るために、全部で120パ ターンの異なる所得水準の家計を想定することになる。

この章の目的は、このような世代別、企業規模別のデータを用いて、各世代の所得水準の異な

るサラリーマンが過去のわが国における税制改正の歴史的な変遷のなかでどの程度の税を負担

してきたのか、さらに将来どのような税負担を担うことになるのかをあきらかにすることである。これ

らは、各世代の異なる所得水準のサラリーマンの税負担をライフサイクルの観′点から評価すること

につながる。従来の税制改革の際には、税制改革が実施された時点での短期的な観点からの議

論のみがなされてきた。しかし、税負担をライフサイクルの観点から評価すれば、たとえ一時的に

増税となつても将来的には減税となるようなケースも考えられるわけである。したがつて、ライフサ

イクルの観点からの分析をおこなうことは、今後の税制改革のあり方を考えるうえで重要な視点の



一つとなるのである。

本章の具体的な構成は以下の通りである。第2節では、所得税と間接税について各世代の税

負担率の推移がこれまでのわが国における税制改正の変遷とからめてあきらかにされる。第 3節

では、税制改革が世代間と世代内の税負担、所得分配にどのような影響をもたらすのかが示され

る。第4節では本章で得られた結果と今後の課題が述べられることになる。

第2節 分析の手法

第 1項 所得税負担の推計

世代別にライフサイクルの観点から税制を評価するためには、現在、壮年期や老年期に入つた

人々が過去にどの程度の税を負担してきたのかあきらかにする必要がある。

まず、所得税の負担の推移から調べることにする。本章では、所得税の負担として、国税として

の給与所得税、地方税の個人住民税に加えて、社会保険料の本人負担分を所得への課税とし

て取り扱うことにした
゛
。なお、社会保険料は、分析の単純化のために、給与所得者のケースを想

定し、所得に対して一定の比率で賦課されるものとした。

所得税の負担を調べるためには、所得のデータを用意する必要がある。この章では、ライフサ

イクルの観点から税制を評価するために、世代別に所得データを作成した。さらに、同一世代内

の所得水準の格差を考慮するために、各世代について企業規模別の所得データを作成した。同

一出生年次の人 口集団から構成されるコーホート0データを作成すれば、世代別の分析をおこな

うことができる。第6章では、『家計調査年報』の年齢階級別のデータより世代別のデータを作成し

ている。しかし、『家計調査年報』には平均的な家計の年齢階級別のデータはあっても、年齢と所

得水準のクロス表がないために、同一世代内の所得水準の違いは考慮できない。この違いを考

慮するために、『賃金センサス』のデータを利用することにした。『賃金センサス』においては、年

齢別に所得のデータが得られるだけでなく、男女別、学歴別、産業別、企業規模別に所得のデ

ータが得られる。そこで、年齢別、企業規模別にコーホート・データを作成することで同一世代内

の所得水準の格差をも考慮することができる。

コーホート・データ作成の具体的な手順としては、以下のようになる。1954(昭 和29)年から1991

(平成3)年までの『賃金センサス』の年齢階級別、企業規模別の男子労働者、学歴計、産業計の

データを用意する。この各年のデータは、5歳刻みであるためにまず 1歳刻みに加工する必要が

1)社会保険料は、保険料システムをとつているが、給与所得者に対しては、事実上、支払給与税として賦課されている。
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ある。各年のデータを遡れば世代別のデータが作成できる。このようにして、1930年生まれから19

69年生まれまでの40個 の世代について大企業 (企業規模1000人以上 )、 中小企業 (企業規模 10

0～999人 )、 零細企業 (10～ 99人 )に勤める給与所得者の世代別の所得データを作成した
の
。

以上のようにして作成したコーホート・データは各世代の過去の所得水準を反映したものとなる。

世代別に生涯の税負担を比較するためには、現在時点で生存している世代について将来の所

得水準をも推計する必要がある。1992年以降の将来のデータについては、1992年版の『賃金セ

ンサス』の年齢階級別のデータを利用した。年齢階級別のクロスセクション・データを将来の賃金

所得として利用したのは、わが国の年功序列型の給与体系のもとでは、年齢別の賃金の違いが

給与の等級表を反映したものであると考えられるからである。さらに、このようにして求めた所得に

は

'毎

年3%のベースアップが実施されるものと仮定した。

さらに、本章ではわが国の賃金慣行を考慮して各世代は、退職時に退職金を受け取るものとし

た。退職金の金額については、1991年の『労働統計要覧』における「企業規模別、学歴、労働者

の種類別男子定年退職者の退職金額」を利用して推計した。

以上の手続きにより、各世代について23歳から60歳までの給与収入のデータが作成できる。各

世代は61歳以降は退職し、年金生活に入るものと想定した。現行制度のもとでは、給与所得者を

対象とする厚生年金の加入者には、60歳以降については65歳 になるまでは退職を要件として特

別支給の老齢厚生年金が、65歳以降については老齢基礎年金と報酬比例部分の年金額が支給

されることになつている。老齢厚生年金の特別支給額は、定額部分と報酬比例部分の合計額で

ある。定額部分は、1,388円 に生年月 日に応じて1.875か ら1まで設定されている乗率をかけあわ

せ、さらに被保険者期間の月数にスライド率 (1。 108)を乗じて得られる。報酬比例部分は、再評価

率 (12.05～ 1.00)を適用して現在の価値に直した標準報酬を平均したものである平均標準報酬

月額に生年月 日に応じた乗率 (10/1,000～ 7.5/1,000)を 適用し、さらに被保険者期間の月数にス

ライド率を乗じて計算される。平均標準報酬を各世代について計算するために、標準報酬として

2)ただし、『賃金センサス』のデータは、時代とともに集計項目が変化しているのでそのままでは利用できなかつた。昭和

29年から昭和38年までの期間については年間賞与が掲載されていない。さらに昭和39年 についても零細企業の年間

賞与が不明である。そこで、昭和40年の所定内給与と賞与の比率を利用して、昭和29年から昭和39年までの年間賞与

を推計した。



『賃金センサス』の「所定内給与額」を利用することにした
の
。 65歳以降の年金額は、すべての国

民に共通の老齢基礎年金月額61,442円 (夫婦2人分で122,884円 )と厚生年金の報酬比例部分

を合計したものとして推計した。

以上の手続きより、給与所得と年金所得が与えられれば、世代別・企業規模別に所得税 (国

税 )、 個人住民税 (地方税 )、 社会保険料を推計することが可能になる。所得税、住民税は、各年

の税法に則つて計算できる。すなわち、給与収入に給与所得控除を適用して、給与所得を計算

し、給与所得に人的控除と社会保険料控除を適用して課税所得を求め、課税所得に税率表を適

用して所得税、住民税額を計算した
゛
。社会保険料については、大蔵省が公表している社会保険

料の簡易計算方法にしたがつた。

第2項 間接税負担の推計

『賃金センサス』のデータだけでは、所得のデータしか得られないために、所得税・住民税とい

つた所得課税の影響しか分析できないことになる。消費税による影響をも考慮するためには、各

世代の各家計の消費支出を推計する必要がある。そこで、この章ではライフサイクル。モデルを構

築することで、各世代の予算制約を満たすような、各期の消費水準を求めることにした。

具体的なモデルは以下のようなものである。まず、各世代について各家計のライフサイクルの

効用水準は、各年齢t歳 時の消費aと課税後遺産額4こ依存するものと考えて、ライフサイクル

の効用関数を以下のように特定化した。

T          Ctl~1/γ
び=β Σ(1+δ )~(t'1)_  十(1-β )(1+δ )~(T l)

t=1            1-1/γ

だ

~1/γ

(7-1)

1-1/γ

ここで、δは時間選好率、γは異時点間の代替の弾力性、βは遺産についてのウェイト・パラメー

タである。

各世代のライフサイクル全体での予算制約式 (現在価値制約式)は、以下のように定式化でき

る。

3)昭和29年から昭和36年までの所定給与額は不明であるために、この期間の所定内給与額は、昭和39年の現金給与

と所定内給与の比率を利用して推計した。

4)各世代の扶養人員は、『家計調査』より世代別の世帯人員を推計して用いた。



Σ {Ct/(1+r)t~1}+0(+τ K)/(1+ィメ
1=Σ

{(7t¨ τt)/(1+の
t~1}+Σ

{わt(1+→
t~1}

t=l                                  t=l                   t=R+1
(7…2)

ここで、Иは
`期

の給与収入、τtは ι期の所得税と住民税と社会保険料の合計額、τKは相続税

額、rlま利子率、ムは z期 の年金給付額、Rは退職時期、コま死亡時期である。本章では、労働市

場に参入する第 1期を23歳、退職時期Rを60歳、死亡時期を80歳と仮定した。

通常のライフサイクル仮説に従えば、(7-2)式 の制約のもとで(7-1)式を最大化すれば生涯の予

算制約を満たしながら効用を最大化するような消費経路が得られる。その消費経路は、効用関数

のに依存するが、一般に若年期には可処分所得を上回ることになる。しかし、資本市場の不完全

性を考慮すれば、このような借り入れの可能性を認めることは、現実的な想定とは言い難い。そこ

で、本章では生涯にわたる予算制約に加えて、代表的家計は生涯を通じて借り入れを行わない

という形での流動性制約を考慮することにした。この制約は、瑚 の資産を3とおくと

(1+r)St-1+(陥―τt)十 わt― a≧0 (7-3)

と表現できる。

(7‐ 2)、 (7-3)式 の制約のもとで(7‐ 1)式を最大化すると、

γ

ァt1//ァt)ct i (7-4)

という関係が成立しなければならない。ただし、И=(1+(1+が
~lφ

t)であり、φtは ′期の流動性制

約に付随するラグランジュ乗数である。

最後に各期の消費 aを家計がどのように個別項 目毎の消費に配分するのかを定式化しよう。 ′

期における第j消費財をXjとし、個別消費項 目に関する効用関数をコブ・ダグラス型と想定すれ

ば、個別消費項 目に関する消費財需要額は

(1+`ti)」K,=μ tiCt (卜 1,… 。,の (7-5)

で示せる。ただし ん はι期における第j消費財の個別消費税の税率であり、μりは
`期

の第j消費

財のウェイト・パラメータである。
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消費  食料 住居  光熱・家具・家 被服・  保健・ 交通・ 教育  教養・ その他

支出  費       水道 事用品  履き物  医療 通信     娯楽

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

00806 0.0816

00827 0.0913

0.0815 00941

00834 01020
00830 0.1006

00802 00977
00762 0.0933

00790 00966
0.0797 01004

00690 0.0865

00721  00911

00706 00955
00629 00802
00620 0.0815

00613  00849

00681  0.0866

00667 00863
00617 00835
00617 00765
00645 0,0813

00680 0.0802

00596 0.0665

00540 0.0617

00585 0.0611

00576 00619
00667 0.0715

0.0649 00714

00630 00656
00641 0.0713

00645 0.0723

0.0674 00712

00680 0.0717

00659 0.0729

00682 0.0738

00695 00781
00705 00809
00474 00525
00672 00546

00000 0.0164

00000 0.0168

00000 00187
00000 00199
00000 0.0206

00000 00213
00000 0.0208

00000 0.0271

0.0000 00242

00000 0.0223

00000 00238
00000 00215
00000 00202
00000 0.0202

00000 00207
00000 00211
00000 0.0246

00000 0.0213

00000 00204
00000 0.0213

00000 0.0186

00000 0.0188

00000 00146
00000 00155
00000 00155
00000 00140
0.0000 00143

0.0000 00163

00000 00152
00000 00148
0.0000 00166

00000 00164
00000 00167
00000 00158
00000 0.0164

00000 00164
00000 00000
00000 00000

00000  0.0000

00084   0.0000

00000  00000
00106  00000
00271   0.0000

00285   00000

00248   0.0000

00398   0.0000

0.0497  00000

00533   0.0000

00505   00000

0.0426  00000

0.0334  00000

00264  0.0000

00237  00000
00321  00000
00278  00000
00334  00003
0.0319  00003

00361   0.0004

00348   0.0004

00354  0.0005

00323   00007

00380  00008
00414  0.0010

0.0483   00013

0.0524  00015

00431   00018

00378  00023
00400  00025
00388   0.0030

0.0446  00032

00457  00028
0.0470  00032

00474  00026
00512  00021
0.0000  00000

00000  0.0000

00000 00967
00000 00975
00000 00985
00000 00962
00000 01106
00000 00574
00000 00673
0.0000 0.0775

0.0000 00741

00000 00687
00000 01300
0.0000 01392

0.0000 01358

00000 01232
00000 01106
00000 01846
0,0000 01829

00000 01765
0.0000 01638

00000 0.1651

00000 02682
00000 02773
0.0000 02502

00000 02585
00000 02197
0.0000 02804

0.0000 02848

0.0000 02664

00000 02522
0.0000 02625

00000 0.2708

0.0000 02723

0.0000 02664

00000 02742
00000 02708
00000 02793
0.0000 02188

00000 04185

00000 00385  0.1818

00000 00765 0.1521

0.0000 00960 0.1524

0.0000 00950 0.1284

00000 0.1125 01838

0.0000 00961 0.1299

00000 01106 0.1179

00000 0.1168 0.1182

0.0000 01109 01209

00000 00814 01074
0.0000 00702 01208

0.0000 00606 01084

00000 00483  01052

00000 00475 00993
00000 00437 0.0924

00000 00572 0.0978

00000 00540 00933
00000 00178 00880
0.0000 00625  00832

00000 00719  0.0822

00000 00667 0.0734

0.0000 00559 0.0608

0.0000 00484 00510

0.0000 00468  00647

00000 00439 0.0633

0,0000 00438 00669

0.0000 00416 00573

00000 00423  00627

0.0000 00421  00630

00000 00420 00582
00000 00431  0.0644

00000 00420 00651
00000 00409 00586
00000 00409 0.0638

00000 00451  00626

00000 00470 00593
00000 00068 0,0473

00000 00073  00492

出所 :林 。橋本 (1993)

間接税負担の違いを検討するためには、世代別 0企業規模別に消費のデータと消費項 目の内

訳が必要となる。各世代別 0企業規模別の各期の消費額は、生涯所得のデータ、利子率のデー

タ、消費財価格のデータが与えられれば、効用関数を特定化し、効用関数のを設定することで、

生涯の予算制約における効用最大化の結果として、計算できる。効用関数のパラメータについて

は、既存の研究成果を利用することにし、本間・跡 田・岩本。大竹 (1987)よ り γ=0.3、 δ=0.01と

した。 遺産のウェイト・パラメータβは 0.0001とおいた。利子率のデータに関しては、1年ものの

定期預金金利、消費財価格については消費者物価指数を利用した。消費財価格は、(7‐ 1)式のラ



イフサイクルの効用関数が名 目消費ではなく、実質消費量に依存すると考えられるために必要と

なる。さらに、その消費を食料費、教育費といった消費項 目にどのように振り向けるかについても、

個別消費財への配分についてコブ・ダクラス型の効用関数を想定すれば、各個別消費財は総支

出額の一定のシェアを占めるようになり、簡単に求めることができる。この個別消費財の水準を求

めるためのウェイト0パラメータには、『家計調査年報』を利用して、各世代について代表的家計の

各年齢時での10大消費項 目を支出総額で割ることで求めた。

各世代について各家計の項 目別の消費支出額を計算し、消費項 目別の間接税の実効税率を

適用すれば各家計の間接税の負担額が計算できる。この間接税の実効税率には、『家計調査年

報』の10大消費項 目に間接税の各年の税収を振り分けて、1953(昭 和28)年から1980(平成2)年

まで消費項 目別に間接税の実効税率を計算した林 0橋本 (1993)の 推計結果を利用した。その間

接税の実効税率は、表 7‐ 1にまとめられている。この表の実効税率とは項 目別の間接税の負担額

を各項 目の消費額で割つたものである。なお、この表における1989年 (平成元年)以降の間接税

の実効税率には消費税は含まれていない。消費税については、各項 目別の消費支出額に3/10

3を乗じることで計算できる。

第3節 税制の変遷と税負担の推移

第 1項 所得税制の変遷

前節で作成した所得データに税制を適用すれば所得税負担の推移をみることができる。そこ

でまず、各世代が直面してきた所得税改革の変遷を簡単に説明しておこう。

給与所得税の負担額を決める要因としては、税率表、給与所得控除、人的控除がある。これま

でのわが国における給与所得税の変遷を振り返ると、1950年代から1970年代までの期間に毎年

のように税率表の改正や人的控除の引き上げが実施されてきた。これは、わが国の高度経済成

長にともなう、名 目所得、実質所得の急激な上昇により、所得税負担が急増することを防ぐために

おこなわれた措置である。特に、1973(昭和48)年の第1次石油ショックが引き起こしたインフレー

ションは、1974年 のいわゆる2兆 円減税 (1974年度分 1兆 7,830億 円、1975年度分 1,860億 円)の実

施を招くことになつた。この減税は、限界税率の適用課税所得区分を従前よりも引き上げることと、

人的控除の引き上げ、給与所得控除の拡大によりおこなわれた。さらに、給与所得控除の最高

限度額もこの改革により撤廃されることになつた。

1980年代に入ると、所得税の改正はあまり行われていない。これは、1981年 3月 に発足した第2

次臨時行政調査会による「増税なき財政再建」路線のなかで所得税の減税が見送られてきたた
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めである。その後、レーガン大統領によるアメリカの税制改革など世界の税制改革に触発された

形で、1986年 10月 28日 に政府税制調査会による「税制の抜本的見直しについての答申」が提出

された。この答申は、所得税の税率表を簡素化しようという世界的な税制改革の潮流に沿つて、

税率表を簡素化し、最高税率を引き下げようとするものであつた。それに伴う所得税減税の財源

を賄うために、新型間接税を導入しようとしていた。しかし、「売上税廃案」のなかで、1987年 の所

得税の改正は部分的なものにとどめられた。その後、売上税は「消費税」へと形を変えて1989(平

成元)年より実施されることとなった。

次に、個人住民税の変遷を簡潔に振り返ろう。個人住民税は、1963年までは市町村民税に5

つの課税方式が存在した
D。 この5つの課税方式は、市町村間に税負担の不均衡を生んだため

に、1962年から所得を課税標準とする本文方式と但し書き方式に整理され、1965年には本文方

式に統一されている。市町村民税は、1965年以降課税最低限は毎年のように引き上げられたも

のの、税率表は1974年まで改正されていない。その後、抜本的税制改革にあわせて1989年度よ

り税率表が3段階にまで簡素化されることになった。一方、都道府県民税については、1954(昭 和

29)年 の創設当時は所得税額を課税標準とする比例税率で課税されていたが、1962年より所得

金額を課税標準とする2段階の累進税率表におきかえられた。

第2項 税負担の推移

以上のような所得税・住民税の変遷を踏まえて、まず所得税負担の推移をあきらかにしよう。

図 7‐ 1に は1935年 生まれの世代について、大企業、中小企業、零細企業に属する各家計が1958

年から1991年までの期間にどの程度の所得税の負担を担つてきたのが示されている。この図の

縦軸には負担率が横軸には西暦がとられている。負担率の分母は、給与収入である。この世代

は、1960年に負担率が急上昇し、1961年 に急減している。これは、名 目所得の上昇のなかで196

0年の所得税減税が行われていないことによるものである。その後、税負担率は、日本経済の高

5)次の5つの課税方式が存在した。

①第一課税方式(課税標準:所得税額)

②第二課税方式本文(課税標準:所得税の課税総所得金額、課税退職金額および課税退職金額の合計額)

③第二課税方式但書(課税標準:総所得金額から基礎控除を控除した金額)

④第二課税方式本文(課税標準:第二課税方式本文の課税標準から所得税額を控除した金額)

⑤第二課税方式但書(課税標準:第二課税方式但書の課税標準から所得税額を控除した金額)



度成長につれて上昇傾向になる。しかし、1973年の石油ショックに伴う、名 目所得の急上昇によ

る税負担率の上昇は、翌年の2兆 円減税を呼び、税負担率は一旦減少することになる。その後は、

再び1986年に至るまで上昇を続けることになる。その後は1987年、1988年、1989年の所得税減税

によつて税負担率は低下する。以上のような傾向は、大企業、中小企業、零細企業について共

通して見られる。企業規模による違いとしては、企業規模が大きい給与所得者ほど、給与所得が

多いので税負担率も高くなつていることである。しかも、その税負担率の格差は、近年の方がおお

きくなつてきている。このような過去の税制改革による税負担率の変化は、各世代にとつてはそれ

ぞれ改革が行われた時点での年齢の違いにより、各世代の同一年齢時での税負担率に格差を

生じることになる。

図7…1 所得税負担率の推移 :1935年生まれ
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次に、間接税の負担については、表 7… 1に掲載されている間接税の実効税率を利用することで

求めることができる。図7‐2は、1935年生まれの世代について大企業、中小企業、零細企業の企

業規模別に、間接税の負担率の推移を描いたものである。縦軸に間接税の負担率、横軸に西暦

をとることで、各世代の間接税負担率の推移を歴史的にみることができる。なお、負担率の分母

は、消費額ではなく、給与収入である。



図7‐2 間接税負担率の推移 :1935年生まれ

この図では、1958年ごろは7%と比較的高い水準にあった間接税の負担率が1966年 には5%ま

で低下していることが分かる。この動きは、大企業、中小企業、零細企業に共通に見られる。また、

低所得者ほど所得に占める消費の割合が高いために、負担率には若干の逆進性が見られる。19

66年の税負担率の低下は、不況対策として物品税の税率の引き下げと室内装飾用品、玩具、桐

製・うるし塗り家具など伝統工芸製品や零細企業製品に対する課税が廃止されたことによるもの

である。その後、間接税の負担率は、1973年 に低下している。この原因としては、1973年に行わ

れた物品税の全般的な見直しが挙げられよう。1978年 には、間接税の負担率は再び6%台まで上

昇している。1978(昭和53)年は、財政再建を目指して政府税制調査会が「一般消費税」の導入

を答 申した年である。しかし、世論の反発のなかで一般消費税の導入は断念され、かわりに、酒

税の従量税率の引き上げが行われた。1961年から1978年ごろまでの間接税の負担率には、ほと

んど逆進性は見られない。それ以降の負担率は、水準としてはほぼ横ばいとなっているが、大企

業、中小企業、零細企業の給与所得者の間での間接税負担の逆進性が拡大していることが分か

る。これは、一般消費税の断念によりより安易な増税手段として、酒税など既存間接税の枠組み

のなかで増税が行われてきたことによるものである。1989年 には、間接税の負担率が急上昇して

いるが、これは消費税の導入によるものである。

これまでは、所得税、間接税の負担それぞれについて過去の税負担の推移をみてきたが、総

合的な評価を行うために税負担全体としての推移をみてみよう。以下では、給与所得税、個人住
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民税、社会保険料の負担と間接税の負担に加えて、利子課税の負担額も加えたものを総税負担

額として捉えることにしよう。図7‐ 3は、1935年生まれの世代について企業規模別に税負担率の推

移を描いたものである。1960年 の税負担率は所得税、間接税とも税負担率が上昇していることを

反映し、急激に上昇している。特にこの上昇は、大企業と中小企業の給与所得者に対して著しい

ものとなつている。その後の税負担率は石油ショック時に上昇し、1974年の2兆 円減税による減少

以降は急速に上昇し、抜本的税制改革により再び減少している。このような傾向は、図 7‐ 1の所得

税負担率の推移とほぼおなじものであり、間接税の負担による影響は比較的小さい。ただし、消

費税導入後の1990年、1991年については、所得税の負担率が依然として税制改革前の水準を

大きく下回つているのに対して、間接税の負担を考慮した税負担率全体では、大企業と中小企

業の給与所得者の負担が改革前の水準にほぼ近づき、零細企業の給与所得者に至っては、改

革前の水準を上回ることになつている。

図7‐3 税負担率の推移 :1935年生まれ

以上のような歴史的な税負担の推移は、各世代について生涯の税負担率の格差を生じること

になる。図7‐ 4は大企業に勤務する給与所得者について、図7‐ 5は 中小企業に勤務する給与所得

者について、図7… 6は零細企業に勤務する給与所得者について、それぞれ1935年生まれから196

5年生まれの各世代の税負担率を比較したものである。これらの図では、大企業と中小企業の場

合には、1935年生まれの世代について青年期の税負担がより若い世代よりも高くなるという逆転
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現象が見られるほかは、同一年齢時で比較すると若い世代の方が税負担率が高いことが示され

ている。これに対して、零細企業の場合には、大企業、中小企業の場合のような逆転現象は見ら

れずに、若い世代の方が税負担率が高くなつている。

図7…4 税負担率の推移 :大企業

―
1935年 生まれ
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――――-1955年 生まれ

図7…5 税負担率の推移 :中小企業
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図7-6 税負担率の推移 :零細企業

なお、若い世代の税負担率が上昇するのは、財政規模の増大による受益の増加を反映したも

のである。したがって、税負担に格差が存在するといつても即座に世代間の負担の不公平が存

在するといえないことに留意しておこう
6ゝ

第4節 ライフサイクルからみた税負担と不平等度え

ここまでの分析は、各世代が過去の税制改正における歴史のなかでどのような税負担をしてき

たのかに注 目したものであった。その結果、1935年生まれの世代については大企業と中小企業

に勤める給与所得者が青年期に高い税負担を課されていたが、全体としては、若い世代ほど、

企業規模が大きいほどより高い税負担を課されていたことがわかった。しかし、1988年からの抜本

的税制改革により若い世代の税負担率は、軽減される可能性もある。そこで、若い世代について

将来予想される所得と消費水準にもとづき、将来の税負担を予測してみよう。そこで以下では、各

世代について、企業規模別の23歳から80歳までの生涯の税負担率を計算することにした。さらに、

この生涯の税負担率が1989(平成元)年に実施された消費税の導入と所得税の減税からなる税

制改革によって、どのような影響を受けたのかを見ることにした。

第 1項 税制改革と世代間。世代内の税負担

所得税減税の影響は(7‐2)式の予算制約における所得課税の変化として捉えることができる。

6)世代によつて受益が異なることを考慮した分析としては、橋本。林。跡田(1991)が 存在する。



一方、消費税の導入による影響は、(7‐ 5)式 における実効税率の変化と物価水準の変化をもたら

すことになる。消費税導入と物品税の廃止にともないどの程度物価が上昇するかについては、

林 0橋本 (1991)が 産業連関表を用いた価格分析より計算した1.67%という値を採用した。

以下では、現行税制が将来にわたつて継続された場合の税負担率と、かりに消費税の導入と

所得税の減税が実施されずに1987(昭 和62)年税制がそのまま継続していた場合の税負担率を

比較しよう。ここでの税負担は、給与所得税・個人住民税 0社会保険料・利子所得税と問接税の

合計額である。間接税には、1989年の税制改革実施前には国税として物品税・砂糖消費税。トラ

ンプ類税・入場税・通行税などが、地方間接税として電気税・ガス税・木材引取税・娯楽施設利用

税 0料理飲食等消費税などが含まれている。税制改革後は消費税と消費税導入後も残された酒

税・たばこ税・揮発油税・石油ガス税。自動車重量税・自動車税・軽油引取税・自動車取得税・地

方特別消費税・ゴルフ場利用税・軽 自動車税・入湯税などが含まれている。また、負担率の分母

は、60歳の退職前は給与収入、退職後は年金収入となつている。

図7…7 ライフサイクルの税負担の変化 :大企業 (1935年 生まれ )
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図7-7は、大企業の場合に1935年生まれの世代が、生涯を通じてどの程度の税を負担すること

になるのかを示したものである。この図では、実線が消費税導入・所得税減税という抜本的税制

改革にもとづく現行制度のもとでの税負担率、点線が税制改革が実施されたなかった場合の税

負担率を示している。所得税の減税が実施されたのが1988年であるので、この世代の税負担率

は現行制度のもとでは、53歳時に低下し、61歳時から上昇することになる。これは、61歳 に退職し、
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税負担率の計算する際の分母が年金収入のみになることによるものである
°
。 65歳以降の税負

担率の低下は、世帯人員の減少により消費水準が低下し消費税の負担額が減少するためである。

中小企業に勤める場合について同様の分析を行った図7‐8においても同様の傾 向が見られる。

一方、零細企業に勤める場合を描いた図7‐9では、大企業。中小企業の場合のように所得税減税

によるメリットがほとんど見られず、退職後の消費税による負担増の影響が見られる。

図7-8 ライフサイクルの税負担の変化 :中小企業 (1935年 生まれ )
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図7-9 ライフサイクルの税負担の変化 :零細企業 (1935年 生まれ )
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7)税負担率の分母に、利子収入も含めた場合には、負担率の上昇は緩和される。
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次に、同じことを1945年生まれの世代についてみたものが図7‐ 10、 図7‐ 11、 図7… 12である。これ

らの世代は所得税減税が実施された1988年 時点では43歳である。大企業に勤めるサラリーマン

の税負担の変化を示す図7‐ 10をみると、43歳以降に税制改革により消費税の増税を上回る所得

税の減税のメリットを享受できることが示されている。ただし、退職後には所得税の減税のメリット

は生じないために、総税負担率は上昇することは避けられない。同様の傾向は、中小企業のサラ

リーマンの税負担を示した図7-11についても見られる。零細企業のサラリーマンの税負担を示し

た図7… 12においては、壮年期における所得税減税のメリットが大企業。中小企業のサラリーマンほ

ど大きくないことがわかる。

図7-10 ライフサイクルの税負担の変化 :大企業 (1945年 生まれ )
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図7‐ 11 ライフサイクルの税負担の変化 :中小企業 (1945年 生まれ )
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図7‐ 12 ライフサイクルの税負担の変化 :零細企業 (1945年 生まれ )
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さらに、1955年生まれの比較的若い世代の税負担をみたものが図7… 13、 図7‐ 14、 図7‐ 15である。

この世代は、1988年時点では33歳と若く、これから壮年期に入る世代である。この世代について

は、大企業、中小企業に勤めるサラリーマンだけでなく、零細企業に勤めるサラリーマンについて

も壮年期における所得税減税のメリットが見られる。これは、零細企業に勤める場合でも将来の賃

金上昇により、所得税フラット化による税負担の減少が消費税の負担増を上回ることになるからで

ある。

図7… 13 ライフサイクルの税負担の変化 :大企業 (1955年 生まれ)
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図7‐14 ライフサイクルの税負担の変化 :中小企業 (1955年 生まれ )
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図7‐15 ライフサイクルの税負担の変化 :零細企業 (1955年生まれ )
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第2項 生涯実質税負担の世代間比較

以上のような税負担率の変化をみただけでは、各世代にとつて税制改革による壮年期におけ

るメリットと、老年期におけるデメリットの双方が生じているために、一概には税制改革による功罪

を確定することはできない。そこで本章では、各世代の生涯を通じての税負担の合計額を税制改

革前後で比較することにした。ただし、税負担額はすべて消費者物価指数を用いて1980年価格



の実質額に直してある。

表7‐2税制改革前後の実質税負担   (単位 :万円:1980年価格)

現 行 改革前 減税額

大企業 中小企業 零細企業 大企業 中小企業 零細企業 大企業 中小企業 零細企業

930年 生まれ

931年 生まれ

932年 生まれ

933年 生まれ

934年 生まれ

935年 生まれ

936年 生まれ

987年 生まれ

938年 生まれ

939年 生まれ

940年 生まれ

941年 生まれ

942年 生まれ

943年 生まれ

944年生まれ

945年 生まれ

946年 生まれ

947年 生まれ

948年 生まれ

949年 生まれ

950年 生まれ

951年 生まれ

952年 生まれ

953年 生まれ

954年 生まれ

955年 生まれ

956年 生まれ

957年 生まれ

958年 生まれ

959年 生まれ

960年 生まれ

961年 生まれ

962年 生まれ

963年 生まれ

964年 生まれ

965年 生まれ

966年 生まれ

967年 生まれ

968年 生まれ

969年 生まれ

2908.2

3336.0

3445.5

3599.5

37455

3981.6

3983.9

42051

4366.4

4542.4

4853.7

4975.7

5178.4

5401.2

5628.7

5899.6

6078.5

6343.7

6602.0

6881.2

7195.5

7500.2

7874.3

8180.9

8564.1

8929.2

9324.2

9746.9

10180.2

10628.5

11109.9

11595.2

12108.3

12629.4

13183.7

13759.0

14353.7

14972.9

15610.2

16279.5

2035.3

2433.2

2541.2

2630.8

2730.3

2860.7

2877.5

3089.6

3221.4

3342.6

3490,7

3606.5

3764.0

3915,6

4074.3

4229.8

4373.0

4558.6

4731.4

4912.2

5101.0

5288.9

5496.7

5688.3

5942.0

6184.4

6436.2

6707.5

7027.8

7330.3

7688.1

8062.4

8416.6

8789.9

9190.5

9601.0

10033.5

10491.1

10954.4

11444.4

1379.5

1701.3

1784.3

1870.7

1960.3

2052.0

2073.0

2248.5

2355.6

2450.8

2571.5

2668.3

2781.5

2884.9

3001.0

3105.1

3229.1

3346.4

3473.2

3605,7

3734.4

3863.9

4033.9

4185,7

4369.2

4546.5

4728.2

4919.5

5124.9

5334.8

5551.7

5777.3

6016.5

6275.5

6544.2

6825.2

7170.5

7494.5

7849.7

8249.2

2761.5

3217.1

3363.0

3507.1

3657.7

3886.9

3860.6

4136.6

4302.2

4465.2

4787.5

4906.1

5127.7

5333.8

5564.5

5877.8

6065.2

6325.1

6582.9

6862.1

7196.0

7457.7

7770.6

8089.4

8451.8

8805.4

9178.9

9573.1

9980.1

10410.5

10876.1

11338.5

11886.6

12413.8

12947.2

13523.3

14109.5

14733.5

15384.3

16058.2

1910.1

2337.7

2443.9

2548.4

2657.1

2771.9

2790.2

3006.2

3140.7

3269,9

3421.6

3559.8

3703.1

3854.2

4014.5

4175.1

4335.2

4495.6

4663.3

4839.5

5023.2

5240.5

5451.9

5652.6

5921.4

6176.9

6433.8

6703.9

6981.0

7271.9

7572.9

7920.7

8261.8

8618.8

8990.3

9380.6

9840.5

10270.8

10726.3

11200.1

1285.1

1622.1

1703.0

1788.2

1877.6

1966.7

1983.5

2159.5

2262.7

2360.4

2468.7

2580.4

2688.1

2794.0

2910.5

3015.8

3146.6

3270.9

3401.3

3538.5

3671.7

3804.1

3946.6

4104.0

4283.9

4488.7

4671.9

4865.4

5069.0

5281.1

5505.1

5733.6

5994.1

6265.6

6530.9

6806.2

7098.0

7402.6

7720.6

8106.7

‐146.7

‐118.9

‐82.5

‐92.4

‐87.7

‐94.7

‐73.3

‐68.5

‐64.2

‐77.2

‐66.1

‐69.6

‐50.6

‐67.4

‐64.1

‐21.9

‐13.2

‐18.6

‐19.1

‐19.2

0.5

‐42.5

‐103.8

‐91.4

‐112.3

‐123.8

‐145.3

‐173.9

‐200.1

‐218.0

‐233.8

‐256.7

‐221.7

‐215.5

‐236.5

‐235,7

‐244.1

‐239.3

‐225.9

‐221.3

‐125.2

‐95.5

‐97.3

‐82.4

‐73.2

‐88.8

‐87.2

‐83.4

‐80.6

‐72.8

‐69.1

‐46.8

‐60.9

‐61.4

‐59.8

‐54.6

‐37.8

‐63.0

‐68.1

‐72.7

‐77.8

‐48.4

‐44.8

‐35,7

‐20.6

‐7.5

‐2.5

‐3.6

‐46.8

‐58.4

‐115.2

‐141,7

‐154.8

‐171.2

‐200.2

‐220.4

‐193.0

‐220.3

‐228.2

‐244.3

‐94.4

‐79.3

‐81.4

‐82.5

‐82.7

‐85.3

‐89.5

‐88.9

‐92.8

‐90.4

102.8

‐87.8

‐93.4

‐90.9

‐90.5

‐89.3

‐82.5

‐75.5

‐71.9

‐67.2

‐62.8

‐59.7

‐87.3

‐81.6

‐85.3

‐57.8

‐56.4

‐54.0

‐55.9

‐53.7

‐46.6

‐43.7

‐22.4

‐9.9

‐13.3

‐19.0

‐72.5

‐91.9

129.1

142.5

表 7‐2は、1930年生まれから1969年生まれまでの40世代について23歳から80歳まで生涯の税

負担の合計額を企業規模別に示したものである。この表の現行は現行制度を前提として生涯の

税負担額を計算してものであり、改革前の数字は1988年以降の抜本的税制改革がかりこ実施さ

‐128 ‐



れなかつた場合の税負担額を示している。さらに、減税額は改革前の負担額から現行の負担額

を差し引いたものである。

この表から世代間の税負担の比較をおこなうと、生涯の税負担は、大企業、中小企業、零細企

業のいずれについても若い世代の方が重くなっている。これは、名 目所得水準だけでなく、実質

所得水準でも若い世代の方が所得水準が高くなることを反映したものであると考えられる。消費

税導入と所得税減税からなる税制改革は、若い世代に有利なものとなるものの、改革前と現行の

負担額を比べると分かるように、若い世代の方が税負担が重いという実態を変えるものではない。

次に、税制改革前後で各世代の生涯の税負担額を比較すると、1950年生まれの大企業に勤

めるサラリーヤンがわずかに減税となることを除くと、すべてのケースで生涯の税負担が増加して

いることが分かる。竹下税制改革は、減税超過型で実施されたために一見すると矛盾する結果の

ように思える。しかし、単年度では減税となつても、将来の所得と消費水準の動向に所得税、消費

税の負担額が左右されるため、生涯を通じてみると増税になる可能性もある。さらに、本章では将

来の賃金上昇率を最近の景気状況に考慮して3%と低めに想定したために、所得税のフラット化

による所得税減税効果が小さく見積もられていることによるものと考えられる。

第3項 不平等度の世代間比較

ここまでは、各世代の税負担に着 目して分析をすすめてきたが、果たしてこのような税負担の

格差により、各世代の所得分配の状況は如何なる影響をうけたのであろうか。本章ではt課税後

の所得の不平等度を測定することで、世代間の所得分配の状況を分析することにした。不平等尺

度としては、タイル尺度を採用することにした
め
。

不平等度を測定するには、所得分布と人 口分布が必要となるが、ここでは各世代について大

企業、中小企業、零細企業の3ケースの所得水準しか考慮していない。そこで、1930年から1939

年までの世代を1930年代の世代という様にまとめて捉えることにした。これにより10年の出生世代

がそれぞれ企業規模別に3ケースの異なる所得水準の家計で代表されるので、30パターンの異

8)タイル 尺度Tは、総所得を1に基準化した所得分配y=(yl,・・。,yn)に対して、

T=Σ ylognyi

となる。ただし、,iは第i家計の所得のシェアを意味する。タイル尺度は、ゼロに近い値をとるほど所得分配が平等になる

ことを示す。詳しくは、高山(1980)を 参照されたい。
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なる所得水準の家計が存在することになる。これらの家計の課税後所得は、それぞれ23歳から80

歳まで生涯の課税後実質所得の合計額として計算される。さらに、各世代の各企業規模別の家

計は、それぞれ人口分布が異なつている。すなわち、たとえば、1969年生まれの世代について大

企業のサラリーマン数と、1930年生まれの大企業におけるサラリーマンの数は異なるのである。そ

こでこの人 口分布は、1990年の『賃金センサス』の企業規模別の従業員数と1990年の『国勢調

査』の年齢別の人口から推計した。

まず、『賃金センサス』より1990年時点で21歳から60歳までの大企業、中小企業、零細企業の

従業員の比率を求めた:次に、これに『国勢調査』の年齢別の人口を掛け合わせて、大企業、中

小企業、零細企業の人口分布を求めたの
。したがって、たとえば1990年 時点の60歳の人口分布が

1930年生まれの世代の人口分布となり、1990年 時点で23歳の人口分布が1969年 生まれの世代

の人口分布と想定したことになる。

以上のようにして求めた、所得分布と人口分布を用いて1930年代、1940年代、1950年代、1960

年代の世代の所得不平等度を測定したものが表7‐ 3である。現行制度のもとでの不平等度を世代

別に比較すると、若い世代ほどより所得分配が平等化していることが分かる。これは、かりに税制

改革が実施されずに改革前の税制が継続していたとしても同じである。また、現行と改革前とを

比較すると1930年代と1940年代の世代の所得平等度が悪化しているのに対して1960年代と1970

年代の世代の所得平等度が改善されていることが分かる。このような違いは、若い世代の方が税

制改革による影響を受ける期間が長く、すでに指摘したように税制改革による減税効果が零細企

業にも見られることで説明できよう。

7…3 課 税 後 所 得 のタイル 凡

改 革 前 改革 前

1930年代生まれ
1940年代生まれ
1950年代生まれ
1960生Fttt4Lゝミオし

0.00427
0.00344
0.00360
0.00332

0.00420
0.00335
0.00364
0,00343

第5節 むすび

ここで、本章で得られた結果を最後にまとめておこう。

まず、世代別・企業別に所得税の負担を比較すると、大企業に勤めるサラリァマンほど負担率

9)本来ならば、人口分布に関しても企業規模別、世代別にコーホートデータを作成する方が望ましいが、データの不

足によりこのような方法をとつた。
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が高く、若い世代ほど同一年齢時の負担が重いことがわかった。次に、間接税の負担には逆進

性が見られ、その逆進性は消費税導入以前から存在し、大平内閣のもとでの一般消費税の導入

が挫折したことにより、既存間接税の枠組みのなかで増収が図られてきたことが逆進性を拡大し

たものと考えられる。さらに、税負担率全体としては、やはり若い世代ほど、さらに企業規模が大き

いほど税負担は重くなる。税制改革による影響としては、大企業のサラリーマンならば減税による

メリットが生じるが中小・零細企業のサラリーマンの恩恵は少ない。ただし、若い世代では、零細

企業のサラリーマンでも税制改革による壮年期の負担軽減が見られる。生涯を通じての実質税負

担を比較してみると、若い世代に有利な税制改革が実施されても、依然として若い世代ほど税負

担が重くなつている。一方、所得分配の観点から税制改革を評価すると、若い世代に対しては分

配状況を改善するであろうことが分かつた。

最後に本章で解決されなかつた課題を述べてむすびとしたい。

第 1に、本章では、効用関数のパラメ‐夕について、既存の研究成果を利用し、しかも各世代

について同一のパラメータを採用している。しかし、効用関数のパラメータは世代によつて異なる

可能性がある。

第2に、本章では死亡時期を80歳と仮定し、寿命の不確実性の存在を考慮していない。

第3に、各世代の遺産の継承を考慮していない。これは各世代が現実にどの程度の遺産を受

け取つているかについてのデータが入手できないうえに、各世代がどの世代のどの家計に遺産を

渡すかが特定できないためである。

第4に、本章のモデルでは住宅購入を無視している。現実には、住宅などの実物資産は、資産

としても保有されている。しかもその税制上の取り扱いは金融資産に比べるとかなり優遇されてい

る。

第5に、本章での分析は基本的に部分均衡の枠組みのなかで行われている。法人税の影響の

考慮や、利子率の内生化など、よリー般的な拡張が望ましい。

これらの問題は今後の研究課題としたい。
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第8章 多部門多世代の世代重複モデルによる税制改革の分析

第1節  はじめに

最近の政府税制調査会の答申においては、今後の税制改革のあり方について、より長期的な

観点から税制を構築する必要性があることを強調してきている。たとえば、平成5年 11月 の「今後

の税制のあり方についての答 申」においては、「①高齢化社会を支える勤労世代に過度に負担

が偏らないようにするためには、世代を通じた税負担の平準化 (個 々人にとっては、ライフサイク

ルを通じた税負担の平準化)を図り、社会全体の構成員が広く負担を分かち合う税制を目指すべ

きではないか。②高齢化社会においても安定的な経済成長を持続させるためには、国民一人一

人がその活力を十分発揮することのできる税制を目指すべきではないか。」という基本的な考え

方が表明されている。

このような税調答申の基本的な考え方に沿つて現実の税制改革が達成できるものかを評価す

るためには、長期的な視野に立った経済分析が要請される。この問題意識に答えようとした業績

はすでに数多く存在している。代表的なものとしては、世代別に生涯を通じての税負担が税制改

革によってどのように変化するかをあきらかにした橋本・跡 田。林(1991)やライフサイクルー般均衡

モデルを用いた分析として、本間。跡 田0岩本・大竹(1987の (1987b)、 岡本 (1996め (1996b)な どがあ

る。

しかし、前者の分析は部分均衡モデルであるため、税制が経済成長に及ぼす影響をみること

ができない、後者の分析は単一の消費財を仮定しているため、たとえば食料品に軽減税率を適

用するといつた消費税の複数税率化の影響をみることができない、という問題′点を抱えている。本

章では、これらの研究の抱える問題点を克服する第一歩として、多世代多部門の世代重複型一

般均衡モデルを作成することにした。すなわち、経済には複数の世代が重複し、これらの世代に

よる生涯にわたる効用最大化行動の結果として決定される各期の総消費水準や総貯蓄水準は

生産部門を通じて経済成長率に影響を与えることになるのである。

本章の目的は、このようなシミュレーション。モデルを用いて、高齢化社会において税制が経済

成長に及ぼす影響を考慮したうえで、ライフサイクルの観点から税制改革前後の厚生比較をおこ

なうことである。

本章の具体的構成は以下の通りである。第2節では、多部門世代重複モデルを構築し、そのモ

デルに適用するパラメータとデータを解説する。第3節では、村 山税制改革による厚生変化と所

得税減税を利子所得税ないし消費税で代替した場合の厚生比較が試みられる。第4では、本章

で得られた結果をまとめ、今後の課題が述べられる。
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第2節 多部門世代重複モデルの構築

本章では、世代重複モデルを採用する。世代が重複したライフサイクルー般均衡モデルとして

は、 Auerbach and KotlikoffK1983)が有名である。わが国でのライフサイクルー般均衡モデルによ

るシミュレーション分析も基本的には彼らのフレームワークを踏襲したものといえる。

これに対して本章では、租税分析のための多部門の応用一般均衡モデル として有名な

Bdlard,Fulle■ on,Shoven and Whalley(1985)タイプのモデルを世代重複モデルに拡張すること

にした
゛
。従来のモデルが定常状態における市場均衡条件を利用して、まず定常状態における均

衡解を求めるものであったのに対して、本章のモデルの特徴は毎期ごとの市場均衡価格につい

て不動点アルゴリズムを利用して計算し、消費や資本といつた変数が人 ロー人当たりでみて一定

となる定常状態に到達するまで、計算を繰り返すというものである。この手法により、生産部門の

多部門化や、複数年次にわたる税制改革を移行過程における税制パラメータの変更として捉え

ることなどが可能になる。以下では、58世代が重複するモデルを提示しよう。

第1項 モデル

[家計部門]

まず、各世代における家計のライフサイクルの効用水準りま、各年齢s歳時の消費水準θsに

依存するものと考えて、ライフサイクルの効用関数を以下のように特定化した。

υ=]|+型影 (8‐ 1)

ここで、σ sは s歳時点の消費量、γは異時点間の代替の弾力性である。なお、煩雑化を防ぐ

ため、世代に関する添え字は省略している。なお、(8‐ 1)式 において添え字sが 1から58となつてい

るのは、23歳 の労働市場に参入する時点を期間1とし、80歳の死亡時点を期間58としていることを

意味する。また各世代は期間38、 すなわち60歳で退職すると仮定する。

各世代のライフサイクル全体での予算制約式 (現在価値制約式)は、以下のように定式化でき

る。

1)Bdlard,Fulle■ on,Shoven and Whalley(1985)タ イプのモデルを用いた我が国の税制評価のための一般均衡モデ

ルとしては、市岡(1988)が有名である。本稿のモデルは、市岡(1991)の モデルを簡略化することで、税制問題に特化し

た小型の静学的一般均衡モデルである橋本 。上村(1997)の モデルを拡張したものである。
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ここで、フsは s期の賃金率、rsは s期の利子率、争は s期の税込み合成消費財価格、機は累

進税率表のもとでの醐 の給与所得税負担額、みは利子所得税率、ちは年金の本人負担分の保

険料率、Zsは s期の労働供給量、ムは醐 の年金給付額である。

(8-2)式の制約のもとで (8‐ 1)式を最大化すると

α‖〓
(尋PI)/1剤

/α

(i=1,… ,∞ ) (8‐ 3)

が得られる。

なお本章では、各家計は税込み合成消費財価格 gs、 労働価格 ソ、資本価格0す べてが将

来にわたつて継続するという静学的な予想形成のもとで行動するものと想定する。この場合、移

行期間においては、結果として静学的な予想形成がはずれるために、各世代は毎期前期末の貯

蓄残高を所与として残りの生涯の消費計画を立て直すものとした
の
。すなわち、各世代は第 1期以

外については前期末の貯蓄残高を所与として残りの生涯の消費を最大化するように行動する。こ

の場合の予算制約は(8‐2)式に前期末での貯蓄残高から生じる元利合計を加えたものとなり、在

職期間中の任意の力期については、

郷
い≫
“

クrC郷
い，
“ ・ 0"Ё  +色Π#=0(1+(1-4)為 ) -lo fl '_o {t + (l - r, )r, ) (8‐4)

となる。また、退職後の任意の力期については、

2)本間・跡田。大竹・岩本 (1987)は 、本稿と同様の予想形成を用いている。一方、Auerbach and Kotlik(ガ(1983)は 完全

予見の予想形成を用いている。
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となる。

また、(8‐ 1)式の家計の効用関数には separabilityを 仮定し、個別消費財について以下のような

コブダグラス型の効用関数を想定する。

cs=」 χ夕   軒1,¨・
'10)

ブ=l

(8‐ 6)

ここで、κ sは s期の第j個別消費財であり、λjは第j個別消費財のウェイト・パラメータである。

s期の各家計の個別消費財に関する制約条件は、

7sC`=Σ (1+′。)′ヵχノS
ブ=l

となる。ただし、クトは〔湖 の第j個別消費財の価格、んは消費税の税率である。

(8… 7)を制約条件として、(8‐ 6)を最大化すると、以下のような個別消費財の需要関数が得られる。

(8… 7)

(8‐ 8)

ただし、χ sは s期の第j個別消費財の需要である。

(8‐ 6)(8… 7)(8‐8)式を用いれば、∫期の個別消費財価格と s期の消費財価格の間には以下の

関係が成立することがわかる。

ち =織
 は 。

け増1粋|ち

また、任意のh期 における各家計の貯蓄残高は、在職期間については、
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S, = (l + (l- t,))r,Sr-, + (l- t)wuIn - tu - qnCn
(8‐ 10)

となり、退職後の任意のh期 については、

Sヵ =(1+(1-′r)為 )Sヵ _1+らヵ―クみCヵ (8‐ 10) '

となる。したがつて、任意の 力期における各家計のフローの貯蓄 乙 Shは 、

∠島=島一島_′

(8… 11)

となる。

[生産部門]

生産 りを産出する第ノ生産者に関しては、生産要素として資本と労働を投入するコブダクラス

型の生産関数、

Q,=Q,LolK:'-"') (声 1,…・,12) (8-12)

が想定されている。ここで、為が第ノ産業の労働需要、馬 が第ノ産業の資本需要、ωノは第ノ産

業の効率パラメータ、αjは第ノ産業の分配パラメータを示している。モデル上、消費財を生産す

る消費財産業なるものが存在するとし、10個 の消費財を生産すると想定する。さらに、第11産業

は公共財産業、第12産業は投資財産業を示している。なお、以下では煩雑化を避けるために、

時間に関する添え字を省略する。

第ノ産業の産出1単位当たりの費用最小化要素需要を求めると以下のようになる。

１

一
Φ
ブ

島
一の

‘

で

ン
一枷

′
７
一
＋¨

一Ⅷ
(片 1,¨ 。

,12)

―的 )
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(声 1,¨。
,12) (8‐ 13)'

ここで、んは資本税率であり、ι』ま年金の雇用主負担分の保険料率を意味している。これらを用い

れば、利潤ゼロ条件により各産業の生産者財価格 ′プを要素価格の関数として表すことができる。

歩

=士

|        |の

′ノ=(+ち >券+(+ウ舞 (j=1,… ,12) (8‐ 14)

[政府部門]

政府は、所得税、消費税、資本税、社会保険料 (雇用主および本人分)からなる総税収を年金

給付と公共財の購入にあてるものとする。なお、本章では単純化のため、ある年の社会保険料の

収入は、そのままその年の年金給付に支出されるものと想定している。また、本章では年金の保

険料収入が年金給付を下回るものとし、年金会計の赤字は所得税、消費税などの一般会計より

国庫負担として補填されるものと仮定した。

具体的には任意の力時点での年金の国庫負担 PFhは

PFヵ =Σ Ⅳルι′―ΣⅣノ′ソ耳―こちソら  け0,.。 ち∞),=力 +1          ′=力 +21 (8‐ 15)

と示される。ここであは第 ′世代の年金給付額、Lは第i世代の労働供給量、ち は第力期の第ノ産

業での労働雇用量、Ⅳヵは第 力期の総人 口、馬 は第 力期第 ノ世代の人 口である。この式は、カ

時′点において、第 か 1世代から第 か20世代までの年金給付が、第 か21世代から第 か58世代ま

での年金の保険料と第1産業から第 12産業までの産業で雇用主が支払つた年金保険料の雇用

主負担分によって賄われ、不足分が国庫負担となることを意味している
の
。

さらに、第 乃期における政府の一般会計の総税収は写しは、以下の式で示される。

3)現実には、国庫負担は基礎年金給付費の1/3である。



rRヵ =′ルちΣKル 十ΣⅣノノ″+らんΣⅣルSル _1+Σ Ⅳノθlヵ Cル (h-0,… 0,∞
)

ノ=1       '=力 +21           ,=力 +1          ,=乃 +1
(8‐ 16)

この式は政府の一般会計の歳入が、第力期において、第 1産業から第12産業までの企業から徴

収した資本税収、第 か21世代から第 か58世代までの給与所得税収、第 か 1世代から第 か 57世

代までの世代から徴収した利子所得税、第 か 1世代から第 か58世代までの世代から徴収した消

費税の税収から構成されることを意味する。

この一般会計の総税収から年金の国庫負担を差し引いたものは、すべて公共財の購入に充て

られるとすると

′Hヵ Zllヵ =rR乃 _PFヵ
⑫=0,… 0,∞

) (8… 17)

が成立する。ただし、P′ルは第h時点の公共財価格、Z7ル は第力時点の公共財需要量である。

[市場均衡 ]

本章のモデルでは、0期から定常状態に至るまでのすべての期間について市場均衡を成立さ

せるような、,7とた 計算することになる。まず、消費財市場、公共財市場、投資財市場の均衡から

説明しよう。

消費財市場においては、各期での家計の消費財の需要量を満たす消費財が第 1産業から第 1

0産業までの企業によつてそれぞれ生産されるものとする。たとえば、第力期の第ノ消費財の需要

量ら は、重複する第 か 1世代から第 か58世代までのそれぞれ80歳から23歳の各年齢時点の第ノ

個別消費財の需要量に各世代の人 口をかけて合計したものとなる。

Zル =Σ Ⅳ′χヴヵ
′=力 +1 Q=0,… 0,∞

)

第 力期の各消費財市場においては、

るので

(8‐ 18)

各消費財の需要量zみ に見合う各消費財 chが供給され
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Ch―Zh    い 1,¨・,10:乃 =0,… 0,∞
) (8‐ 19)

が成立する。

公共財市場においては、政府の一般会計の税収から年金の国庫負担へ拠出した残りは、すべ

て、第11産業の産出する公共財の供給にあてられるものとする。したがつて、第 乃期の公共財市

場の均衡条件は、公共財の供給量を0ル とすると

0′″=乏勇ル           (力 =1,¨ちOO)

となる。

投資財市場においては、各家計の力期の総投資量に等しくなるように、第12産業で生産される

投資財が供給されるものとする。第 乃期の総投資量は、(8… 11)式で示される各家計のフローの貯

蓄額を合計し、投資財価格で割つたものとなる。すなわち、

(8‐ 20)

(8-21)

ΣⅣ加AS,ヵ
L〓

蝙   い 声,→

と示される。ここでノ″ は力期の総投資を意味している。したがつて、力期の投資財市場の均衡条

件は、投資財の供給量を0み としたとき、

OF■、み     0=0,¨。,∞ ) (8‐ 22)

となる。

以上の手続きにより消費財需要、投資財需要、公共財需要から構成される総需要と第 1から第

12産業までの各財の総供給量が得られることになる。本章のモデルの特徴は、このようにして求

められた各財市場の供給量より要素市場における派生需要をもとめ、均衡価格の計算を労働市

場と資本市場についてのみ行うところにある
°
。

4)これは、基本的に Ballard,Fullerton,Shoven and Whaley(1985)と 同じ想 定である。
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すなわち、労働市場と資本市場における派生需要は、それぞれ (8-13)(8‐ 13)'式の生産量 1単

位当たりの要素需要関数に各産業の供給量を乗じることで求めることができる。この各産業の労

働需要を鵬 、資本需要を0,としよう。

次に、労働市場と資本市場における総労働供給と総資本供給を求めよう。総労働供給は、各

世代のうち在職期間の家計の労働供給に人 口をかけて集計したものとなる。第 h時点の総労働

供給 Z品 は

扉″二
J2μ

″ι″ 9=o,… ,∞ )

12

…Σ κDノ ~KS
ノ=1

12

=Σ 
ιDノ ~万

ブ=1

(8‐ 23)

となる。この式は、第力時点においては第 か21世代から第 か58世代までの労働供給量に人 口を

かけて合計したものが、総労働供給となることを示している。

総資本供給は、各世代の前期の貯蓄残高から構成されるものとする。したがって、第 力時点の

資本ストックκ%は

(8‐20

となる。この式は第h期の資本ストシクは、第 か 1世代から第 か57世代までの家計の前期の貯蓄

残高に人口をかけたものとなることを示している。

以上の関係を考慮すると、労働市場と資本市場において以下の集計的超過需要関数が成立

する。

ρ″

ρι

(8‐25)

(8‐ 26)

となる。ただしριは労働市場の超過需要関数であり、′ガま資本市場の超過需要関数である。

煩雑化を避けるため時間に関する添え字を省略しているが、この式は、すべての期間について

成立する。本章では、各期の市場均衡はこの労働と資本の超過需要関数をいずれもゼロとするよ
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うな労働価格wと資本価格rの組み合わせとして求められることになる。

第2項 パラメータの設定とシミュレーションの方法

この節では、上記のモデルにもとづき、本章では1994年から1997年にかけて実施された村山

税制改革を対象としたシミュレーション分析をおこなった。以下では、シミュレーションをおこなうた

めの各種パラメータの設定と具体的なシミュレーションの手順について説明しよう。

本章で用いたパラメータは、基本的には既存のシミュレーション分析で使用されていたものを

利用している。(8‐ 1)式の効用関数のパラメータについては、本間0跡田・岩本 0大竹 (1987)よ り γ

=0。 3、 δ=0.01とした。(8‐ 6)式の個別消費財の配分に関するコブ・ダグラス型の効用関数のパラ

メ∵夕については、表8‐ 1の ように設定した。このパラメータは、各個別消費財が総支出額にしめる

割合を示すものであり、1995年の『家計調査年報』を利用して、10大消費項 目を支出総額で割る

ことで求めた
め
。生産関数のパラメータは、表8-2の ような橋本 0上村(1997)の 設定を利用した。

食料
住居
光熱・水道
家具・家事製品
被服及び履物
保健医療
交通。通信
教育
教養娯楽
そ の 納 の 消 著 す 出

0.236690958
0.064926974
0.060508354
0.038074892
0.061474737
0.029918374
0。 100181729
0.046741951
0.095878588
0.265603443

消 パラメータ:λ

5)本稿では単純化のために、この個別消費財のパラメータをすべての世代のすべての年齢時点で同一であると仮定し

た。

生 産 関数 のパ ラメー

消着 財産 業 SNAの 産 業 δ Φ

1 食料
2 住居
3 光熱 。水道
4 家具・家事製品
5 被服及び履き物
6 保健医療
7 交通・通信
8 教育
9 教養娯楽

10 その他の消費支出
11 公共財
12 投資財

食料品
不動産業
電気。ガス・水道業
その他の製造業
その他の製造業
サービス業
運輸。通信業
サービス業
サービス業
サービス業
政府サービス生産者
一 絆 織 縮

0.497

0.035

0.331

0.660
0.660
0.555

0.913

0.555

0.555

0.555

0。 508
0.814

2.000
1.164

1.887

1.899

1.899

1.988

1.343

1.988

1。 988
1.988

2.000
1.617

出所 : 1996

И
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次に、本章で考慮した税制と年金制度について説明しよう。税制としては、所得税・個人住民

税、消費税、法人税を考慮している
の
。所得税 0個 人住民税は、(8-2)式 の か で示されており、

表8-3の ような超過累進税率表のもとで求められる。この税額は、各世代の各年齢時の所得に応

じて計算される。消費税 tは改革前を3%、 改革後を5%とした。資本税率 tについては、市岡(1

991)の直接資本税率の平均値35,196%を 利用した。

8‐ 3 の

改 革 前 改革 後
給与所得控除 給与収入     控除率

165万円以下   40%
330 〃       30
600  〃        20

1,000 〃       10
1,000万 円超    5

給与収入    控除率

180万 円以下   40%
360 〃        30
660 〃        20

1,000  ノ′           10

1,000  ノ′           5

所得控除 (所得税 ) 人的控除 各35万 円 人的控除 各38万 円

所得控除 (個人住民税 ) 人的控除 各 31万円 人的控除 各33万 円

税率表 (所得税 ) 課税所得   限界税率

300万 円以下  10%
600 〃     20

1,000 〃     30
2,000 〃      40
2,000万 円超  50

課税所得   限界税率

330万円以下 10%
900 〃      20

1,800 〃      30
3,000 〃      40
3,000万 円超  50

税率表 (個人住民税 ) 課税所得   限界税率

160万円以下  5%
550 〃     10
550万 円超   15

課税所得   限界税率

200万円以下  5%
700 〃      10
700万 円超   15

年金制度としては、単純化のためすべての世代に同一の年金制度が適用されるものとしたつ
。

本章では、各世代の61歳から64歳までは部分年金が支給されるものとした。この部分年金給付額

は、厚生年金の報酬比例部分である。本章では、各年版の『家計調査年報』の世帯主年齢階級

別のデータを利用して、各世代の定期収入のコーホート0データを作成した
の
。この各世代の定期

収入のコーホート0データを平均し、再評価率を乗じたものを平均標準報酬月額とした。平均標

準報酬月額に、生年月日による乗率1000分の7.5と加入期間38年とスライド率1.007を掛ければ、

各世代の部分年金の支給額が計算できる。さらに65歳からは部分年金に加えて、基礎年金が国

6)本稿のモデルでは、法人税を資本税として取り扱つている。

7)現実の年金制度では、生年月日により年金の給付額が変わつてくる。また、1994年年金改革による支給開始年齢の

引き上げと部分年金の支給は、一部の世代には経過措置により適用されない。

8)コ ーホート・データの詳細は、橋本・林・跡田(1991)を 参照されたい。



民年金から支給される。この基礎年金は月額6.5458万円であり、本章では夫婦2人分が支給され

るものとした。年金の保険料は、すべての期間について17.35%が 労使で折半されるものとした。

モデル上では、(8-2)式のちが本人負担分であり、(8‐ 13)式のんが雇用主負担分である。

図8… 1 人 口成長率の設定

03%

02%

01%

人

口 00%
成

重-01%

-02%

-03%

-04%

最後に、本章で想定した人 口成長率について説明しておこう。本章では、我が国の人 口の高

齢化を考慮するため、図 8‐ 1のような人 口成長率を想定した。新規参入人 口の増加率に以下の仮

定をおくことで計算したものである。すなわち、第0期以降に新規参入する人 口は初期値が1%の

増加率であり、その後毎期新規参入増加率が0.12パーセントポイントづづ低下し、その低下は新

規参入の増加率がゼロになるまで継続するものとした。このような想定を置くことで通常の人 口成

長率である総人 口の増力日率は、図のように一端マイナスとなり、やがて0%に収東することになる。

これらのパラメータを設定すれば以下の手続きで、シミュレーション分析をおこなうことができる。

(ステップ1)まず、第 1世代の80歳 時点を期間ゼロとおき、第 1世代から第58世代までの、各世代

の初期値を設定する。具体的には、各世代の前期末の貯蓄残高を与え、それを集計したものが

期間ゼロにおける総資本供給とする
の
。

(ステップ2)労働価格 7と資本価格の 初期値を与える。ここで資本価格 rは賃金価格を7=1に

9)初期資産残高には平成6年の『貯蓄動向調査』における年齢階級別の金融資産残高を利用した。この資産分布に、

平成6年の『 国民経済計算年報』の家計の正味資産に対する金融資産の比率2.002574833を かけあわせたものを初期

資産として与えている。

86  91  96  101 10621   26  31  36  41  46  51  56  61  66  71   76  8
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基準化したときの相対価格として与えられる。

(ステップ3)7と勁 与ヾえられれば(8‐ 13)(8‐ 13)'式より生産 1単位当たり労働と資本の要素需要関

数が求まる。

(ステップ4)生産 1単位当たりの要素需要関数を(8… 14)式に代入すれば、12の 産業での生産者価

格が求まる。これらの産業の生産物価格のうち、第 1産業から第 10産業の価格に消費税を掛けた

価格(1協い が、『家計調査年報』の10大消費項 目の消費財価格となるとおく。

(ステップ5)この10個 の税込み消費財価格を(8-9)式 に代入すれば各世代の当該期間の合成消

費財価格が計算できる。

(ステップ6)各世代は、税込み合成消費財価格 ps、 労働価格w、 資本価格rが与えられたことに

より、(8-3)式 の定差方程式と(8‐ 4)ないし(8‐ 5)式の予算制約式より、各期の各世代の消費が決定さ

れる。消費額が決まれば、各期のフローの貯蓄額も計算できる。また各世代の当該期間の消費

は、(8‐ 8)式の個別消費財の需要関数によって10個の個別消費に振り向けられる。

(ステップ7)当該期間における各世代の個別消費財の需要をそれぞれ集計したものが第 1産業

から第 10産業までの各企業の生産物に対する総需要となる。さらに、当該期間における各世代の

フローの貯蓄額を集計したものが、投資財を産出している第12産業への投資額となる。さらに、所

与の価格体系のもとで決定した消費や所得などから徴収された税収が公共財産業である第12産

業の生産物の購入に充当される。

(ステップ8)ステップ7より第 1産業から第12産業までの各産業での産出量 QJが求まる。この産出

量を生産量1単位当たりの要素需要関数に乗じると各産業の労働需要 LDJと資本需要 KDが計

算できる。

(ステップ9)各産業の労働需要と資本需要を合計し、総労働需要と総資本需要を求める。一方、

固定的に供給される労働供給と資本供給を集計すれば総労働供給と総資本供給も計算できる。

(ステップ10)ステップ9よ り、資本市場と労働市場の超過需要関数を求め、超過需要関数がゼロ

でない場合には、メリルアルゴリズムにより,ヮことを 変化させ、超過需要が収東条件を満たすまで、

ステップ2からステップ9までの手

'質

を反復させる。

(ステップ11)超過需要が収東条件を満たし、当該期間の市場均衡が成立したならば、次の期に

進み、再びステップ2からステップ9までの反復計算をおこなう。

(ステップ12)以上の手続きを移行過程から定常状態に至るまで、逐次的に反復計算をおこない、

すべての期間について市場均衡を求める。この毎期の均衡計算は、人 ロー人当たりの総消費量、

総資本量、労働と資本の相対価格が一定となる時点まで行う。
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第3節 分析結果

第2節で、構築したモデルに現実のデータを適用し、効用関数や生産関数のパラメータを設定

すると、多世代多期間の世代重複モデルにおけるシミュレーション分析が可能になる。本章では、

この世代重複モデルを利用して、1994年度から1997年度までの間に実施された村山税制改革の

評価を試みよう。

本章で分析対象とした村山税制改革のスケジュールは表8-4の ようにまとめられる。この税制改

革の特徴は、税制改革が減税先行となつたため、複数年度にわたっていることと先行減税の一部

が、所得税 0住民税額の一律減税による特別減税となつていることである。また同じ一律減税であ

つても1994年と199501996年 では減税の上限額が異なっている。199501996年 の特別減税は所

得税の減税額の上限が5万 円とかなり低く抑えられている。1995年以降は、表 8‐ 3に提示してよう

な税率表改正と所得控除の引き上げを含む制度減税も行われている。

表8…4 村山税制改革のスケジュール

1994(平成6)年  特別減税
所得税額の一律20%(200万 円を限度)

住民税額の一律20%(20万円を限度 )

1995(平成7)年 制度減税 +特別減税
所得税額の一律 15%(5万円を限度 )

住民税額の一律15%(2万円を限度 )

1996(平成8)年 制度減税 +特別減税
所得税額の一律 15%(5万円を限度 )

住民税額の一律 15%(2万円を限度 )

1997(平成9)年 制度減税十消費税税率引き上げ

このように、村山税制改革は、単年度でなく複数年度にわたっておこなわれたところに特徴が

ある。従来のライフサイクルー般均衡モデルでは、基本的に定常状態において1人当たりの変数、

価格がすべて一定となることを利用して、定常状態における市場均衡を反復計算で求めるという

手法が使われているために、村山税制改革のように移行過程において税制が変更される影響を

考慮することはできなかった。これに対して、本章のモデルでは、逐次的に毎期の市場均衡を計

算しているので、移行過程における税制の変更や人 口成長率の変化にも対応できるモデルとな

つている。

以下では、複数年度にわたる税制改革を考慮した厚生分析を試みよう。ただし、村山税制改革

は消費税の税率が5%に 引き上げられる1997年度以降については実質増税となる。増税型の税

制改革においては、定常状態における厚生は当然改革前よりも悪化することになる。したがつて、
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単に税制改革前後の厚生を比較したのでは、村山税制改革を所得税体系から消費税体系への

シフトと捉えたときの質的な評価ができない。通常の静学的な租税帰着の考え方では、このような

質的な評価のために税収一定のもとでの税制改革前後の比較が行われることが多い。しかし、本

章のような長期にわたる移行過程を取り扱うモデルにおいては別の基準が必要となる。そこで、本

章では、政府の公共財への支出量が一定となるように、毎期消費税率ないし、利子所得税率が

内生的に決定される場合についてもシミュレーション分析を試みることにした。

第 1項  1994年度改正の厚生分析

図8-2 村山税制改革前後の一人当たり総消費の経路
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一一―改革前 ‐……・改革後

まず、村 山税制改革前後の厚生分析からおこなおう。図8‐2には、村山税制改革前後の一人

当たりの総消費の経路が描かれている。図8-2の 改革前の系列は、税制改革が実施されずに199

3年度税制が継続した場合の総消費の水準を示したものであり、改革後は村山税制改革により達

成されることになる総消費の水準を示したものである。図では、改革前、改革後のいずれの場合

にも、総消費が約140年後には、ほぼ横這いとなる。本章では最終的に人 口成長率がゼロとなる

と想定したために、一人当たりの総消費増加率がゼロとなる段階で経済が定常状態に到達してい
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るのである。

次に、税制改革前後の厚生水準をより明確に比較するために、各世代の各期の消費量を(8‐ 1)

式の効用関数に適用し、効用水準を計算し、任意の期間に重複して生存する58世代の厚生水

準の集計値を利用しよう。なお、厚生比較にあたつては、税制改革前後での総厚生の変化率を

求めることにした。また、本章のモデルではシミュレーションの開始時点においては、たとえば第 1

世代についてはすでにライフサイクルの最終期間に差し掛かつているためにて過去の消費量の

情報が得られないことを指摘しておこう。完全なライフサイクルの消費量の情報が得られるのは第

58世代以降の世代からのみである。したがつて、第 1世代から第57世代が生存している期間につ

いては、各世代の生涯の効用水準を比較していないことになる。

図8‐3 村山税制改革前後の総厚生の変化率
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図8¨ 3は、税制改革前後について各期間の総厚生水準の変化率を描いたものである。図では、

村山税制改革による94(平成 6)、 95(平成7),96(平成8)年の減税先行期間においては、厚生水

準が改善され、1997(平成9)年における消費税率の5%への引き上げによって厚生水準は急激

に悪化する。その後、多少は改革による厚生水準の低下の度合いは減少するものの、定常状態

に至るまで厚生水準の低下は継続することになる。

第2項 一人当たり公共支出一定のケース

以上のように、村山税制改革は、減税先行期間を除けば、社会的厚生を悪化させることになる。
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だがこの結果は、すでに指摘したように1997(平成9年)度以降に実質増税となる税制改革が実

施されるためである。そこで、政府が毎期公共財への支出量を一定に維持するように、所得税減

税による税収減を調整するような税制改革を考えることで、質的な評価を行う。以下では、所得税

減税による税収減を消費税率の引き上げで調整する場合をケース1、 所得税減税による税収減を

利子所得税率の引き上げで調整する場合をケ‐ス2としよう。

なお、本章のモデルにおいては、労働供給を外生的に固定しているため、累進所得税は消費

と余暇の選択に関して効率性のロスを生じないことになる。したがって部分均衡モデルにおいて、

労働供給を外生的に固定した場合、所得税と消費税のいわゆる同値性が成立する。しかし、本

章のような世代重複一般均衡モデルにおいては、勤労期間にのみ課税される所得税とすべての

期間について課税される消費税では貯蓄に与える影響が異なることになり、所得税と消費税の同

値性は一般的には成立しない。
。

の8… 5

0 40 80 120 160 165
改
革
前

一人当たり消費
一人当たり資本
一人当たり所得

消費税率
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一人当たり消費
一人当たり資本

一人当たり所得

利子所得税率

消費者価格
総 E4

191.37

2833.50

637.50

21.2%

3.20

‐0.0041

177.16

2525,78

599.63

37.5%

3.32
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158.77

2245.63
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38.6%
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‐0.0335
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37.0%
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36.9%

3.44

-0.0335
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2316.93
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36.9%

3.44

0̈.0335

表 8… 5は、改革前、ケース1、 ケース2のそれぞれについて、移行過程から定常状態に到達する

までの各期間についてのシミュレーション結果をまとめたものである。なお、この表では期間につ

いては40年おきに掲載してある。この表のケース1とケース2の数字を改革前の数字と比較すれば、

税制改革の評価が可能となる。

10)所得税と消費税の同値性の問題については、井堀(1984)を 参照されたい。
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図8-4 -人 当たり消費の経路
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図8‐4は、税制改革前後で一人当たりの総消費量の変化率を描いたものである。なお、ここで

は税制改革の質的な評価をするために、1994年から1996年にかけての先行減税は考慮せず、第

0期から表8-3に示されている所得税の税率表の改正についてのみシミュレーションをおこなつた。

ケース1と改革前の消費水準を比較すると、改革が実施された当初の移行過程においては、ほ

ぼ同じ一人当たりの消費水準を達成するが、約 15期 間以降についてはケース1のもとでの方がよ

り高い一人当たりの消費水準を達成できることがわかる。またケース2と改革前の消費水準を比較

すると当初の期間はケース2の方がより高い消費水準を達成できるが、約 15期 間以降については

一人当たりの消費水準は改革前よりも大きく低下することがわかる。

図8‐5 税制改革前後の厚生変化率の比較
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改革前の税制と比較して、ケース1、 ケース2の改革のどちらが優れているかを改革前の厚生水

準からの変化率をみることで比較したものが図8‐ 5である。図によるとケース1では、当初の数期間

においては厚生水準を悪化させることになるが、その後は定常状態に至るまでよりも高い厚生水

準を享受できることになる。一方、ケース2では、厚生水準は多少の変動はあるものの移行過程か

ら定常状態に至るまで、厚生水準が悪化することがわかる。

図8…6 -人当たり資本の経路
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このような、税制改革が厚生水準にもたらす差は、資本蓄積の差として説明できよう。図8‐ 6は、

改革前、ケース1、 ケース2のそれぞれの税制のもとで、一人当たりの資本の経路を描いたもので

ある。ケース1では、勤労期間にのみ課税される累進所得税の減税が資本蓄積の増大につなが

つていることを示している。ケース2では、利子所得への課税が直接的に資本蓄積の減少につな

がることを示している。なお、本章のモデルでは、労働供給は外生的に固定されているが、かりに

累進税率表がフラット化されることにより、労働供給への阻害効果が減少することを考慮すれば、

所得税体系から消費税体系への移行は、長期的な観点から一層支持されることになろう。

以上の結果は、各期に存在している各世代の消費や、効用を集計して、社会全体の観点から

税制改革を評価したものである。しかし、仮に社会全体ではプラスと評価されても世代間ではか

なり異なる評価が成立する可能性が高い。そこで、以下では世代間の厚生比較をおこなうことで、

税制改革が世代間の利害対立を生じる可能性があることを示そう。



図8‐7 移行過程での世代間の厚生比較
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図8‐ 7は、移行過程において世代間の厚生比較をおこなったものである。本章のモデルでは、

第 1世代から第57世代までは、生涯全体の消費データを計算していない。そこで、移行過程の中

で、すべての期間のデータが計算可能になる第57期間における第58世代から第115世代の厚生

水準を取り上げることにした。図では、ケース1のもとでは、改革前よりも当該期間において、すべ

ての世代の厚生水準が改善されることがわかる。一方、ケース2では第58世代から第68世代まで

は厚生水準が改善されるものの、その後の世代では厚生水準が悪化することがわかる。若い世

代では所得税減税による資本蓄積促進効果が利子所得税増税による資本蓄積阻害効果を上回

つていると考えられる。この結果は、成長経済においては利子所得税増税による阻害効果が後の

世代ほど大きくなることで説明されよう。

最後に、定常状態において各世代の税制改革前後の厚生水準を比較すると、ケース1のもとで

はすべての世代について税制改革前よりも約 1.28%程度厚生水準が改善されることがわかる。一

方、ケース2ではすべての世代について改革前にくらべて約 1.35から1.28%程度厚生水準が悪

化することがわかった。この結果は、定常状態においてはすべての世代について w、 rといった

価格変数や一人あたりの消費、資産が一定となっているために、税制改革は世代間での利害対

立を生じないためと理解できよう。
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第4節 むすび

本章での計算結果にもとづくと、長期的な観点から税制改革は以下のように評価できよう。まず、

近年行われてきた所得税中心の税体系から消費税体系への移行を伴う税制改革は、資本蓄積

を促進することつながり、各世代の厚生を改善することになる。また、消費税の増税を避ける場合

には、所得税を減税し、利子所得税を増税する手段も考えられるが、利子課税の増税は大きく資

本蓄積を阻害し、各世代の厚生水準を低下させることがわかった。この結果は、高齢化社会にお

ける財源調達手段として、消費税の増税ではなく、利子課税を強化する方向を選択することに対

して否定的なものとなつている。

最後に本章で残された課題について述べることで結びにかえよう。

第 1に、本章では簡略化のために純粋なライフサイクルモデルを想定し、各家計は遺産を残さ

ないことになる。しかし、現実にはほとんどの家計が何らかの理由で遺産を残している。ライフサイ

クルモデルにおいて遺産を取り扱うためには、効用関数の中で明示的に遺産を取り扱うか、意図

せざる遺産を考慮して死亡確率の導入などが必要となる。

第2に、本章では各家計の効用関数は消費にのみ依存すると仮定したため、累進税率表

が労働供給に与える阻害効果を考慮できないD。

第3に、本章では人 ロデータを人工的に作成している。厚生省による将来推計人 口の予測等

を利用することで、より現実的なシミュレーションが可能になるだろう。

第4に、年金制度についてはすべての世代が同じ年金制度に従うものと単純化している。しか

し、現行制度のもとでは、若い世代ほど給付が削減されるように制度が設計されている。また、年

金の社会保険料については現行の水準で固定されるものとした。社会保険料は今後5年ごとに引

き上げが予定されている。これらの制度を考慮すれば税制だけでなく年金についての政策シミュ

レーションも可能となろう。

第5に、本章では法人税を資本利用への従価税の形で取り扱っている。法人税の問題をとりあ

げるためには、利潤税として法人税制を組み込み、減価償却制度や各種の引当金などの税制を

考慮することが望まれるところである。

第6に、本章の一般均衡モデルにおいては、簡略化のために各産業が直接消費財を生産する

ものとし、中間投入を無視している。 Bdlard,Fullerton,Shoven and Wh」 ley(1985)、 市岡

(1991)の静学的な応用一般均衡モデルでは、産業連関表を利用することでこの問題をクリアーし

11)本間・跡田。岩本 。大竹(1987Dは労働供給の内生化に成功しているが、所得税を比例税に単純化している。
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